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午前９時３０分開会 

○ただ太郎議長 おはようございます。定刻でござ

いますので始めさせていただきます。 

  これより、委員会条例第８条の規定により、決

算特別委員会の委員長の互選を行われますようお

願いいたします。 

  年長委員は白石正輝委員であります。委員長席

にお着き願います。 

［議長退席、年長委員着席］ 

○白石正輝年長委員 皆さんおはようございます。

委員会条例第８条第２項の規定により、委員長の

互選が行われるまで暫時、委員長の職務を行いま

す。 

  ただいまから決算特別委員会を開会いたします。 

  委員長の選任方法についてお諮りいたします。 

  いかが取り計らいますか。 

［「年長委員一任」と呼ぶ者あり］ 

○白石正輝年長委員 年長委員一任の声があります

ので、選任方法は指名推選によることとし、私よ

り御指名申し上げます。 

  委員長に工藤てつや委員を選任することに御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○白石正輝年長委員 御異議ないと認め、工藤てつ

や委員を選任することに決定いたしました。 

  以上で、私の職務は終了いたしましたので、委

員長と委員長席を交代いたします。 

［年長委員退席、委員長着席］ 

○工藤てつや委員長 ただいま委員長に選任されま

した工藤でございます。６日間という長丁場にな

りますが、円滑な委員会運営に尽力してまいりた

いと思いますので、御協力のほどよろしくお願い

いたします。 

 

           ◇            

 

○工藤てつや委員長 引き続き会議を進行いたしま

す。 

  審査に先立ち、記録署名員２名を私より御指名

申し上げます。 

  くじらい実委員、太田せいいち委員にお願いい

たします。 

 

           ◇            

 

○工藤てつや委員長 次に、副委員長２名の選任方

法について、お諮りいたします。 

  いかが取り計らいますか。 

［「委員長一任」と呼ぶ者あり］ 

○工藤てつや委員長 委員長一任の声がありますの

で、選任方法は指名推選によることとし、私から

御指名申し上げます。 

  副委員長に、岡安たかし委員、はたの昭彦委員

を選任することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○工藤てつや委員長 御異議ないと認め、岡安たか

し委員、はたの昭彦委員を選任することに決定い

たしました。 

  副委員長から就任の挨拶があります。 

  初めに、岡安副委員長。 

○岡安たかし副委員長 選任いただきましてありが

とうございます。この委員会がスムーズに進むよ

う、委員長をしっかりと補佐して務めてまいりま

すので、よろしくお願いします。 

○工藤てつや委員長 次に、はたの副委員長。 

○はたの昭彦副委員長 ただいま副委員長に選任さ

れましたはたの昭彦です。委員長に協力してしっ

かりとした委員会質疑ができるよう努力してまい

ります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

           ◇            

 

○工藤てつや委員長 これより、去る９月１９日の

本会議において付託されました第８８号議案 令
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和６年度足立区一般会計歳入歳出決算、第８９号

議案 令和６年度足立区国民健康保険特別会計歳

入歳出決算、第９０号議案 令和６年度足立区介

護保険特別会計歳入歳出決算、第９１号議案 令

和６年度足立区後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算を審査いたします。 

  この際、審査の都合により暫時休憩いたします。

副委員長、正副議長及び各会派の代表者は、７階

の議会第２会議室に御集合願います。 

  なお、再開は午前１０時といたします。 

午前９時３４分休憩 

午前９時５８分再開 

○工藤てつや委員長 休憩前に引き続き委員会を再

開いたします。 

  休憩中、本特別委員会の審査方法及び発言順位、

発言時間について、正副委員長、正副議長及び各

会派の代表者で協議いたしましたところ、ただい

まから申し上げます審査方法に従って審査いたし

たいと思います。その方法を事務局長より説明い

たします。 

○区議会事務局長 ３点の決定事項がございます。 

  まず１点目は、会派別発言順位、発言時間及び

審査日程についてでございます。サイドブックス

の決算特別委員会令和７年のフォルダー内を御覧

ください。分かりやすくしております会派別発言

時間及び発言順位を御覧いただければと思います。

名前の書いてあるものでございます。６日分ござ

います。そこに記載の順番、そして時間で発言を

していきます。 

  そして、審査の区分でございますが、９月２９

日と３０日は、一般会計の歳入全部、あと歳出第

１款から第３款と第５款、そして、１０月２日と

３日は歳出第４款と、あと第６款から第１０款、

そして、各特別会計の歳入歳出全部でございます。 

  １０月７日と８日の２日間は４議案の総括質疑

となります。総括質疑終了後、討論、そして意見

表明、そして採決という流れになってございます。 

  ２点目は、最終日の各会派の代表者による討論

の時間でございます。１会派の持ち時間は５分程

度、そして、各会派の討論終了後に行う無会派の

意見表明については、２分程度ということでござ

います。 

  最後３点目は、執行機関への資料要求につきま

しては、事前に委員長に対しまして、資料の件名、

内容等について連絡をいただきたいということで

ございます。 

  決定事項、以上３点でございます。 

○工藤てつや委員長 お諮りいたします。 

  本４議案につきましては、ただいま申し上げま

した審査日程に従って審査いたしたいと思います

が、御異議ありませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○工藤てつや委員長 御異議ないと認め、さよう決

定いたしました。 

  次に、４議案の採決方法についてお諮りいたし

ます。 

  決算特別委員会の最終日に、４議案に対する討

論、意見表明を行い、各議案ごとに採決に付した

いと思います。 

  御異議ありませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○工藤てつや委員長 御異議ないと認め、さよう決

定いたしました。 

  審査に入る前にお願い申し上げます。本特別委

員会は、ＹｏｕＴｕｂｅにてインターネット配信

を行っておりますので、明瞭な発言をお願いいた

します。 

  執行機関が答弁される際は、まずマイクスイッ

チを押した上で、職名を明確に述べてからはっき

りと発言されますようお願いいたします。 

  なお、本決算審査につきましては、質疑、答弁

は要領よく簡明にお願いいたします。 

  これより、質疑に入ります。 

  第８８号議案の一般会計歳入全部並びに歳出第
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１款議会費から歳出第３款民生費及び歳出第５款

環境衛生費について質疑を行います。 

  最初に、自民党から質疑があります。 

  伊藤委員。 

○伊藤のぶゆき委員 おはようございます。今日か

ら決算特別委員会６日間始まりましたので、よろ

しくお願いいたします。区民の皆様の大切な公金

をお預かりして、どういうふうに執行したのかと

いうことをチェックする委員会になると思います

けれども、昨日、おとといと、多分様々なところ

で足立区内でイベントがあって、千住の荒川河川

敷では、食と音楽、あと地域ではお祭り、また消

防団では合同訓練ということで、少し皆様お疲れ

だと思いますけれども、集中してやっていきたい

と思います。 

  まず初めに、令和６年度ということで、いろい

ろな方の質問を見てると、まず振り返ってること

が多いのかなと思うので、私もそれに従って、振

り返らせていただきますけれども、令和６年度が

どういう年だったか、私も去年決算特別委員会出

てましたけれども、やっぱこの１年間ってあっと

いう間に過ぎてて、令和６年度何があったかなと

ふと思い出そうとしてもなかなか思い出せないと

思います。 

  第１に、１月１日に能登半島に大きな地震があ

って、今なお、復興で被災地で避難生活を余儀な

くされてる方々がいらっしゃる。振り返ってみれ

ば、これはまだもう１年と１０か月ぐらい、９か

月、１０か月ぐらい話だったのだなと思うと意外

で、私が言うのも何ですけれどもね、やっぱり避

難生活されてる方々が、早く普通の生活に戻るよ

うに、しっかりと国がやっていただきたいなと思

いますけれども。それとはまた別に、パリ五輪、

オリンピックがありまして、過去最多のメダルが

４５個、それで今日も話題になってましたけれど

も、大谷選手がメジャーでフィフティー・フィフ

ティーを初めて達成をして、今年なんかは更に５

５本、昨日ホームランを打って、何で１日休んだ

なのかななんていう話が、私たちの会派の中にも

ありますけれども、あの話を聞いてると、ロバー

ツ監督が休めと言ったから休んだという話で、ホ

ームラン王なんて、大谷は気にしてないんだよな

んて話をしてますけれども、あれ見てて思ったの

が、やっぱり組織としての信頼関係が、多分すご

いしっかりできてるんだなと思ったのですよ。や

っぱり個人でホームラン王を取るって結構大事な

ことであって、しかも２年連続でとなるけれども、

やっぱりチームのために、監督も大谷選手も、自

分のことを犠牲ではないですけれども、チームが

勝てばいいんだという考えの下、ああいうふうに

何の問題もなく動けるということは、さらりと何

かニュースで流れてますけれども、あれって結構

大切な組織の大きな要因なのかなと思います。 

  私も、いつもこの決算特別委員会で好き勝手話

をするのですけれども、今日も、漫画の話から入

ろうかなと思ってたら、先輩方からお前幹事長な

んだからしっかりしろということで止められまし

て、そういう話ができないので、組織に属してい

る我々としましては、皆さんもそうですけれども、

しっかりとチームワークを取りながらやっていっ

ていただきたいなと思います。 

  もう１点、大きな話で、今、我々の会派の問題

になりますけれども、自民党の総裁選が真っ最中

でございます。私も、町場を歩いていると、誰が

なったらいいのとか、誰がなるのとか聞くのです

けれども、調べてみたら、石破内閣が発足したの

って、去年の１０月１日なのですよね。多分、去

年の決算特別委員会でもこんな話をして、今日で

通算の在職日数というのが３６４日、今、改選中

で、調べてみると、安倍内閣って３，１８８日、

１０分の１ちょっと過ぎたぐらいで、いかに安倍

内閣が長かったのかなということがあります。町

場で、我々会派に対してもいろいろな声がありま

すけれども、我々は地方議員として、この足立区、
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皆様とともにしっかりやっていきたいなと思いま

すので、よろしくお願いをいたします。 

  それでは、質問に入りたいと思います。 

  まず初めに、令和６年度、命と暮らしを守り抜

く。安心と活力のあだちということで予算が組ま

れ、執行されました。代表質問でも改めて確認を

しましたけれども、まずこの令和６年度決算全体

をどう評価しているのかお聞かせください。 

○財政課長 歳入につきましては、企業業績の堅調

な推移に基づきまして、財政調整交付金も増額と

いうことで頂いております。それに基づきまして、

命と暮らしを守り抜くという強い決意の下、能登

半島地震を教訓といたしまして、防災・減災対策

を強化したのに加えまして、更に区内事業者の

方々の声を拾いまして、伺いまして、緊急物価高

騰対策を講じるなど、計６回の補正予算を編成い

たしまして、区民生活、区内経済を守ることを最

優先に取り組めたのではないかと考えております。 

○伊藤のぶゆき委員 私も決算内容を見てて、決し

て悪くないなと思っております。 

  その中で、特別区税が前年度比１０億円減とい

うことですけれども、この原因はどうでしょうか。

どう捉えていますか。 

○財政課長 区民税に関しましては、定額減税の影

響がありましたので、その分が減額となっており

ます。その分、交付金の方で補塡をされておりま

すが、そういったところが要因となっております。 

○伊藤のぶゆき委員 これ、ちょっと当たり前のこ

とをつらつら聞いてくつもりです。何でかという

と、我々は資料を頂いてるので、内容見てればは

っきり言って分かることですけれども、こういっ

たＹｏｕＴｕｂｅで見てる方々からすると、分か

らないことが多いと思いますので。それについて、

今、交付金で特別区税が少し減ったけれども、給

付があったので減税になったということで、１５

億円減税ということですけれども、今年度の見込

みはどうなってますか。 

○財政課長 やはり人口が増えているというところ

で、担税力のある方も入っていただいております

ので、そちら、増額という見込みで今のところ見

ております。 

○伊藤のぶゆき委員 そうですか。そうしたら増額

がされる、今年度は、では減税されずに増えると

いうことの見込みですね。 

  次に、財政調整交付金が３５億円増ということ

ですけれども、これは、東京都から分配されて、

足立区の方にお金が一千何百億円と入ってくるの

ですけれども、毎年毎年景気が今は堅調だからと

いうことで財政調整交付金が増えているけれども、

これが、経済が悪くなれば、調整交付金が減るん

だよということでいつも話がありますけれども、

こちらに関しては、今年は３５億円増、今こうし

て物価高で、日経平均は株価は最高値を更新して

おりますけれども、なかなか区民の暮らしはよく

なっていないという現状の中で、今年度の予測は

どうなっておりますか。 

○財政課長 この８月に、東京都から、一旦この今

現状のものが示されますけれども、今回の補正予

算でも増額をさせていただいているとおり、２３

億円ほど増額させていただいているとおり、やは

り引き続き、企業業績堅調ということで、財政調

整交付金も引き続き増額の見込みで見ております。 

○伊藤のぶゆき委員 また、経常収支比率が８０％

以下を切って、今、適正水準を維持しているとい

うことですけれども、これは具体的にどういった

ら、この適正水準をオーバーして、どういった影

響が出てくるというものになるのでしょうか。 

○財政課長 通常入ってくる歳入で、支払わなけれ

ばいけないものがどれぐらい掛かってるかという

ところを測りますので、今の現状で言いますと、

なかなか自由度が利かなくなってくる、少し硬直

化が進んでいるようなところありますので、区と

して取り組むべきところができなくなってくるよ

うなことも想定されるところでございます。 
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○伊藤のぶゆき委員 改めて確認ですけれども、こ

の適正基準をオーバーしている区というのが、２

３区でどれぐらいあるのですか。 

○財政課長 ８０％を超えている区につきましては

１０区ございます。 

○伊藤のぶゆき委員 ということは、２３区中１０

区は適正水準を超えていて、あまり財政としては

健全ではないですけれども、この足立区としては、

まだ８０％以下で、財政は適正で進んでいるとい

うことでよろしいですか。 

○財政課長 伊藤委員おっしゃるとおりでございま

す。 

○伊藤のぶゆき委員 ありがとうございました。 

  こうして、私たちは毎年のようにやっておりま

すけれども、多分、区民の方ってこうして分から

ないことが多くあると思いますので、ちょっと今

更資料に載ってるものを当たり前に聞いてるかも

しれませんけれども、結構町場で聞かれるのです

よね。足立区って、後で質問しますけれども、基

金の積立てが大きいから、これがよく、どこかが

日本全国で何番目だというのですけれども、私こ

の貯金基金があるということに関しては、大いに

区民に対してアピールするべきなのですよ。これ

は、区民サービスが低下をしているから基金が増

えているのではなくて、実際コロナ禍のときも、

基金を使って足立区の方々に様々なサービスを提

供して、そして今こうして物価高、学校だって、

昔なんか少し前に言えば、多分２０億円前後であ

ったのが、今、ちょっと前まで６０億円になっち

ゃったよなんて話が、今７０億円、８０億円とい

う中で、では、基金が一千何百億円積立てがある

けれども、実際これから、この施設をどんどんど

んどん建て替えていかなきゃいけないときに、今

の基金だけではひょっとしたら足りなくなってし

まうと。もちろん区民の皆様にサービスをしなき

ゃいけないですけれども、やっぱり大元のハー

ド・ソフトの面であるとするのであれば、ハード

の部分を守っていかなきゃいけないということは、

しっかりと区民の方々に伝えて、そのために基金

がちゃんと足立区は積み立てているんだよという

ことも、これ変な、間違った情報ではなくて、し

っかりとアピールしていけば、何かあったときに、

足立区は、基金があるから、私たちのサービスが

停滞しないで大丈夫なんだという安心感を是非、

個人的には与えてほしいなと思っております。ど

うしてもこの基金の大きさを我々議会は言ってし

まう傾向があるのですけれども、やっぱり家に貯

金があるということは、そんな家は財政的に安定

してるということですから、そのアピールは、是

非足立区ももう少し積極的にしていただきたいな

と思います。大体家庭でもめるといったらお金の

ことでもめますからね。金持ちけんかせずという

話ではないですけれども、やっぱり家にお金がな

ければ、夫婦仲は悪くなるみたいな話も一緒で、

やっぱり、基金があるから、使え使えと言えるだ

けの話であって、これがなかったらどうしようっ

て、こっちの問題の方が私は多いと思うので、こ

れは是非、区民の皆様に積極的にアピールをして

いただければなと思います。 

  その次に、ちょっとふるさと納税、私見せてい

ただきまして、令和５年にポータルサイトが開設

をされました。寄附金の件数はどうなったかと、

これふるさと納税はちょっとあれなのですか、課

が違うのですか。（「大丈夫です」と呼ぶ者あり）

これ、ポータルサイトを使って、令和５年からポ

ータルサイトができましたけれども、ふるさと納

税の寄附額というのはどうなりましたか。 

○シティプロモーション課長 令和６年度実績で申

しますと、申し訳ございません、１億６０５万９，

８９０円の寄附額となっております。 

○伊藤のぶゆき委員 ポータルサイトを使って１億

６００万円ぐらいですけれども、ポータルサイト

を作る前は幾らだったのですか。 

○シティプロモーション課長 ポータルサイトは、
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前からふるさとチョイスだけはやっていたのです

けれども、ふるさと納税の返礼品を拡充する前が、

令和３年度が最後になりますけれども、寄附額７

１３万５，０００円となっております。 

○伊藤のぶゆき委員 コロナ禍が明けて動き出した

ということもあるのでしょうけれども、これやっ

ぱり私はすごいいいことだと思うのですよ。やっ

ぱり寄附を集めるということに関して、努力をし

てこうして結果が出てくると、もっともっとやっ

ていこうという気持ちになると思いますので、た

だ、１億６００万円に対して、残念ですけれども、

足立区はどれぐらい減収というか、ほかの区民の

方々がふるさと納税をしてしまっているか、減収

額も分かれば教えていただきたいのですけれども。 

○財政課長 令和６年度につきましては、２８億３，

０００万円ほど流出してございます。 

○伊藤のぶゆき委員 ふるさと納税の話を今更どう

すんだどうすんだという話は難しいのですけれど

も、この間、花火の有料席をもう少し増やすべき

だとかそういう話があったと思うのですけれども、

花火の多分有料席も、ふるさと納税の返礼品に入

ってると思うのですけれども、花火ができなかっ

た場合に、ふるさと納税の返礼はどうなるのか、

返金するのですか。 

○シティプロモーション課長 寄附額なので返金は

いたしませんけれども、２年連続中止になったと

いうこともありまして、今年度御寄附いただいた

方にはおわびとして、簡単な粗品をお送りさせて

いただいております。 

○伊藤のぶゆき委員 花火の話はまた違うところで

しますけれども、花火の中止だけはね、どうにも

できないですからね。ただ、保険料とか様々な問

題点は、これから多分各委員の中でも出てくると

思いますけれども、もう少し、何か増やして、ふ

るさと納税がもう少し入ってくればいいかなと思

いますので、もう少し検討していただければなと

思います。 

  次に、積立基金の利子が、ちょっとチェックを

させていただきますと、３億円を超えておりまし

た。原因は何でしょうか。 

○会計管理室長 今年度、運用の中で定期預金なの

ですけれども、今、大体１，０００億円ぐらいお

預けしてるのですけれども、こちらを今までみず

ほ銀行１本に預けておりました。今度分散するこ

とによって、みずほ銀行より、より高率な利息を

稼げるといったところが一つ。それから、もう一

つは、やっぱ日銀の政策の変更によって、全体的

な預金利子が上がってきた。この二つが要因でご

ざいます。 

○伊藤のぶゆき委員 多分皆さんもそうだと思うの

すけれども、通帳記帳したら、今まで利息が、何

か何円とか何十円とか、何百円だったのが、急に

増えてて、何かああいうのを見ると、本当に利息

が上がってるんだなと。もちろんいいことだけで

はないと思うのですけれども、本当にああいうの

を見ると実感しますけれども。ということは、や

っぱり利息が上がっているとなれば、今言ってい

る預けているお金の運用の仕方によっては大きく

変わってくると思いますけれども、今後はどうい

うふうに考えてらっしゃいますか。 

○会計管理室長 やはり、長期的な運用については、

利息はどうするか見えてございません。ただし、

短期的なものにつきましては、積極的に情報を得

て、よりよい商品をつかんでいく。例えば、債券

においても、今まで地方債、国債しか買っており

ませんでしたけれども、今後は財投機関債という

方がやっぱり利率が高いものですから、そちらの

方も検討していきたいと考えてございます。 

○伊藤のぶゆき委員 国もＮＩＳＡとか使ってどん

どんどんどん投資していきましょうって国民に多

分勧めていって、皆さんの中にも、いろいろなも

のに投資したり株やったりしてる方がいらっしゃ

って、手堅い株を買ってれば、多分今皆さん、儲

かってる人が多いんだと思いますけれども、国も
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それだけの財源があるのでしたら、若干のリスク

は僕個人的にはね、個人的には若干のリスクを取

ってでも、利息の高いところで少し運用していた

だきたいなと思いますので、その考えはどうです

か。 

○会計管理室長 積極的な運用と、あと、やっぱり

安全確保ですので、特に元本割れというところに

ついては、ちょっと両方、難しいところがござい

ますけれども、できるだけ考えて、よりよい方策

を取り、１円でも多くの利息、利子収入を得てま

いりたいと考えてございます。 

○伊藤のぶゆき委員 ありがとうございます。何も

しないで３億円入ってきたら、こんないいことな

いので、なるべくリスク少なく、利息が増えるよ

うに取っていただきたいなと思います。 

  それで、ちょっと私聞きたいのですけれども、

代表質問でもしたのですけれども、第２回の定例

会で、くじらい委員が質問して、私も第３回定例

会で質問したのですけれども、国の重点支援地方

交付金が入ってきて、どういったものに使ったの

ですかという話をしたときに、ＰａｙＰａｙのお

金に使いましたという答弁がありました。実際問

題、この国の重点支援地方交付金というのは、全

体的に足立区には幾ら入ってきたのですか。 

○財政課長 令和６年度につきましては、給付金の

事業などがかなり大きな金額ございまして、総額

で９１億円ほど入ってございます。 

○伊藤のぶゆき委員 なるほど。それだけ入ってき

たのですね。ちょっと総務委員会でも言ったので

すけれども、今更もう補正予算を通ったので、Ｐ

ａｙＰａｙのことに関してああだこうだと言うつ

もりはないのですけれども、どれぐらいのスパン

で入ってくるのですか。要するに、国が交付しま

すよという話から、お金が入ってくるまでのスパ

ンというのはどれぐらいなのかなというのを。ち

ょっとあれにもよるのでしょうけれども。 

○財政課長 伊藤委員おっしゃるとおり、制度設計

のところで少し示されてから入ってくるまで期間

掛かることがございます。一概にどれぐらいとい

うところは、申し上げられないところはございま

すが、内示が出てきましてから、二、三か月後ぐ

らいに詳細が示されてきて、その後、着金という

のはもっと遅い時期にはなってくると理解してご

ざいます。 

○伊藤のぶゆき委員 この間も言いましたけれども、

やっぱりＰａｙＰａｙに関して、手数料が６，０

００万円ぐらい、４億に対して６，０００万円、

１５％ですよ。さっき話した利息の話ではないで

すけれども、１５％ってなかなか大きい数字だと

思うのですよね。それが、もともと政策をするの

に対して掛かってしまうということも、百歩譲っ

て仕方ないですけれども、では、更にお金が入っ

てきてから更にやりましょうというのが、ちょっ

と私は安易だったのではないのかなと。喜んでも

らうというものに関してはいいのですけれども。

この政策決定に関して、手数料とか、そういった

ものに対して、行政の方々はどういうふうにお考

えなのかなと思うのですけれども、政策をつくる

に当たって、政策にお金を使うというのは全然構

わないと思うのですけれども、それ以外のものに

対する費用負担、ほかの政策でも出てくると思う

のですけれども、それに対する費用負担の考え方

というのは、一体行政がどう思ってるのかという。

例えば、幾ら、よく言うけれども、何か区民に何

億円配るのに何億掛かりますみたいな話だと、多

分普通に考えて、自分が何かやるのだったらやら

ないではないですか。それに対して、区の考え方

というか、行政の考え方、手数料とかそういった

ものに関してどういうふうに捉えていますか。 

○財政課長 伊藤委員御指摘のとおり、なるべく頂

いたもの、区が投入する財源につきましても、そ

れがストレートに区民の方々へ、支援に回るとい

うところが理想と思いますし、そこを目指すべき

だと思っております。 
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  ただ今回、総務委員会でも御説明差し上げたと

おり、やはりもともと区民の方々にいかに早く着

金させるかというところに重きを置かせていただ

きました。そのため、伊藤委員御指摘の課題はあ

るというところは重々承知しておりますけれども、

既存のＰａｙＰａｙ事業の方に財源を投入させて

いただいたような状況でございます。 

○伊藤のぶゆき委員 契約ごとですから、契約を途

中で変えるというのは、なかなか難しいと思いま

すけれども、やっぱり本質的に使うお金と外でそ

の手数料、あのときも言わなかったのですけれど

も、対象人数が増えるから、電話のオペレーター

が１００万、２００万増えますというのですけれ

ども、よく考えてみたら、対象人数が増えないわ

けですから、何であそこが増えるのかなという疑

問があったので、そういうのも気を付けていただ

ければと思います。あまり話をしてもしようがな

いので、あと４分ぐらいしかないので。 

  老朽家屋、８月２５日に行政代執行しました。

これ、課がひょっとしたら違うかもしれませんけ

れども、これについて区民から何か評価ってあり

ましたか。何かニュースか何か。 

○建築室長 特に大きな反響といいますか、区民か

ら直接御意見等をいただいているという状況には

今ないという状況です。 

○伊藤のぶゆき委員 代表質問でも言いましたけれ

ども、個人的にはすごく高く評価してるというか、

すごいいいことしてるなと思っております。やは

り、多分今後、この老朽家屋、危険家屋、どんど

んどんどん増えていくと思いますので、もう積極

的に、お金の面が回収がなかなか難しいと思いま

すけれども、積極的に区としては進めていくべき

だと思ってます。 

  その中で、ごみ屋敷の問題がありますけれども、

これはちょっとまた老朽家屋とごみ屋敷というの

は、似てるようで、ちょっと違うと思うのですけ

れども、区は平成２５年に、生活環境保全に関す

る条例の設置をして、昨年度７２件、対象の物件

に対して３６件解決をしたということですけれど

も、これについては間違いないですか。 

○環境部長 伊藤委員おっしゃるとおりです。 

○伊藤のぶゆき委員 これも、是非、区民の方々に

積極的にアピールをしていっていただきたいので

す。やっぱりごみ問題、結構私の方にもいろいろ

な陳情が来ますけれども、やっぱなかなか解決が

難しいと思うのですよね。どういった経緯でなっ

てしまうのか分からないのですけれども、これ、

今まで１２年間ぐらいやってきて、一体どういう

方々がごみをためてしまうのかという傾向みたい

なものというのが、分かってきたのですか。 

○環境部長 これまで、日々先進的に足立区、取り

組んでまいりましたけれども、やはり一定数の長

期化する案件がございます。その原因につきまし

ては、やはり対象世帯が、ちょっと医療的なケア

が必要な方だったりとか、あとはもうかたくなに

行政の介入を拒否する方がいたり、またあとはご

みが財産だというような考え方をお持ちの方がい

らっしゃいまして、なかなかそこを説得して、御

理解いただくのに時間を要してるところです。 

○伊藤のぶゆき委員 そうですね。これ、心理的な

面で、多分今言ったように、心理的なことが大き

いのだと思うのですよね。今言ったように、ごみ

が財産だって感じてしまうこともそうですし、本

当に財産なのかもしれないすけれども、あとは、

心理的にやっぱり動けなくなってしまうというこ

とですけれども、この心理的なサポートの仕方と

いうのはどうなっているのですか。 

○環境部長 それにつきましては、相談員を今区の

方では採用しておりまして、その相談員からアド

バイスをいただきながら接して対応しております

し、また重層的支援ということで、横展開しなが

ら、様々な分野の方に協力をいただいて、サポー

トをしているところでございます。 
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○区長 今の相談員ですけれども、専門的な見地か

らアドバイスいただけるということで、精神科の

お医者様にお願いしてます。 

○伊藤のぶゆき委員 そうですか。よかったです。

私もそれがやっぱ必要だなと思っていたので。こ

れ令和８年度に新たに対応策を考えているという

ことで答弁いただきましたけれども、この令和８

年度に新しい対応策をどのように取っていくのか

ということと、もう１２年たって、この足立区先

進的にやってることがあるので、それを踏まえて、

そろそろ条例の改正も考えてもいいのかなと思い

ますけれども、それについてはどう思いますか。 

○環境部長 先日御答弁させていただいたとおり、

令和８年度に向けまして、新たなスキームを今検

討しております。周辺へ与える影響を極力避ける

ために、まずは家の周りのごみだけでも一旦ちょ

っと移動させるとか、そういった手法を取って、

ごみを捨てるのではなくて、まずは移動させると

いう形で、相手方の御理解をいただきながら攻め

ていきたいなというふうに考えてございます。 

○伊藤のぶゆき委員 時間が来たので、私はこれで

おしまいにしますけれども、このごみ屋敷問題も、

もう本当に足立区、しっかりしてると思うのです。

だから、是非、これも区民の皆様に、とにかく私、

委員会の中でよく前から言いますけれども、区民

の皆様って、案外一生懸命広報配って、足立区は

もう一生懸命お知らせしているのは分かりますけ

れども、区民の皆様は、結構足立区が何やってる

のか分かってない。その中で、足立区って、ごみ

屋敷もそうですけれども、結構先進的に大きく進

んでることもあるので、基金の積立てもそうです

けれども、もっともっと区民の皆様にアピールを

していっていただきたいなと思いますので、これ

は要望でおしまいにします。ありがとうございま

した。 

○かねだ正委員 皆さんおはようございます。残り

の時間、私の方から質問させていただきますので、

よろしくお願いします。 

  ぱっと今日この委員会室に入って、印象に感じ

たことなのですけれども、眼鏡率が非常に高いな

という。私も含めてなのですけれども。眼鏡掛け

てる方はちょっと。大分、★★。度が入っている。

（発言する者あり）度が入っている。すごく眼鏡

率が高いなというのを感じました。私もそうなの

ですけれども、議会の中でも何人かいらっしゃい

ますけれども、コンタクトの方もいらっしゃいま

すか。ああ。となると、かなりの比率で眼鏡を掛

けられてるんだなというのを感じて、仕事柄、文

章に向き合ったりする機会も多いので、眼鏡率が

高いのかなというふうに個人的に非常に感じまし

たけれども、どうですか、副区長。どう感じます

か。 

○副区長 私も目が悪くて、外してしまうと全く見

えない状況になるのです。別に決して勉強し過ぎ

たわけではないのですけれども。公務員の真面目

な、真面目な面の表れなのかな、眼鏡率が高いの

は。 

○かねだ正委員 真面目ではない人は、目がいい。

いやいや、いいです。一生懸命、文章に向き合っ

てるという面もありますし、もともと、私なんか

もう２０歳ぐらいからずっと眼鏡掛けてるような

状況で、運転するときには必ず必要ですけれども、

そのほかのときには眼鏡を取っても見られるんだ

けれども、眼鏡掛けてるという、いろいろな方が

いると思いますけれども。昔の宣伝で、眼鏡は顔

の一部ですというふうにあったぐらいなので、先

輩方は知ってると思いますけれども、是非、目を

いたわっていただければと思います。これ、全く

質問と関係ないので、次に進みます。 

  先ほど、我が会派の伊藤幹事長から、老朽家屋

の話がありました。昨日ちょうど夜の９時前ぐら

いですか、ビートたけしのテレビタックルで、足

立区にある家屋が老朽家屋だということで取り上

げられていました。そのちょうど同じ時刻に、家
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行っていい、付いていっていいという、テレビ東

京の番組で、西新井のじんのびさんで待っていて、

そこから家付いてっていいという番組の趣旨どお

りのテレビ番組があって、ちょっと私の知り合い

の方が出てたので、録画はしてあるのですけれど

も、生で見たいので、回しながら、古いですね、

回しながら、一生懸命見てたのですけれども、足

立区の老朽家屋について取り上げられていたのを

御覧になってましたか。担当である開発指導課長、

今日いらっしゃらないかな、いらっしゃらなけれ

ば、建築関係で見てられたでしょうか。 

○建築室長 申し訳ございません。私は昨日ちょっ

と見ていなかったのですけれども、開発指導課長

は昨日見ていたということで報告がございました。 

○かねだ正委員 これ、足立区に老朽家屋が多いと

いう番組構成ではなくて、これから東京全部の老

朽家屋対策が問題になってくるということで、足

立区の老朽家屋が取り上げられていただけです。

先ほど、伊藤幹事長、老朽家屋対策、取り上げら

れてましたけれども、非常にこれから大きな問題

になってくると思います。私も、今日ではないで

すけれども、またこの問題にもちょっと時間があ

れば取り上げたいなというふうに思っています。 

  また、この話が、また別の方に、別の角度に行

きまして、これも伊藤幹事長からちょっとちらっ

と話ありましたけれども、大谷翔平選手が、今日

ちょうど最終の試合で５５号ホームランを打ちま

した。非常によかったなというふうに思いますし、

なかなかいいニュースがない中、大谷翔平選手が

二刀流復活も含めて、いいニュースを日本にもた

らしてくれてるなというふうに思って、非常にう

れしく思っています。ＭＶＰの期待も膨らんでい

ますし、これからポストシーズンも始まりますの

で、皆さんと一緒に大谷選手を応援していきたい

なというふうに思います。その大谷選手の活躍、

打席を見ながら、改めて気付いたことが、ちょう

ど大谷選手がバッターボックスに入るときに、観

客席の下の壁のところにＣＭがあるのですよね。

それぞれの企業の。あれが時間によって変わって

いくのですけれども、大谷選手が打つときには、

結構日本企業のＣＭ、看板があって、非常に目を

引きます。それを見て、ああ、こういう企業さん

あるんだなというのを、知らない企業さんの名前

でも、やはり大谷選手のバッターボックスととも

に覚えてしまうな、ＣＭ効果は非常に強いんだな

というふうに感じました。といった流れで、ちょ

っとシティプロモーションについてお伺いしたい

と思います。 

  シティプロモーションなのですけれども、平成

２２年に２３区で初めてイメージアップの専管組

織として、プロモーション課を設立して今年で１

６年目を迎えました。令和３年度には、第３次足

立区シティプロモーション戦略方針を策定し、根

強く残る区外からのマイナスイメージを払拭して

いこうと、これまで行ってきたインナープロモー

ションに加え、区外に向けたプロモーションを始

めると宣言をしました。そこから、区外在住者を

対象にした足立区のイメージ調査、広報、メディ

ア、戦略の策定など段階を踏んで区外に向けたシ

ティプロモーションの基礎をつくってきたと思い

ます。そして、昨年、満を持してマイナスイメー

ジを逆手に取ったキャッチフレーズ、いろいろな

御意見がありましたけれども、ワケあり区足立区

を発表し、足立区のプラスの訳とともに、多数の

メディアで取り上げられたことで、区の魅力や取

組を区外に知っていただいたいい機会になったの

ではないかと感じています。 

  まず、ちょっと具体的な質問の前に、これも質

問なのですけれども、直近３年間の予算額を教え

ていただけますか。 

○シティプロモーション課長 直近３年間でいうと、

まず、広報メディア戦略に１，０００万円で、令

和５年、令和６年で２か年で区外プロモーション

の支援業務委託しまして、それが２，５００万円、
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２か年で。今年度、令和７年度が区外プロモーシ

ョンで２，０００万円という予算になっておりま

す。 

○かねだ正委員 令和７年度、今年度が２，０００

万円、令和６年度、令和５年度が合わせて２，５

００万円の、これ区外に対するシティプロモーシ

ョンということで、今執行されてるのだと思いま

す。 

  これらの予算を付けて、改めて、今年度はこれ

からでしょうから、昨年度の取組が、区外からの

イメージや区を誇りに思う区民の割合の向上に好

影響を及ぼすことができたのか、その辺について

の感想をお願いしたいと思います。 

○シティプロモーション課長 令和６年度の区外在

住者を対象とした足立区のイメージがよいという

ふうに答えていただいた区外在住者の割合が、令

和５年度の２０．７％から、昨年度は４．７ポイ

ント上昇して２５．４％となりました。 

  また、区民の皆様の足立区を誇りに思う割合と

いうのも、令和３年以降ずっと下降を続けていた

のですけれども、昨年度、令和５年度の３７．

６％から５．９ポイント上昇して４３．５％とな

り、少しＶ字の回復ができたというふうに評価し

ております。 

○かねだ正委員 今、Ｖ字回復という話もありまし

たけれども、着実に数字としての成果は非常に上

がっているのかなというふうに思います。 

  昨年の決算特別委員会でも、私はシティプロモ

ーション戦略を継続して、いろいろな手法を使っ

て、なかなか形に表れてくるのは難しいので、失

敗を恐れずに進めてほしいという話をさせていた

だきました。昨年度新たに挑戦し、今年度、プロ

モーションに生かした取組はありますでしょうか。 

○シティプロモーション課長 昨年度の区外に向け

たシティプロモーションでは、いろいろなことに

チャレンジしたのですけれども、主立ったところ

で言いますと、鉄道の交通広告でしたりとか、あ

とＳＮＳ広告、あとインフルエンサーを活用した

ＩｎｓｔａｇｒａｍとＹｏｕＴｕｂｅ動画配信、

メディアツアーというような新たな取組にチャレ

ンジいたしました。 

○かねだ正委員 直近で言えば、今ちょっとお話が

あったのは、私も見せていただいたのですけれど

も、千原ジュニアさんを使った整うを掛けた「と

と、なう千住。」ですか、区長が発表もされてま

したけれども、非常に興味深く拝見をいたしまし

た。ちょっとその話の中にあったのかな、それと

も、ホームページだったかな、千原ジュニアさん

を登用した理由ではないのかもしれないけれども、

千原ジュニアというのが、千（せん）住（ジュ）

だと。千原の千（ち）が千で、ジュニアのジュが

千住の住（じゅ）で、ちょうど縁があるなという

話をされたのですけれども、それで選んだわけで

はないですよね。 

○シティプロモーション課長 一番の理由は、やっ

ぱり訴求力がある方であるということと、あと、

逆に区にゆかりのない方に、足立区に訪れていた

だいて、足立区のよさというのを第三者の目で御

評価いただきたいというところから、選定させて

いただきました。 

○かねだ正委員 また、昨年ＹｏｕＴｕｂｅ動画の

結果を調べると、５，５００回ぐらいだというこ

とだったのですけれども、今回、今のところどの

ぐらいの再生回数なのですか。 

○シティプロモーション課長 昨日の段階で、２０

万回再生となっております。 

○かねだ正委員 ２０万回再生あるということは、

これから伸びていくのでしょうから、非常に関心

は持っていただいてるのだろうなというふうに思

います。結果、これから精査をしていくことにな

ると思います。 

  一方で、私も西新井地区を中心に活動させてい

ただいてますので、千住を取り上げる機会が多い

なあというふうに非常に感じるのですけれども、
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その辺についてはどういうふうに考えているでし

ょうか。 

○シティプロモーション課長 今年は、千住の宿場

開宿して４００年の節目の年になりますので、千

住に集中してプロモーションを掛けております。 

○かねだ正委員 是非、千住をきっかけとして、他

地域も是非、足立区全体として盛り上がるような

形のシティプロモーション戦略も考えていただき

たいなというふうに思います。 

  区政１００周年というと大きな区切りになりま

すけれども、令和１４年に区政１００周年を迎え

ることになります。足立区によいイメージを持つ

区外在住者の割合を５０％にするという大きな目

標を掲げていますが、それは達成できそうでしょ

うか。また、昨年度、今年度と大きな話題づくり

を行ったが、これからも毎年毎年こういったプロ

モーションを行っていく御予定なのか、その辺に

ついて伺います。 

○シティプロモーション課長 去年と今年のような

コピーの開発でしたりとか、メディアに向けた発

表会をやったりというこの大きなものは、節目節

目の年にやる方が効果があると思っております。 

  今後は、足立区のよい話題、メディアの露出獲

得ということが、今一番大事だと思いますので、

それを戦略的に、メディア、露出獲得を図りなが

ら、緩急を付けたシティプロモーションを令和１

４年まで続けることで、何とか足立区、よいイメ

ージ５０％に向けて頑張っていきたいと思ってお

ります。 

○かねだ正委員 シティプロモーション戦略、いろ

いろ結果が出るまでには大変な面もありますけれ

ども、やはり足立区の価値が上がっていくという

ことは、非常にいろいろな分野で大事になってき

ます。これは行政だけで進めるだけではなくて、

我々議会はもちろんですけれども、企業、団体、

区民の皆さんのお力をお借りしながら、是非、足

立区のイメージアップが更に進むよう、これも

我々も努力していきたいと思いますので、今後と

もよろしくお願いします。期待してます。 

  次に、区の管理職の状況についてをお伺いした

いと思います。 

  先般、本会議のへんみ議員の質問で、ＩＣＴ戦

略推進課長が、政策経営課長兼務をしているとい

う話がありました。ＩＣＴ戦略推進担当課長、非

常に大事なので、兼務ではなくて、やはりきちっ

とした担当を置くべきではないかという質問だっ

たのですけれども、その答えの中で、これ、かい

つまんでになっちゃうのであれですけれども、Ｉ

ＣＴ戦略推進担当課長の役割は認めつつも、専任

の課長の必要性を十分感じているんだけれども、

管理職の職員数に限りがあるため、全体のバラン

スを見て、課長職の配備をせざるを得ない状況で

すというお答えでした。これは、岩松政策経営部

長のそういうお答えでした。 

  それをまたお聞きして、あれ、やはり管理職数

はやはりまだまだなんだなということを、また改

めて感じました。現在、区の職員さんは３，６０

０名ぐらいですかね、すみません、今何名ですか。 

○人事課長 常勤職員で３，８３１名です。 

○かねだ正委員 ３，８００人です。それに見合う

適正な管理職数というのは何人ですか。 

○人事課長 今、いわゆる管理者のポストとして１

６０ポストほどありますので、管理職の定数のポ

ストとして１６０ポストほど現在ありますので、

人数でいうと、１６０人はやはり必要ではないか

なと。 

○かねだ正委員 それって、現状は何人ですか、管

理職。 

○人事課長 １４２名です。 

○かねだ正委員 となると、今１８名の方が不足し

ていると。１８名の方が兼務をしているというこ

とですよね。これはどういった事情でこういう形

になってるのでしょう。 

○人事課長 我々といたしましても、定数を目指し
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て管理職の増加を目指してるところですが、直近

５年間でいうと、実を言うと、管理職約６０名程

度退職をしています。それに対して、我々管理職

★★５０名程度しかおりませんでしたので、どう

しても今、現状維持を何とかしているという状況

になってますので、どうしてもポストに見合って

管理職数が足りていないという状況になっており

ます。 

○かねだ正委員 私も今お答えになったとおりで、

管理職数がなかなか退職者も含めると増えていか

ない、維持できていけないというのは、非常に危

機感を抱いています。恐らく区としての理想の管

理職数というのは、職員数に見合う１６０名とい

うことでよろしいわけですよね。 

○人事課長 なるべく兼務ポストは減らしたいと思

ってますので、おっしゃるとおりでございます。

兼務ポストはやっぱり限りなくゼロにしたいとい

うふうに思っておりますので、かねだ委員おっし

ゃるとおりでございます。 

○かねだ正委員 管理職不足を解消するために、制

度の見直しはありましたけれども、改めて何か具

体的な取組というのを今人事課で考えてるのでし

ょうか。 

○人事課長 まず、制度の見直しというところで、

１個大きな見直しがございました。 

  それは、課長補佐を対象にしておりますいわゆ

る管理職の★★に指名制度が導入されまして、こ

れによって、いわゆる管理職選考、テストを受け

るという負担が減りましたので、令和５年から始

まって、５年、６年というところで１５名程度、

昇任の管理職がございます。前年度がゼロ名でし

たので、それを考えると、結構効果があったのか

なというふうに考えております。 

○かねだ正委員 区役所という、基本的に皆さん公

務員ということになるので、普通の会社とはちょ

っと違うのかなというふうには思う部分もありま

す。例えば、私も会社員を経験してますけれども、

多分、議員の皆さんの中にも会社員、経験されて

いる方いますけれども、全員が全員ではないです

けれども、かなりの部分で、課長になろう、部長

になろう、最後はボード、経営陣になっていきた

いというふうに思うサラリーマンの方も非常に多

いと思うのです。それは、給与面であったり、裁

量権が非常に増えて自分のやりたいことができる

というふうに思う部分もあるので、上を目指して

いこうというのは、これ人間としては、正直な気

持ちだと思います。反面、プロフェッショナルに

なって、自分の手に、いわゆる職を付けて、その

分野で現場で仕事をやっていきたいという職員の

方もいる、これも事実だとは、思います。 

  ただ、一定数の方が、やはりきちっと組織のマ

ネジメントをしていってくれないと、組織という

のは、円滑に順調に運営していけない面もあると

思います。そういった意味では、この管理職、特

にこの行政マンのお仕事、行政のお仕事の場合は、

非常にこのマネジメントというのは非常に大事だ

と私自身は考えています。 

  そういった中で、どうやったらそれを増やして

いけるのだろうと思ったときに、いろいろその試

験とかの技術的な部分というのも必要だとは思う

のですけれども、やはり新しく入庁された方々が、

ここにいらっしゃる管理職の皆さんを見て、管理

職になりたい、ああいう課長になりたい、将来こ

ういう部長になっていきたい、同じような仕事を

したいと思っていただけるような背中を見せてい

ただくことも非常に大事だと思うのです。そうい

った中で、恐らく大きな不安があったり、いろい

ろ障がいがあったりする中で、管理職になるのは

ちょっとやめとこうかなというふうに思われる職

員の方も多いと思うのですけれども、その辺につ

いてはどうなのでしょう。なかなか管理職目指さ

ない理由というのは、恐らくアンケート等を含め

てお聞きになってると思いますけれども、その辺

についてはどうですか。 
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○総務部長 なかなか責任が重いというところ、そ

れから、議会の対応をどうしたらいいか分からな

い、そういった不安があるというような声がござ

います。 

○かねだ正委員 もう正直に言っていただいてあり

がたいなと思います。なかなかその議会対応をど

うしたらいいか分からないというところは、かな

りやっぱり普通の職員の方々も不安に感じている

ところだと思いますし、そのほかにもいろいろな

御意見があると思います。そういった意味では、

我々もしっかりと管理職の方に議会対応したいな

と思っていただけるような、それがどういう対応

なのかちょっと私も分からないのですけれども、

そういった形で、少しずつ距離を詰めていくのも、

近くなっていくのも大事なのかなというふうに、

今のお答えを聞いて感じました。 

  そういった中で、それぞれの若い方々が、将来

に向かったキャリアの描き方というのを考えてい

くサポートとして、何かこのキャリアサポートと

いうこのブックを、これ、区の職員の方々だけで、

私も初めて見たのですけれども、２０年で。こう

いうのを出されてると聞いたのですが、これはど

ういった意味でこういうのを出されてるんでしょ

う。 

○人事課長 先ほど、かねだ委員がおっしゃってい

ただいたとおり、管理職もそうですし、プロフェ

ッショナルになるのか、ゼネラリストになるのか、

我々区としてもいろいろな道を御用意をしており

ます。それを各職員が自分に合ったキャリアデザ

インを追い掛ける支援になるようにということで、

キャリアサポートブックという形で作成をさせて

いただいております。 

○かねだ正委員 これ、読ませていただくと、例え

ばですけれども、それぞれの管理職の方のいろい

ろな考え方であったり、普段の私生活のことであ

ったり、ちょうどここの私が今持ってる冊子の中

では、長谷川副区長、前副区長と工藤副区長が取

り上げられています。工藤副区長、これどういっ

た思いから、こういった形で載ってるのですか。 

○副区長 自分の今までの公務員生活が、若い人に

とってプラスになることがあればという思いで書

いたものでございますけれども、それが本当に皆

さんに、そういった形で伝わってるかどうかとい

うのは、私、感想はまだ聞いてないです。 

○かねだ正委員 私はこれをちょっと見て、意外な

一面という項目もあるのですけれども、意外な一

面も見られて、非常に工藤副区長が近くにという

わけではないのですけれども、読ませていただい

て、すごくいい意味でプラスに感じました。こう

いった取組も非常に大事だと思います。 

  こういった取組を含めて、今後、区管理職の昇

任を意識したキャリアデザイン、これを描いても

らうことが重要だと考えますが、若手職員に対す

るキャリア形成に関する具体的な取組、これから

どういった取組をしたいと考えてますか。 

○人事課長 当然、新採のうちから、キャリアデザ

インをということで、入区、２年目、３年目であ

るとか、主任★★とか、節目節目でキャリアデザ

インに関する研修を実施していきたいというふう

に思っております。 

  あと、我々管理職は、普段どう考えてるかとい

うのも、いろいろな媒体を通じて発信をしていき

たいというふうに考えています。 

○かねだ正委員 是非期待してますので、よろしく

お願いします。 

  以上です。 

○工藤てつや委員長 次に、公明党から質疑があり

ます。 

○たがた直昭委員 どうもおはようございます。６

日間お世話になりますが、よろしくお願いしたい

と思います。 

  資料見ましたら、私、決算特別委員会、令和元

年以来６年ぶりということでありまして、予算特

別委員会は何とか出てたのですけれども、６年ぶ
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りということでありますので、しっかりと令和６

年度の総括をさせていただきたいと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

  まず初めに、今月の３日の水曜日、東京都の水

道局より江北給水所の上部利用について、プレス

リリースがありました。活用事業者は、株式会社

極楽湯、名称は（仮称）ＲＡＫＵ ＳＰＡ足立江

北で、温浴施設として建設運営を進めていくとの

発表があり、その後、区からも情報提供として報

告がありました。翌日、エリアデザイン推進室よ

り報告資料が配られていましたが、事前の情報に

ついてはいかがですか。 

○エリアデザイン計画担当課長 事前の水道局から

の情報につきましては、区の方から、事前にいた

だけるよう依頼はしていたところではございます

が、実際いただいたのは、プレスリリース後とな

っております。 

○たがた直昭委員 先ほど、他党も言ってたのです

けれども、今月は私も住区祭りから始まりまして、

連休は本祭り、陰祭り、昨日も住区祭りがありま

して、また来月も住区祭りや運動会等々、様々な

皆さんもそうなのですけれども、行事が入ってる

中で、必ず話題の一つとして、今度江北の上に温

浴施設ができるんだねということで言っていたわ

けなのですけれども、そういう話題の中で、今回

東京都が当然主体となるケースですので、地元や

近隣の町会や自治会には、説明なども何にも聞い

てないよねという話なのですけれども、その点に

ついてはいかがですか。 

○副区長 実はそのプレスの後、東京都の方から私

の方に部長が見えまして、謝罪の言葉がありまし

た。今後は、地元のまちづくり協議会等の説明会

ですとか、そういったところにも同席をするし、

また、区にも改めて説明に来るということで、今

そういう状況でございます。 

○たがた直昭委員 地元の皆様は、自分の地域に対

して建物を建てるときには、やはり優先的に説明

していただきたいと。施設に別に反対してるわけ

ではないんだけれども、まずはということであり

ますので、今後その辺でよろしくお願いしたいと

思います。 

  その後、先日１８日の木曜日に、午前中ですけ

れども、我が会派と２人の都議会議員で現地に行

きまして、水道局の方より説明を聞いてまいりま

した。施設建設の確認申請が下りれば、来年早々

には着工し、年内には運営が開始される予定です

と。また、敷地の南側には、高野小学校跡地でサ

ッカー場やフットサルなどができる多目的広場も

現在建設整備されておりますと。説明を聞いてい

く中で、全体で約８，５００平米の土地に対して、

温浴施設は東側の一部に建設し、あとは駐車場と

して使用すると聞きました。ただ、区の多目的広

場が完成することにより、利用者の駐車場も確保

したいとのことで、区側からこの上部施設の駐車

場２０台の駐車場確保を依頼されてるそうですけ

れども、この辺についてはいかがでしょうか。 

○エリアデザイン計画担当課長 今回の上部利用計

画の募集に当たって、区から水道局の方に最低で

２０台は用意していただきたいということで依頼

をしております。 

○たがた直昭委員 最低２０台ということは、その

辺は確保されると考えてよろしいですか。 

○エリアデザイン計画担当課長 水道局の方からは

確保に努めていくというふうに伺っております。 

○たがた直昭委員 多目的広場においての利用者の

駐車場確保は、もう是非ともお願いしたいと思い

ます。 

  現地の説明では、温浴施設の概要を確認すると

ともに、江北給水所についても改めて水道局の方

にお伺いをいたしました。以前この給水所の建設

中に、会派で視察をさせていただき、地下まで行

き、説明を聞いたことがありましたけれども、こ

の施設ができたことによって、周辺地域の約２０

万世帯の水道水が供給されるとのことで、足立区
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には小右衛門町もあるし、金町浄水場からという

ことでありますので、そういう説明を聞く中で、

足立区では、東京都以外の自治体からの水道供給

を受けている地域があります。入谷、東伊興、西

保木間の約１２０世帯は、東京都の夏の酷暑対策

として、夏場の４か月間の水道料金無償化の減免

の対象外となりました。改めてこの事案が発生し

た経緯についてお聞かせを願いたいと思います。 

○環境政策課長 たがた委員御指摘の入谷、東伊興、

西保木間の事案が分かった経緯ということかと思

います。こちらは、区民の声が上がりまして、そ

して東京都の方に確認をして、そういったところ

があるということが分かったというところでござ

います。 

○たがた直昭委員 区民の声で初めて当然分かった

ということなのですけれども、この世帯について

は、区独自の熱中症対策応援金を給付するという

ことで、大変ありがたい決断をしていただきまし

た。特に入谷地域の９０世帯は、やはり知らない

方が結構いらっしゃいまして、早く言えばジャン

ボゴルフの先、入谷大橋を渡ったところは、もう

全て知らない方は川口市だと、やっぱり思ってる

方も結構いらっしゃるし、１年に何回、オウムの

抗議デモ等々でも、施設の西側に大きなマンショ

ンが建ってるのですけれども、これもやっぱり知

らない人は、もう完全川口市だと思っておりまし

て、たまにあそこのマンションも、足立区なので

すよという説明すると、結構びっくりする方もい

らっしゃるのですけれども、同じ区民として、そ

の辺もしっかり網羅していただきたいと思います

ので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、令和６年度の普通決算について幾つ

かお尋ねをさせていただきたいと思います。 

  令和６年度の予算に対する決算でありますけれ

ども、この令和６年度の予算審議に対しては、我

が会派が初めて予算委員会の委員長をいただくこ

とになりまして、それで初めて私が委員長をさせ

ていただきまして、６日間審議の中で無事に終わ

ったことは本当に安堵の気持ちだったのですけれ

ども、その予算審議に対して、今回決算というこ

とでありますので、総括の場として、しっかりと

皆さんお答えをしていただきたいと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

  令和６年１月１日の１６時１０分に、能登半島

地震、震度７、マグニチュード７．６と巨大な地

震が発生したことも含め、令和６年度の予算は命

と暮らしを守り抜く。安心と活力のあだちと銘打

ち、災害備蓄の積み増しや建築物の耐震化助成の

拡充のほか、福祉まるごと相談課の創設、また公

共交通足タクの実証実験に着手するなど、区民生

活に寄り添い、暮らしを支える事業を実施してま

いりました。 

  令和６年度の普通会計決算は歳入総額３，５０

１億円、歳出総額で３，３７４億円となり、財政

の弾力性を示す経常収支比率は給食費の無償化な

どの区独自の施策を充実したことにより７９．

７％でありました。 

  そこで、本会議の冒頭、区長の挨拶の中で、令

和５年度と比較し１．１ポイント増の７９．７％

と、何とか４年連続で適正水準とされる８０％以

内を維持しましたと述べられております。 

  先ほどの質問の中でも８０％を超える自治体も

ありましたけれども、何とか８０％の維持のこと

ですがということなのですが、この辺については

いかがですか。 

○財政課長 たがた委員おっしゃるとおり、何とか

８０％以下を維持できたというところでございま

す。この間、給与改定などの人件費の増ですとか、

物価高騰の影響などを受けまして、ベースとして

も上がっている内容の中、区民の方々向けの施策

も積極的に取らせていただいております。その結

果が７９．７％ということでございますが、やは

り８０％以下というところを目指して、かつ区民

の方々向けの支援というところも手を緩めること
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なく取り組んでまいりたいと考えてございます。 

○たがた直昭委員 ８０％という適正水準は、やは

り一つの指標として押さえておかなければならな

いと思いますけれども、逆にその辺を意識し過ぎ

ると、当然やりたいことや必要がある場合には、

事業展開ができなくなると思いますが、また施策

によっては、財政構造の弾力性を失いつつあると

考えますが、それについてはいかがですか。 

○財政課長 たがた委員おっしゃるとおりかと思い

ます。やはりただ必要なことは当然やっていく必

要がございますので、例えば、既存の事業の見直

しですとか、スリム化というところを図りつつ、

必要な施策につきましては、積極的に取り組んで

まいりたいと考えております。 

○たがた直昭委員 将来的なことやいざ有事のこと

を考えると、この８０％以内という適正水準を少

しでも長く維持し続けることが大事であると思い

ますし、維持堅持するためには、積立基金の考え

方がやはり大きな影響を及ぼすと思います。 

  積立金現在高は、令和５年度末と比べ４１億円

減の１，８１７億円であります。公共施設の更新

等に備えた積立てに対し、物価高騰対策やＩＣＴ

機器の更新などの取り崩しで、今後も中長期的な

視点を持った基金の積立てと活用を図っていくと

思いますが、改めて基金についてはいかがですか。 

○財政課長 この点につきましても、たがた委員御

指摘のとおりかと思います。今後、公共施設の老

朽化が進んでいる中で、計画的な更新も必要とな

ってまいりますし、そういったものを物価の上が

ってる中で、必要な経費というところを計画的に

積み立てていく必要があると思いますので、今後

も引き続き、取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

○たがた直昭委員 国の景気を見ますと、いまだ物

価上昇や金融等の影響により様々な課題がありま

す。この現状の中、区の財政については、区税と

財調が歳入の５割を示しておりますけれども、今

後については当然、首都直下型地震の備え、また、

基金の運用の見直し、施策の順位なども挙げられ

ますけれども、先々のことを考えると、非常に難

しいと思いますが、この辺についてはどうですか。 

○財政課長 これも、たがた委員御指摘のとおり、

将来に備えての政策の展開も当然必要と考えてお

りますが、地震や水害の発生といった不測の事態

にも一定程度備えておく必要ございますので、そ

ういった視点も持ちつつ、財政運営に努めてまい

りたいと考えております。 

○たがた直昭委員 緑本の決算書、これを見せてい

ただきますと、収納率の増減額、また執行率の不

用額など、額が低い事業が比較的目に入りやすい

と思いますが、私からは収入未済額について確認

をさせていただきたいと思います。 

  本来であれば入ってくるお金が、何らかの理由

により整理期間まで納入されなかった場合は、収

入未済額として発生されます。そこでいつも財政

課から９月に出されている令和６年度の収入未済

額・不納欠損額一覧（会計別）を参考に、ちょっ

と何点か確認をさせていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いを申し上げます。 

  まず収入未済額について、全体では、平成３０

年は約９７億円に対して、それ以降８５億円、８

０億円、そして令和５年は７９億円と、５年前に

比べると約１７億円減少しています。以前より収

納率向上委員会を立ち上げ、令和２年特別収納対

策課が設置され、更なる各種債権などの徴収強化

に努めていく中、鋭意努力されているせいかと思

いますが、この辺についてはいかがでしょうか。 

○納税課長 たがた委員おっしゃいますように、収

納率向上対策委員会等で全庁的な広がりを持って

収納対策に取り組んでおります。 

○たがた直昭委員 本当に日頃よりありがとうござ

います。 

  今まで減少が続いていた中で、令和６年度の収

入未済額については約８３億円、前年度と４億円
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の増となっていますが、この辺についてはいかが

でしょうか。 

○納税課長 おっしゃいますように、特に国民健康

保険料が３．９億円増となったことで、全体的に

は４．３億円の増となってございます。 

○たがた直昭委員 国民健康保険、この制度そのも

のによりますけれども、物価高騰などの影響で、

現年度分のポイントの低下とのことですが、現在

も物価高騰による影響は続いておりますけれども、

このままで行くと、今年度、令和７年度について

も、収入未済額にも十分影響が出てくると思いま

すが、この辺はいかがでしょう 

○納税課長 各債権の担当課において徴収の工夫で

あるとか、またアクションプラン等を立てて、戦

略的に収納を図っていくということで、こちらの

不納欠損額を減らすということに取り組んでまい

ります。 

○たがた直昭委員 分かりました。 

  続きまして、使用料及び手数料について、この

収入未済について確認をしたいと思います。 

  会計別の一覧を見ると、使用料及び手数料、ま

た負担金などは、ほぼ収納率９０％、これは超え

ておりますけれども、また特に保育施設使用料に

ついては、令和５年度の収納率は９６．３５％に

対し、認定子ども園の使用料は８３．８７％と、

比べると開きがあるということで、以前確認をし

たところ、対象人数が保育所の方は３，２４０人

に対して、認定子ども園は２８人と倍以上の開き

があり、認定子ども園の使用料は、母数が少ない

ため、滞納件数が少数でも収納率に大きな影響を

及ぼすということであります。母数による影響は

分かりましたけれども、認定子ども園使用料につ

いて、令和５年度の収納率８３．８７％から令和

６年度は８９．７５％と大きく上がっており、収

入未済額も半分以下となっておりますけれども、

この辺についての要因はいかがでしょうか。 

○保育・入園課長 要因と申しまして、やはり単純

にお支払している方が増えているという認識でご

ざいます。 

○たがた直昭委員 では、逆に保育施設使用料につ

いて、令和５年度の収納率は９６．３５に対して、

令和６年度は８９．７５と大きく下回っておりま

す。収入未済についても倍以上増えておりますけ

れども、これについてはいかがでしょうか。 

○保育・入園課長 すみません、詳細な分析等、推

測で申し訳ございません。第２子無償化が始まり

まして、全体の調定額等が低くなっている、そう

いったことも一つの要因かと考えております。 

○たがた直昭委員 分かりました。結構バランスが

ちょっとあれですけれども、今後ちょっと詳細に

調べていただきたいと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

  あと次に、ちょっと小さいのですけれども、応

急小口資金貸付金、これについて確認をさせてい

ただきます。 

  改めて貸付金の理由として、災害や火災、病気

などにより入院、通院の費用、また親族の結婚、

出産、葬儀の費用を１５万円ないし３０万円の貸

付けとなっております。 

  そこで、この緑本の２４２ページ、恐れ入りま

すが、ここに応急小口資金貸付金の事業が掲載さ

れておりますけれども、貸付金の件数は７件とな

っており、非常に少ないのですけれども、毎年の

傾向としてはいかがですか。 

○福祉管理課長 この３か年でございますが、いず

れも１桁の貸付け件数でございます。 

○たがた直昭委員 分かりました。３年で、いずれ

にしても１桁ということなのですけれども、借り

る方は、どのような形で借りておりますか。 

○福祉管理課長 この７件全てお子さんの就学費用

という条件で貸しているものでございます。 

○たがた直昭委員 分かりました。２４２ページ、

数字だけで見ますと、予算３１０万円に対して、

決算９７万円、執行率３１．５２％、結構開きが
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あるのですけれども、この辺はいかがですか。 

○福祉管理課長 応急小口資金という性質上、緊急

の申込みに備えるため、予算額も多少の余裕を見

ておく必要がございました。 

  今年度につきましては、実績を見まして、予算

額を３１０万円から２００万円に減額していると

ころでございます。 

○福祉部長 すみません、ちょっとだけ補足させて

いただきます。 

  今、福祉管理課長が申し上げたとおり、就学資

金で、２月、３月にお申込みの方が多いので、ど

うしてもちょっと補正で落としにくいというよう

な事情がございます。 

○たがた直昭委員 分かりました。そういう理由が

ありますし、ただ過去３年間で１桁という、当然

何かあった場合に取りあえず持っているというこ

となのですけれども、今後、その辺も考慮してい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

  これ、今、ちょっと分からないのですけれども、

以前、応急小口資金を借りるときに、非常に条件

が高くて、ハードルが高いので、なかなか借りに

くいという話もいただいたのですけれども、現在

はどうなのですか。 

○福祉管理課長 お子様の進学費用につきましては、

１５万円までですと、連帯保証人をなしにすると

いうようなそんなような取扱いで緩和をしてると

ころでございます。 

○たがた直昭委員 分かりました。 

  あともう一つ、制度は廃止されておりますけれ

ども、生業資金貸付金、これも人数的には約まだ

５０人程度いると聞いてるのですけれども、何ら

かの理由で返済してない状況と思いますが、人数

は少しずつ減ってきていると思いますが、この辺

についてはいかがでしょうか。 

○福祉管理課長 今、新規の貸付けはやってないと

ころですが、いずれも古い債権で少額でございま

すが、分納してる方が多いというような状況でご

ざいます。少しずつ減っている状況でございます。 

○たがた直昭委員 分かりました。応急小口資金に

しても、生業資金にしても、人数的にはそんなに

はいないのですけれども、やはり債権放棄や長期

未納の方、まだ分納継続中の方など、一日でも早

く返済できるように、更なる努力をしていただい

ているとは思いますが、その辺についてはいかが

ですか。 

○福祉管理課長 現在、生業資金貸付につきまして

は、未納事案の多くにつきまして、特別収納対策

課の方に処理を進めていただいてます。その判断

をもちまして、債権放棄等の処理を今後進めてま

いります。 

○たがた直昭委員 分かりました。 

  最後に１点だけ、不納欠損、これだけ確認をさ

せていただきたいと思います。 

  当然、不納欠損についても、時効や債権放棄に

より債権が消滅した場合は不納欠損として発生さ

れます。ここ５年、約２７億円から６年度は約１

５億円と大幅に下がっておりますけれども、先ほ

ど国保のように収入未済などが重なることによっ

て、不納欠損額も影響が出てくると思いますが、

その辺について、財政課としてどのように考えて

おりますか。 

○財政課長 収入未済につきましては、先ほどから

申し上げたとおりの対策を取らせていただいてお

り、また不納欠損に関しましては、積極的な資産

の調査などを行わせていただいて、収入がやはり

不足してるような方々につきましては、不納欠損

ということで落とさせていただいているような対

応も取らせていただいております。 

○たがた直昭委員 当然入ってくるものと同時に、

やはりきちんと、いや、返すべきものは返さなく

ちゃいけないし、払うべきものはきちんと払うと

いうことで、これはもう当たり前のことでありま

すので、非常に皆さん回収業務で大変かと思いま
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すが、その辺は是非、１００％に近づけるように

頑張っていただきたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

  私からは以上です。ありがとうございました。 

○石毛かずあき委員 残りを担当させていただきま

す公明党の石毛かずあきです。どうぞよろしくお

願いいたします。 

  今回のテーマは、まず政策総務の方で、国土強

靱化地域計画というのが一つのテーマ、もう一つ

は、衛生の方で、プレコンセプションケアについ

て様々御教示をいただきながら打合せをしたので

すが、このプレコンセプションケアについての打

合せが実は終わったのが、先ほどでしたね。本当

に一生懸命取り組まれてるんだなあというような

ことが伝わってきたものですから、かといって国

土強靱化はそうではないというわけではありませ

んので、是非よろしくお願いいたします。 

  なので、まず先に、衛生の方から、プレコンセ

プションケアについて幾つか御質問と確認をさせ

ていただきたいと思いますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

  区では、区民の皆様の健康課題を解決するため

に、健康増進法に基づいて、おおむね１０年間の

長期計画を策定して、健康づくり施策を進めてい

ますけれども、この計画では、足立区の糖尿病対

策アクションプラン、又はおいしい給食食育対策

編、そして、歯科口腔保健対策編と併せて改定を

しておりまして、令和６年度からアクションプラ

ンに一本化されているというふうに伺っています。 

  そして、健康寿命の延伸と健康格差の縮小を最

終目標に掲げておって、健康への関心の強さにか

かわらず、全ての区民の皆様が、住んでいるだけ

で、おのずと健康になれるまち足立を引き続き目

指していると認識をしております。 

  また、基本方針に、働き世代の健康づくりを加

え、重層的な施策を進めていくと定められており

まして、そこでお伺いをさせていただくのですけ

れども、区の取組として、特に３０歳以下の方々、

そうした方々の若い世代の男女の健康をどのよう

に取り組んでいくのか、目指していくのか、区と

して何があるのかお尋ねいたします。 

○衛生管理課長 今、石毛委員御質問の３０代以下

の若い世代の方への取組につきましては、例えば、

４０歳前の健康づくり健診はそのフォローを、ま

たスマホでドック、妊娠届出時や乳幼児健診等で

啓発、また高校生向けの栄養教室等が挙げられま

す。また、現在、すこやかプラザあだちにおきま

しても、プレコンセプションケアに関する相談も

含めた健康コンシェルジュ、こちらも取組をさせ

ていただいてるところでございます。 

○石毛かずあき委員 ありがとうございます。それ

で、こども家庭庁がこのプレコンセプションケア

の案をまとめ、これまでのプレコンセプションケ

アといえば健康、妊娠ですよね、出産を目指すケ

アというふうにされてきたのですけれども、近年

は、各種調査でプレコンという言葉の認知度が１

割以下にとどまっていて、若い世代に、性や健康、

妊娠に関する正しい知識の取得方法や手段が必ず

しも広く知られていないのが現状だというふうに

言われているようなのです。 

  そこで、足立区では、すこやかプラザに設置し

ている保健センターの健康コンシェルジュの皆さ

んに、専任の保健師や助産師の方々がなっていた

だいてると思っておりますけれども、健康相談や

このプレコンセプションケア、初期の相談を行っ

ているふうに認識しているのです。というのも、

令和５年２月でしたけれども、第１回の定例会で、

その当時、衛生部長が１００年時代を見据えた定

年前後の区民の皆様に向けて、こうした健康づく

りの事業やまた国が令和４年に打ち出したプレコ

ンセプションケア事業と言われる、今までの女性

を中心とした、行ってきた妊娠、不妊の相談をカ

ップル又は男性だけでも対象に行っていけるよう

に拡充をしますという御答弁もいただきました。 
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  また、令和６年７月には、厚生委員会の中で、

衛生管理課長から、プレコンセプションケアで相

談できる窓口のそうした従事者の方々に対しても、

様々な研修を受けたり、またその相談の実践を練

習したりと、その準備をしっかりと進めてまいり

ますと、すこやかプラザあだちがオープンした暁

には、しっかりとこの事業を滞りなく推進してい

きますという強い答弁もいただきましたけれども、

現状いかがでしょうか。 

○江北保健センター長 健康コンシェルジュにつき

ましては、これまで東京都などの研修を受けた上

で窓口に出ております。そして、８月末までに窓

口に来た方は５２３人いらっしゃいまして、その

うちプレコンセプションケアの相談につきまして

は４３人ということで、全体の８％でございまし

た。また、カップルの方もいらっしゃっておりま

す。 

○石毛かずあき委員 ありがとうございます。 

  そして、国が、このプレコンセプションケアの

研修を経て、学校や企業などで正しい、地域の普

及を図りながら健康管理を促すプレコンサポータ

ーの養成、これを５万人以上の方々、男女を問わ

ず、性や妊娠に関する健康支援を進めるというふ

うにしているのです。区は、令和７年１月に、こ

の厚生委員会で、部長からもこのケアについて、

概念の部分の相談も扱えるために、区のそうした

専門職の方々にもしっかりと対応できるようにし

ていきますというお話も伺いました。 

  そこで、このプレコンセプションケアの普及推

進においてなのですが、プレコンサポーターは、

相談に来ていただく窓口だけではなくて、先ほど

も言いましたとおり、周知、啓発となる核となる

人材を外へ外へと配置して積極的にこうした普及

推進のアプローチをしていくと、こうしたアプロ

ーチの取組であると言えると思っております。で

すから、このプレコンセプションケアに限らず、

これから健康づくり、こういった外に打って出る

アウトリーチの取組が非常に重要になってくると

思いますので、特に２０代、３０代の若者たち、

そうした方々に区が普段なかなか接点を持ちづら

い世代ですよね、そうした方々に仕事や子育てな

どで忙しく、なかなか自分の健康に無頓着と言っ

たら怒られるかもしれませんけれども、意識が高

いというふうには言えませんから、そうした方々

に対して、区としてこれからの年代の方々に、何

か新しいアウトリーチによる健康づくりの取組を

行っていただければと思うのですが、その点いか

がでしょうか。 

○こころとからだの健康づくり課長 プレコンセプ

ションケアに限らずというところでは、今年度モ

デル的に実施していく予定なのですけれども、健

康経営支援の取組の一環としまして、元気な職場

づくり応援事業の支援事業所等への出張料理教室

を考えております。職場を通じたアプローチとな

りますので、事業所で働く２０代、３０代の従業

員の方にも参加していただけると思いますので、

体にもお財布にも優しいような内容として、食習

慣改善につなげていただいて、更にはこの若い世

代の方の声、直接聞くことで、今後の若い方に向

けた健康施策の方にもつなげてまいりたいと思っ

ております。 

○石毛かずあき委員 これからもしっかりと推進し

ていただければと思いますので、どうかよろしく

お願いいたします。ありがとうございます。 

  続きまして、国土強靱化地域計画に関すること

についてお伺いをさせていただきます。 

  区が実現可能な行政運営を実現するための行政

改革の推進を掲げてまいりました。令和６年度当

初予算編成において、命と暮らしを守り抜く。安

心と活力のあだちとして行政運営を行ってきまし

たけれども、特に意識をした点はどんなものなの

か教えていただけますか。お答えいただけますか。 

○政策経営課長 先ほども御提案のありました令和

６年１月に発生した能登半島地震、こちらを重要
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な教訓として災害備蓄の積み増しですとか、建築

物の耐震化助成の拡充、こういった点が特に意識

した点、災害対策というのが、一番大きな点かな

というふうに考えております。 

○石毛かずあき委員 激甚化する災害の備え、災害

の激甚化、頻発化に対応する防災・減災対策の高

度化について少しお伺いをしますけれども、先週

も、三重県の四日市市の地下駐車場の記録的な大

雨で多くの車が水に浸かってしまったという映像

が流れていましたけれども、また、スーパー台風

となってしまった台風１８号、そして影響によっ

ても、台湾の方では、１４人の方がお亡くなりに

なって、４６人の方々といまだに連絡が取れない

という、そうした深刻な洪水被害がもたらされま

したけれども、まず被害に見舞われた方々、どれ

ほどの御心痛かとお察しをいたします。一日も早

く安心できる生活が戻られますように、心からお

祈りを申し上げます。 

  そして近年、災害の激甚化、頻発化によって甚

大な被害が発生しております。水害については、

特に令和元年度東日本台風、これは全国的に被害

をもたらしました。足立区そうでしたけれども、

０１９年の氾濫危険水位を超過した箇所数という

のが４０３件、これは２０１４年にも大雨がたく

さんありましたけれども、それと比べても約５倍

に増加するほどの結果、被害があったというふう

に言われております。 

  さきにお伝えしましたけれども、台風１８号、

大雨による大規模洪水が発生して、堤防も決壊し

ました。市街地には大量の水が流れ込んで、多く

の建物の浸水やまた河川の下流域の、下流域とい

えば、本来は、雨が流れてきてもそんなに急速な

激流というところにはならないのですが、そうし

た下流域の橋まで崩落して流されたという映像も

ありました。 

  近年こうした洪水による被害が増加して、今後

気候変動に伴い、災害リスクが更に高まっていく

ことが懸念される中、ハードとソフトの一体的な

防災・減災対策が重要であることは言うまでもご

ざいません。 

  足立区でハードとソフト一体となった防災・減

災対策には、堤防の強化や橋梁の整備、建物の耐

震化促進、密集地域での不燃化対策、そして災害

に強いまちづくりは、引き続き重要な取組となり

ますけれども、区は、国のこの国土強靱化基本法

又は国土強靱化基本計画等を踏まえて、令和３年

３月に国土強靱化地域計画を作成して、災害が起

きても、経済社会の被害が致命的なものにならず

迅速に回復する強さとしなやかさを備えた国土経

済社会システムの構築に取り組んでいます。その

後、令和５年にも国の基本が改正されて、本年７

月に見直しを行ったために、区としても、２月に

足立区の基本計画を作成した折、地域計画につい

ても改定を行ったというふうに聞いております。 

  この度の国土強靱化地域計画の改定のポイント、

地域における防災力の一層の強化を推進すること

がそのポイントとなっておりますけれども、大規

模災害等に備えて、区内全体の強靱化を目指す計

画については、新たな違い、これまでとどのよう

な違いがあるのかお答えください。 

○政策経営課長 この度の改定については、国とあ

と東京都のそれぞれの地域計画との整合を図ると

いう観点です。その中でポイント二つございまし

て、一つが、災害関連死の観点というのが入って

きた点です。もう１点が、国の国土強靱化基本計

画の重点項目という点を踏まえまして、足立区の

基本計画の中に、地域連帯とデジタル活用で災害

対応力を強化するということで、その方向性を盛

り込んだという点が二つ違っております。 

○石毛かずあき委員 そこで、国土強靱化地域計画

における道路、橋梁対策というのは、災害に強い

道路の国土幹線道路ネットワーク、これの機能の

強化、又は道路施設の老朽化対策、大規模災害発

生時の被害抑制、またその早期の復旧のための流



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

２３ 

 

出防止、そのような対策が含まれていると認識を

しております。主な取組には、高規格道路のネッ

トワーク化、又は橋やトンネルなどの点検維持の

管理の強化、そして先ほど言いました流出防止の

対策、また、洪水対策などが挙げられますけれど

も、浸水対策の危機管理において、特に鹿浜や新

田、小台、宮城地域で整備が進みます高規格堤防

などの高台化、そして高台化された広場や建物を

活用して、大規模水害からの避難対策を強化すべ

きだと思うのですけれども、その点いかがでしょ

うか。 

○防災戦略課長 これから、高台化されました高規

格堤防に整備されます民間施設等々の広場をこち

らで利用できるように、民間施設と協定が締結で

きますように、こちらから働きかけてまいります。 

○石毛かずあき委員 そこで、区内には、国が管轄

する中川や綾瀬川や荒川といった１級河川があっ

て、また都の隅田川もあります。それ以外にも、

もう当然区が関わっている垳川や花畑川、伝右川、

芝川、新芝川といった川もありますけれども、こ

の辺についてはどうなんだろうという、安心・全

の面で。そうした声がよく昔から聞かれてると思

うのですが、また、冒頭に話した１８号でもそう

した河川があふれ出して、下流域の橋が崩壊され

て流されてしまっている現状を考えると、地域に

住まわれている方々の不安視する声というのが当

然出てくるわけなのです。 

  そこで、少しこれ★★的な話になってしまうと

思うのですけれども、小さな河川の、知ってる方

は大体分かるのですよ、あそこは大丈夫です、１

００％大丈夫だという人はいないと思いますけれ

ども、しっかりと対策を講じることを知っていれ

ば、大丈夫だという判断はできるんでしょうけれ

ども、一般の方というのは知りませんから、そう

いうの。ですから、ちょっとした会合の中で、う

ちの細い、細かい川はどうなんだろうというふう

に不安になる方が大変多いのです。 

  そこで、そうした声に対して、どのように応え

ていかなければならないんだろう。区民の皆様が

正しい情報の下で、現状を捉えて、御自身で考え

られて、そして危機感とか危機意識から来るそう

した不安材料、その不安を取り除くなどのセルフ

ガイディングをどうやって促していけるのか、そ

ういう取組が必要ではないかと思うのですけれど

も、その点いかがでしょうか。 

○防災戦略課長 今現在、水害が近づいたときに、

区民の皆様がどのような行動をするかというコミ

ュニティタイムラインを荒川の沿線地区から策定

させていただいております。このコミュニティタ

イムラインを全区的に広げていきたいといったと

ころで、今年度から、荒川沿線地区以外も、１地

区ずつ策定の支援をしているところです。 

○石毛かずあき委員 そういうことをやってますよ

ね。やってるんだけれども、この間も、まず皆さ

ん、それぞれお祭りに行っていろいろな声を聞く

のですけれども、作成された地域の方からからも、

どうするの水害のとき、僕たちはと言うのですよ。 

○危機管理部長 今、防災戦略課長の方からコミュ

ニティタイムラインの話、一つありました。これ

は一つの例でございますけれども、私、やはり区

民の方に分かりやすく災害が起きたときにどんな

ことになるのかというのを、あらゆる方面からあ

らゆるメディアを使ってお知らせしていくべきだ

と思ってます。それにはやっぱり地区ごとにやっ

ぱり特性あります、川の大きい小さい、いろいろ

な特性があるので、その地区に細かく進めていく

ことが重要だというふうに考えております。 

○石毛かずあき委員 そうした意識を、コミュニテ

ィタイムラインを作成するときは、皆さん関わっ

てやっていますから、理解して分かるんです。怖

いなというのが分かる。でもこれが、１年、２年

たつと忘れちゃう。いざというときどうすればい

いんだっけということになる。ですから、その危

機管理というのをどうやって維持していくかとい
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う取組が非常に大事で、もうそれは先ほど危機管

理部長がおっしゃったようなことをよくやってい

くしかないとは思うのですけれどもね。 

  そこでなのですけれども、先ほど政策経営課長

の方からデジタル化というような話もありました

が、デジタル技術の活用について、何点かだけ、

もう終わってしまうので、お聞きしますけれども、

こうした激甚化、頻発化する災害に対して、防

災・減災対策を飛躍的に向上させていくためには、

従来の行政の対応のみではなかなか限界があって、

デジタル技術を活用した情報分野での取組が不可

欠であるというふうな認識が、今も全国的になっ

ています。区長が先日報道発表でお話しをいただ

きましたけれども、この度、区は、Ｇｏｏｇｌｅ 

Ｃｌｏｕｄさんと足立区の未来共創に向けた包括

連携に関する協定というものを締結をされたとい

うふうに伺いました。中身はもう私はまだまだお

聞きしてもよく分からなかったので、それにはあ

まり触れませんけれども、ただ、ちょっと未来が

あるなと思ったのは、そうしたデジタル技術に関

して、民間と、例えば民間と連携して、国が出し

ている河川の情報等ありますね、そうしたものを

オープンデータ化してデジタルツインが整備され

ることによって、区民の皆様がいざというときの

避難行動を分かりやすく、またスムーズに促すこ

とができる新たなサービス、洪水予測技術が開発

されることも考えられますしね。ですから、足立

区においても、もう当然スマートフォンやタブレ

ットの普及が進んでおりますし、ＳＮＳの利用率

も、全世帯で高まってきていますから、ですから、

こうした官民連携による技術サービスの開発を足

立区も一緒になって促進していくべきだと思うの

ですけれども、その点いかがでしょうか。 

○防災戦略課長 例えば、大雨が近づいたときの水

のあふれ方、いわゆる河川の氾濫の仕方等々、Ａ

Ｉを使ってシミュレーション等々できるかもしれ

ませんので、そういった事柄をＧｏｏｇｌｅ Ｃ

ｌｏｕｄ社に提案していきたいと考えております。 

○副区長 デジタル技術を使うと、タイムラグなく

すぐ伝わりますので、やはりそういった方策は是

非進めていきたいと思います。 

  それと先ほど御質問のあった中小河川、これは

今、線状降水帯ですとか、短時間大雨情報がすぐ

出ますので、そういったことを地域の皆さんに、

この地域では何がどういうときに必要なんだとい

うことを広げていくいう対策をやっぱり防災士さ

んの活用ですとか防災リーダー制度も今進めてま

すので、そういった形でできればなと思います。 

○石毛かずあき委員 ありがとうございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○工藤てつや委員長 次に、共産党から質疑があり

ます。 

○はたの昭彦委員 こんにちは。共産党のはたの昭

彦です。午前中最後の質問なります。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

  予算はお金の使い方の方針で、決算はお金の使

い方の結果となります。令和６年度は、米価格の

高騰が物価高騰を押し上げ、区民の暮らしの厳し

さが一層増した年でありました。令和の米騒動と

も言われました。こういった中で、暮らしを応援

する施策展開が求められた年だと思います。 

  我が党がこの年に行った区民アンケートには、

２，０００件を超える回答がありました。寄せら

れた声の一部をちょっと紹介したいと思います。 

  エアコンは室内にありますが、猛暑日も通電し

ていません。食料品は高額商品を避けて、スーパ

ーの特売のみで生活しています。何もかも高いの

に賃金は変わらず、生活は厳しいため、食費を削

り、学費を何とか支払っているなどという悲鳴の

ような声がこの年はあふれていました。 

  今年も、区民アンケートを行ったところ、同じ

ような声がいっぱい寄せられました。今年は、物

価ばかりが上がり、給料が増えません。少し増え

ても税金で引かれ、先が不安、たまりませんとい
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うシングルマザーやずっと非正規雇用で働いてき

た。ボーナスなし、役職なし、退職金なしで将来

が不安ですという就職氷河期世代の方など、更に

生活の厳しさと将来不安を訴える声が大変多く寄

せられております。 

  区長はこういった行為に表れてる区民の生活実

態、どのようにお感じでしょうか。 

○区長 厳しい状態にある方が大勢いらっしゃると

いうことは今、はたの委員の御発言のとおりだと

思います。 

○はたの昭彦委員 こういった区民の暮らしが厳し

い中で、令和６年度の利子割交付金は、当初予算

では１億８００万円が決算では２億７，０００万

余と実に２．５倍になりました。配当金交付金は、

予算では９億１，９００万円が決算では１．５倍

の１４億円余となりました。区が想定した以上に

企業のもうけが増えて、株価の値上がりで株を持

つ人が潤ったとも言えると思いますけれども、い

かがでしょうか。 

○財政課長 はたの委員おっしゃるとおりかと思い

ます。 

○はたの昭彦委員 区民の暮らしが厳しい中に、要

はお金がある人は更に資産を増やして、格差が広

がったということが言えると思います。 

  先ほどありましたけれども、特別区民税は４７

７億円と前年度比９億円の減収ですけれども、こ

れは定額減税の影響を受けたもので、その分は国

が補塡をしてくれました。合わせると約２０億円

の増額となりますけれども、最低賃金が上がった

ことも、増額になった大きな要因と思いますけれ

どもいかがでしょうか。 

○財政課長 はたの委員おっしゃるとおりかと思い

ます。 

○はたの昭彦委員 賃金を上げて、働く人の収入を

増やす、上げることが、税収増にもつながるとい

うことです。一方で、１５３億円と見込んでいた

地方消費税交付金は１６億８，０００万円増の１

６９億円となりました。物価高騰により、消費税

の国民負担が大幅に増えていることの表れと思い

ますけれども、これはいかがでしょうか。 

○財政課長 数字を確認しますと、そのような傾向

かと思います。はたの委員おっしゃるとおりかと

思います。 

○はたの昭彦委員 消費税は、所得の低い人ほど負

担割合が大きいと、逆進性の強い税制です。物価

高騰で負担増を強いられている区民、国民が、消

費税が更に追い打ちを掛けているということも、

数字の上からも明らかだと思います。 

  そして、令和６年度当初予算では、基金から３

４０億円取り崩すとしていましたけれども、これ

は８２億円少なくて２５８億円。そしてまた２１

７億円を令和６年度積み立てた結果、積立金総額

は１，８１７億円となったと思いますけれども、

いかがでしょうか。 

○財政課長 はたの委員おっしゃるとおりです。 

○はたの昭彦委員 補正予算審議で、令和６年の基

金残高は、全国の自治体の中で上から５番目とい

うことでしたけれども、足立区より多い自治体と

いうのはどこでしょうか。 

○財政課長 全国で言いますと、１位が大阪市、２

３区、江戸川区、港区、江東区が上位でございま

す。 

○はたの昭彦委員 先ほどから他の委員の方から、

この基金残高に関しては、多くて何が悪いんだみ

たいな話がありましたけれども、私たちも、積立

金全てを否定してるわけではありません。やっぱ

り区民のこの暮らしの実態から見て、これだけの

全国トップクラスの積立金の額を区民がどう捉え

るかと。そういうお金があるんだったら、もっと

私たちの暮らしを応援してほしいというふうに思

うのではないのかなと思います。 

  そして、先ほどの公共施設建設についても、何

か積立てがないと続けられないみたいな話をして

ましたけれども、やはり公共施設建設については、
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やはり税負担の世代間の公平を考えれば、適切な

起債の活用も、この積立基金だけではなくて、適

切な起債の活用も必要と思いますけれども、いか

がでしょうか。 

○財政課長 世代間の公平さという点で言えば、当

然起債の必要性というところを認識してございま

す。ただ、近年におきましては、歳入の方が堅調

に入ってまいりますので、起債をせずに、一般財

源の方で対応しているような状況でございます。 

○区長 世代間の公平、おっしゃるとおりでござい

ますけれども、人口が減少していく中で、これか

ら将来を支える若い人たちの人数が減ってきます

ので、今までの１人に掛かっていた負担と、これ

から人数が減って、肩に背負っていただかなきゃ

ならない負担を考えますと、今までと同じように

横引きにはできない。人口減少の中で、どういっ

た起債までが耐え得るのかということはこれから

の区としての検討課題かと思います。 

○はたの昭彦委員 ただそれは今の人たちの負担を

している積立金に頼るということではないと思い

ます。やっぱり全国１，７００超える自治体の中

でトップクラスというのは変わりがなくて、足立

区よりずっと人口の多い政令都市の名古屋市や横

浜市、神戸市などよりも、この金額は多いわけで

す。財調基金も４９０億円を超えており、物価高

騰から区民の暮らしを守る、支える財源は十分あ

ると思います。 

  そして、代表質問で、私のもっと区民への直接

支援ができたのでないかとの質問に、国の給付対

象外となった低所得世帯への臨時給付金や介護、

障がい、教育、福祉施設の特別給付金の支給など、

２０億円を超える規模の直接支援を行ったと答え

ました。 

  決算のあらまし３６ページ、３７ページには、

令和６年度の物価高騰対策関連経費一覧表にもあ

りますように、学校配付予算の給食費の増や障が

い、介護などの福祉、保育など事業所支援は、こ

れ私たちが求めたものなので、歓迎をしておりま

す。しかし、この中にある障がい、介護、福祉や

保育などの事業所支援は、当初予算には入ってい

なかったものです。私たちは、物価高騰が続く中

で、前年度行っていたこの施策が、まさか新年度

予算に入っていないと思いませんでした。取り上

げた我が党の予算修正や緊急申出を受けて、補正

予算で、この部分については実施をされたわけで

す。事前に、代表質問、２０億円の内訳を聞いた

ところ、新型コロナ接種の費用に１４億７，００

０万円、これも２０億円の内訳の中に入ってると

いうのです。補正予算のこのインフルエンザの予

防接種を計上したときに、理由として、肺炎球菌

ワクチンやインフルエンザ接種と同様に接種が受

けられるようにすると。また、重症化を予防し、

人生１００年時代を健やかに過ごせるようＱＯＬ

を維持するためとあるのです。私は、物価高騰支

援としてもっとできたんではないかというふうな

質問をしたのですけれども、これやっぱり新型コ

ロナワクチン接種、これは今言ったように、物価

高騰対策ではないわけですよ。また、事業者支援

も限られた一部のみで、直接支援も幅広く区民へ

支援するものではないということをいえば、極め

て物価高騰支援は不十分だったと言わざるを得な

いと思います。 

  一方で、この年は、すこやかプラザあだち、こ

れがしゅん工した年になります。おのずと健康に

なるまちづくりという考え方から、統一感のある

建物ということで、外壁の一部を３，５００万円

使って凹凸のある化粧板に変更したわけですけれ

ども、この化粧板の効果によっておのずと健康に

なるまちづくり、進んだのでしょうか。 

○衛生管理課長 その化粧板自体が健康づくりを進

めるというわけではないです。施設として全体を

統一感を持って区民の方に親しんで使っていただ

ける施設というところで、造らせていただきまし

た。 
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○はたの昭彦委員 それは、私が、この補正予算の

ときに審議して、こういうふうに答えてるわけで

すからね。それは責任を持った答弁をしていただ

きたいと思います。 

  それと、このとき、女子医大と統一感のある建

物と言ってきたわけですけれども、まちの人から

は、やっぱり色合いから見ると、ベルクスとの方

が色合いとして統一感があるというふうに言われ

るのですけれども、この辺については、１年たっ

てどのようにお考えでしょうか。 

○衛生管理課長 道の向かい側にある、確かにベル

クスさんと多少色が似通っているというか、そこ

の辺りも、あの通りで統一感を持ってやらせてい

ただいてると思っております。 

○はたの昭彦委員 私たちは、すこやかプラザその

ものには反対してませんし、事業そのものは頑張

ってもらいたいと思いますけれども、こういった

無駄遣いは絶対許しちゃいけないと思っています。 

  また、今後、大型街区が続く中で、北千住東口

北街区の再開発事業、これには１００億円の税金

を事業者から求められてるということでは、本当

にこういうやり方でいいのかなと思います。 

  旧こども家庭支援センター跡地の活用、これに

ついては長い経過の中で、やっと区民が望む施設

ができると期待していました。しかし、この間の

エリアデザイン調査特別委員会の報告では、この

跡地活用については、区の土地を民間企業に丸ご

と貸し出し、区民事務所、保健センターなどが入

る公共施設も地域の願いであるホール、憩いの場

も、区の土地に民間事業者に建ててもらい、それ

を区が買い取るか、若しくは家賃を事業者に何十

年も払い続けるというスキームで進めようとして

います。区は、民間事業者を活用することで、区

の財政負担を軽減できるというので、私は代表質

問で具体的にどのような建物になるのか、例も示

されていない状況で、財政負担が軽減できると言

っても分からないではないかという思いで質問し

たところ、具体的な軽減額はお示しできないが、

財政負担は軽減できると言いました。財政負担の

軽減というのは、実際には区が建物を建てた場合

と比べてどの程度負担が少なくなるかということ

なので、実際にどの程度軽減なるかを示さないと、

議会でも議論できないと思いませんか。 

○副区長 具体的な数字はちょっとまだお示しでき

ないというのは、答弁のとおりでございます。 

  ただし、民間に貸すことによって、土地代が入

ったり、そういったことで収入があるということ

と建設コストについては、区が発注するよりも、

高くはならないということの下で、これから仕様

書を作っていきたいと思います。 

○はたの昭彦委員 建設コストが高くなるかならな

いかどうか、やっぱり見積書が出てこないと分か

らないし、先ほど土地を貸す賃貸料についても、

実際にホールなどの施設を別に建てるのか、民間

業者の中に入れるのかによっても受け取れる金額

が変わってくるわけだから、そこも含めて、比べ

て議論しなかったら分からないと思います。しか

も、この区が買い取る建物の上限価格、これ決め

る財価審が先日開かれました。私は財価審の委員

なので、その場にいたのですけれども、具体的な

金額についても非公表なので触れませんけれども、

やっぱり価格の決め方が問題だと思いました。不

動産鑑定士は、そもそも実現しない、現実に存在

しない建物の価格は決められないので、他の自治

体の似たような規模の複数の公共施設の工事価格

の平米単価に、買い取る公共施設の建物面積を掛

けて上限買取価格を示しました。同じような規模

の建物でも、場所が違えば地盤も違って、工法も

違うと思います。間取りが違えば、壁の面積やコ

ンセント、電灯の数も違う。こんな大ざっぱな出

し方はしないと思うのです。私も建設関係の仕事

をしていく中で、やっぱり見積りを取るときには、

大きな図面から数を拾ったり、平米数を拾ったり

して、そして見積り単価を出すわけですよ。私ど
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もは末端の企業なので、本当に１０円、１００円

の単位で見積書を出していくわけですよ。そうい

う中で、こういう大ざっぱな決め方というのは、

建設に携わってきたものとして、すごくすごく異

常に感じるのですけれども、これについてはいか

がでしょうか。 

○資産管理課長 あくまでも財価審で価格を決めた

金額というのは、区の買取り価格の最大値を決め

たというところでございます。結局は、その後、

事業者から提案していただいた価格、それと設計

を実際していただいたものについても、この後し

っかり精査させていただくということなので、今

回の財価審の価格は適正だと考えております。 

○はたの昭彦委員 買取り価格、上限価格で、事業

者が安く出すかどうか分からないわけですよ。こ

の上限価格、私も、そのときに質問して、不動産

鑑定士に質問したら、再取得可能価格だと言うわ

けですよ。ということでいうと、上限価格いっぱ

いで、事業者が示してきた場合には、区がこの建

物を建てられる金額ということですから、全然こ

の建物の工事価格では安くならないというふうに

思います。結局、やっぱり区が建設しても、その

部分でいえば軽減にならないと、そう思います。 

  そして、この民間事業者にお願いをする、委託

をするメリットとして、空間の相互利用でにぎわ

いの創出ができると言っていましたけれども、Ｐ

ＰＰ官民パートナーシップで造った東京芸術セン

ターは、当初の計画から大幅に変わってしまって、

今ではにぎわいなどほとんどありません。そもそ

もこれまで足立区がＰＰＰ官民パートナーシップ

事業でやってきて、成功事例もありません。しか

も、公共施設の余剰容積を使って、民間の施設の

床面積を増やしてあげて、マンション建設で民間

事業者の利益を増やす手助けをする、これが区の

メリットなのかと、公有地を使ってやることなの

かと思うのですけれども、それについてはいかが

でしょうか。 

○資産管理課長 あくまでも、今回、公有地を使っ

て民間事業者ににぎわい創出してもらうというこ

とについては、本会議答弁でも述べているように、

相乗効果、そういったものが考えられますので、

この事業については御理解いただきたいと考えて

おります。 

○はたの昭彦委員 理解できないのです。やっぱり

にぎわいといっても、何がにぎわいかという問題

もあると思うのです。よくいろいろなアンケート

を取ると、商業施設とかショッピングセンターと

かというのをにぎわい施設として求める声が多い

のだけれども、それは果たして人が集まればにぎ

わいなのかということでいうと、いろいろな公共

施設がやるにぎわい施設というのは、いろいろな

面で考えていかなきゃいけないと。ただ単にお客

が集まるそのお店を誘致するのがにぎわいをつく

るということではないと思います。 

  代表質問の図書館建設には背を向けて、公有地

を提供してのマンション建設に区民の理解が得ら

れるのかというような質問に対しては、マンショ

ンの有無にかかわらず、理解を得られると考えて

いるとお答えになりました。私は、公有地を提供

して、マンション建設について理解を得られるの

かと聞いているのに、このことについては全く触

れられてなく答弁がありませんでしたので、改め

て答弁お願いしたいのですけれども。 

○資産活用部長 代表質問の中でお答えさせていた

だいた内容の中で、図書館建設に背を向けてとい

うことの中で、マンション建設を進めるべきでは

ないという御質問でしたが、私の方も、マンショ

ン建設については、公募で実施するために、入っ

てくるかどうか分からないというような答弁をさ

せていただいた中で、図書館の可能性については、

これまでも十分説明してきている、一応の理解を

得られている、また、これからも十分説明してい

くという答弁をしておりますので、御答弁したと、

いうふうに考えております。 
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○資産管理課長 いや、マンション建設の有無にか

かわらず理解を得られると考えてるのだから、マ

ンション建設についても理解が得られるというふ

うなことも含まれてるわけですよね。今の答弁だ

と、そこも答えてないわけですよ。今回エリアデ

ザインの中で、そういう集合住宅ということを公

募要件の中にやっぱり入れて、民間事業者にそう

いうマンション建設を進めることができるという

ことを条件に加えてるわけだから、そこについて、

今綾瀬駅前では、多くのマンションが、大型マン

ションが建っていて、それによって、地価が上が

って、マンション価格が上がって、家賃が上がっ

て、区民がやっぱり住めなくなっていると。特に

子育て世代の流出が、やはり顕著に表れているわ

けですよ。そういう中で、区がわざわざ公有地を

提供してまでマンションを造るメリットというの

が本当にあるのか、改めて答弁してください。 

○資産活用部長 事業者からの御提案、それからヒ

アリングでは、今回の事業を実現するためには、

マンションを建設した方が可能性があるという御

意向はいただいております。しかしながら、今回

の公募では、区の財政負担を軽減するという目標

も含めて、この施設でにぎわいを創出する、全体

的な活用がどういうものであるかということをお

示しいただいて、民間事業者さんに競っていただ

きながら、区の方で一番妥当である、一番望まし

いと思われる案を採用させていただきたいという

ふうに考えておりますので、これまでの進め方も

含めて、今後の進め方について変更する考えはご

ざいません。 

○はたの昭彦委員 だから、どれぐらい軽減になる

のかというのが、最初に言いましたけれども、そ

こがはっきりしなかったら決められないではない

ですかということを言ってるわけですよ。堂々巡

りになっちゃうのでこれ以上言えませんけれども、

やはりこういったやり方には非常に問題があると

思います。 

  物価高騰が続く中で、基金総額は全国第５位と、

全国トップクラスなのに、他の自治体がやってい

る全世帯を対象にしたお米券の配布や生きがい奨

励金の復活には背を向けながら、一方で外壁の化

粧板の交換には３，５００万円もの無駄遣いを行

い、これから始まる再開発事業には１か所で１０

０億円もの税金を投入しようとしています。綾瀬

では、企業のもうけのために公有地を提供しよう

としています。大型開発マンション建設により時

価が高騰して、マンション価格や家賃が上がり、

このままでは足立区に住めなくなるとの声が上が

っている。こういう区政の在り方は、切り替える

ことを強く求めて、次に移りたいと思います。 

  さきの代表質問で、こども誰でも通園制度の懸

念事項の質問に、利用が慣れるまで親子通園を取

り入れるなどというふうにお答えになりました。

先日の足立区の子育て支援サービス利用者負担適

正化審議会の保育園の代表者は、保育園でも入園

当初は、ずっと泣かせっ放しが通常だと。保育者

代表の方は、初めて一時預かりを利用したけれど

も、２時間泣きっ放しだったと聞かされて、そう

いうふうな状況でも子どもを預けるということを

受け入れる覚悟が必要なんだというふうに言って

おりました。この利用が慣れるまでなんて言った

ら、利用できるのは、１か月１０時間なわけです

から、ずっと親子で通園しなければならなくなっ

てしまわないか。これでは誰でも通園制度を利用

する意味がなくなってしまうのではないかと思う

のですけれども、それについていかがでしょうか。 

○保育・入園課長 確かにはたの委員おっしゃるよ

うに、お子さんの状況によっては、なかなか保育

施設に慣れなくて、ずっと泣いているという状況

もあるかもしれません。ただ、今申し上げました

ように、お子さんによっては、施設にすぐ順応す

るお子さんもいらっしゃいますので、そういった

意味では、一定期間、親子通園を認めた制度にし

たいと考えております。 
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○はたの昭彦委員 いや、そもそも、人それぞれは

あるわけだから、そうやって泣きっ放しで終わっ

ちゃう人も中にはいるわけですよ。そういう意味

では、時間枠を増やす必要があるのではないかと

思うのです。 

  先行実施した４自治体では、４０時間までにし

ているところも多いですし、中野区では１６０時

間までとしていました。やっぱり実態に見合った

時間設定、必要なのではないでしょうか。 

○保育・入園課長 １人当たり１０時間という時間

数を増やすということは、それだけ受け入れられ

る人数も減ってきてしまうということにつながり

ますので、来年度につきましては、ひとまず１０

時間というところでやらせていただければと考え

ております。 

○子ども家庭部長 これからいろいろな方の意見を

聞きながら、利用時間と利用人数は、トレードオ

フの関係になりますので、枠を増やすのが一番い

いのですけれども、その努力はしますけれども、

４月の段階ではなかなかトレードオフなので、ど

ちらを優先するかという形で、今後議論していた

だきたいというふうに考えております。 

○はたの昭彦委員 利用時間を増やすには、やっぱ

り保育士の確保も必要なんだけれども、一方で、

今スポットワークというようなことで保育者を募

っている自治体も中にはあるわけです。足立区に

ゆかりのある保育士から、他の自治体の話として、

人手不足からスポットワーク、いわゆる隙間バイ

トを利用して、保育士を確保している保育所があ

って、子どもたちがその保育所をタイミーさんと

言ってると聞いて、本当に心が痛んだというので

す。空き時間に単発で働ける隙間バイトは、人手

不足に悩む施設側にとっては、働く人がすぐ見付

かると便利な反面、いろいろな保育所で子どもを

預ける現場、預ける方からしてみると、預かる親

御さんからしてみると、どういう人が来るか分か

らないし、現場もそうですし、こういった意味で

は、隙間バイトの採用については、十分な注意が

必要と思いますが、いかがでしょうか。 

○子ども政策課長 そういったスポット保育士さん

の運用につきましては、国の方からも、継続的に

保育ができるようにしていただきたいというふう

な通達がございます。従って、もしスポット張り

をするとしても、継続的ではなくて、本当にタイ

ムリーなそういった状況での活用になるかという

ふうに思っております。 

○はたの昭彦委員 区のなかなか目が届かない企業

主導型や放課後デイサービス学童保育なんかも、

こういうのを利用しているところもあるというふ

うに聞いてます。区として、今後、やっぱり実態

調査していくべきではないかと思うのですけれど

も、それについていかがでしょうか。 

○子ども家庭部長 実態調査はさせていただきます。 

○はたの昭彦委員 よろしくお願いします。ありが

とうございました。 

○工藤てつや委員長 この際、審査の都合により暫

時休憩いたします。 

  再開は午後１時といたします。 

午後零時０２分休憩 

午後零時５９分再開 

○工藤てつや委員長 休憩前に引き続き委員会を再

開いたします。 

  是々非々の会から質疑があります。 

○富田けんたろう委員 是々非々の会（維新・参

政・無所属）の富田けんたろうです。午後一番よ

ろしくお願いします。 

  冒頭、伊藤委員がおっしゃっていましたけれど

も、この土日は、区内で多くのイベントがござい

ました。何といっても、私からは、あだち食と音

楽の祭典ということで、足立区議会議員バンドを

今年もやらせていただきました。今年は新曲も少

し披露させていただきましたけれども、少しでも

区議会や区議会議員、これをもっと身近に感じて

いただきたいなという思いと足立区を少しでも音
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楽で盛り上げていきたいという思いで、今年も出

演をさせていただきました。本当に暑い中、応援

に駆けつけてくださった職員の皆さん、それから

画面の向こうの皆さん、本当にありがとうござい

ました。 

  あだち食と音楽の祭典については、晴天に今回

恵まれて、正に夏ですといったような本当素晴ら

しいイベントだったなというふうに私は思ってい

ます。改めて関係者の皆さんに感謝申し上げたい

というふうに思います。 

  振り返ると、最近は、朝練、夜練といって、ス

タジオに引き籠もってギターをずっと練習したり

とか、あとはたしか今年の４月からは、ＹｏｕＴ

ｕｂｅチャンネル、とみけんｃｈというのを始め

たのですけれども、毎月のように撮影をして、シ

ョート動画、リール動画も、最近は毎週のように

撮影をしたりと、一体自分でも何やっているのか

最近よく分からなくなってきたのですけれども、

先ほど、千原ジュニアさんのＹｏｕＴｕｂｅの動

画が２０万回今足元で再生されてるという話があ

りました。私のとみけんｃｈは、毎回２００回ぐ

らいしか再生されてないので、ちょっともどかし

い気持ちになったのですけれども、正にシティプ

ロモーション課長がおっしゃったとおり、訴求力

が大事なのかなというふうには認識をしています。

とにもかくにも非常に毎日充実した生活を送らせ

ていただいてるのですけれども、これもひとえに、

普段お支えいただいている皆さんであったり、区

民の皆さんのおかげだというふうに思って、本当

に感謝をしています。 

  決算特別委員会ということなので、過去のこと

はもちろんですけれども、現在、未来についても

建設的に今回質疑ができればなと思います。改め

てよろしくお願いいたします。 

  まず、あだち食と音楽の祭典については、今回、

足立区、足立区教育委員会、足立区観光協会が後

援をしていました。今年の日程でも、私は代表質

問で、区の後援制度について触れましたけれども、

改めて少しここ質疑していきたいと思います。 

  まず、この間、私の質疑に対して、区の方には

きちんと御対応いただいたというふうに思ってい

ます。以前であれば、後援制度について、そもそ

も足立区後援制度とググッても、ほとんど何も情

報が出てこないというような、かなり残念な状態

だったのですけれども、今回区のホームページ上

で、後援制度の情報が一元化され、区民にとって

非常に分かりやすい形になりました。具体的には、

申請書のダウンロードがホームページ上でできる

ようになったりとか、申請フローや申請先、過去

後援した事例等々の情報がまとまっており、まず

は第一歩進んだのかなというふうに、そんな印象

を受けています。 

  一方で、後援申請については、実際の申請に当

たっては、環境部といった一部を除いては、実際

の申請には、せっかく記入した申請書を、入力し

た申請書を、郵送又は持参により担当課に提出す

るといった運用になっています。せっかく、今回

申請書もワード形式でダウンロードできるように

なったにもかかわらず、このオンライン申請に対

応してないというのは、やっぱり残念なのです。

ここは何とかならないのでしょうか。 

○総務課長 後援申請のオンライン申請に関して、

今富田委員おっしゃった状況でございます。今環

境部が先行してやっておりますが、他の部も後援

の制度がありますので、ちょっとそういった環境

の事例など見ながら、オンライン申請も含めて、

検討してまいりたいと思います。 

○富田けんたろう委員 当然今現状だと、何かやっ

てみたいと思った区民の皆さんが、郵送費を負担

をしているという状況だと思うので、既存のオン

ラインのシステムが区にあるわけですから、これ

をうまく活用して整備をしていってほしいなとい

うふうに思います。 

  それから、実際、後援を申請しましたと。その
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後、区の方で承認された場合、区長の公印が押さ

れた後援決定承認書ですか、承認書が発行される

わけなのですけれども、これも区からの郵送又は

窓口での手渡しになってるのです。これもその承

認書そのものを、例えばＰＤＦとしてスキャンし

て申請をしてくださった団体にメールなどで送る

と、そんな対応も可能なのではないかなと思うの

ですけれども、このあたりいかがでしょうか。 

○総務課長 公印の張り付いた決定通知等のこのＰ

ＤＦ化とかということに関しましては、今まだち

ょっと課題等もございますが、富田委員おっしゃ

ったように、そういったものの利便性もあるのも

承知しておりますので、今後どういった形ででき

るのかというところは、関係部署も含めて考えて

まいりたいと思います。 

○富田けんたろう委員 どうしても公印が押された

決定書というのが、施設の減免申請等々で必要に

なってくるという話は事前に伺っていました。た

だ、しかし、どうしてもその紙の承認書が、施設

の減免申請に必要なのですというのも、いささか

時代錯誤かなというふうに思いますので、このあ

たりも是非、見直しをしていただきたいというふ

うに思いますけれども、どうでしょうか。 

○総務課長 富田委員おっしゃるような部分のメリ

ットはあると思います。先ほど申した、今、紙で

公印を付いてというところの部分で、原本性とい

うか、そういったようなところの部分の担保とい

ったところでの課題もある中で、ただこの時代に

どういうふうに対応ができるかどうかというのは、

そこも含めて考えていきたいと思います。 

○富田けんたろう委員 そもそも、これ、許認可の

申請では恐らくないのかなと思うので、行政処分

にも該当しないだろうと思うので、そもそも公印

が必要なのかという議論を是非していただきたい

ですし、年間６００件近く後援の申請があるとい

うふうに聞いてます。現状では、後援を決定して

も、郵送で送るか、窓口に来てもらうかしかない

ということで、郵送費もこれ区が負担をしている

ような状況だと思うので、このあたり、是非、見

直しをお願いしたいというふうに要望しておきま

す。 

  それから地域の、例えばマルシェみたいな、定

期的にやっているようなイベントというのは、区

でもかなり今増えてきていると思います。その都

度、イベント開催の都度、後援の申請をしてる団

体も複数あるというふうに私は伺っているのです

けれども、特に毎月のようにほぼ同趣旨、同内容

のイベントを開催し、申請している団体からは、

ちょっと申請、これ毎回大変だというお声もいた

だいています。例えば、ホームページ上では、都

度申請してくださいねという記載で構わないとは

思うのですけれども、運営上は、原則例外という

か、ある程度実績を重ねた団体さんには、半年分

まとめて申請してもらっても構わないとか、ある

いは半期に１度の申請で構わないといったような

運用も可能なのではないかなと思うのですけれど

も、このあたりもどうでしょう。 

○総務課長 富田委員から先日の話も少しいただき

まして、今、産業経済部の方で、幾つかぼんぼん

マルシェとかお話あったものが、毎月のように申

請があるというふうに伺っております。おっしゃ

るとおり確かにそういった毎月の御負担というの

もあると思います。ちょっと今状況をつかんだと

ころでございますので、この毎月申請する必要性

であるとか、やはりもっとこう簡略化というか、

もっと御負担ないようにできるのかどうかという

ことは、今後検討してまいりたいと思います。 

○富田けんたろう委員 よろしくお願いします。都

度申請をする、役所の負担も当然あるでしょうし、

このあたり柔軟に運用するということは、役所の

皆さんにもメリットがある話かなというふうに思

います。 

  それから、最後ですけれども、先日、新規に後

援の申請をした団体さんに言われたことなのです
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けれども、そもそも後援を受けることによるメリ

ットというのが、定量的にちょっと分かりづらい

という話をいただきました。例えば、イベントの

そういう広報をやってくれるのか、それともどん

なことを後援を受けたらやってもらえるのかとい

うところをもう少し分かりやすく表示をしてほし

いというお声をいただいたのですけれども、その

あたりはいかがでしょうか。 

○総務課長 そういった後援を受けることによって

どういったメリットがあるとか、どんな効果が得

られるかというようなことについては、ホームペ

ージの方でもちょっと改めて記載するなど、充実

を図っていきたいと思います。 

○富田けんたろう委員 ベース、これは受け身の制

度というのは分かってはいるのですけれども、た

だし区民のやってみたいを応援するという意味で

は、少なくとも今の制度を分かりやすく、そして

使いやすくする必要があるだろうという認識で質

問いたしました。受け止めていただきたいと思い

ます。 

  続いて、ここからは、決算の内容を少し触れた

いと思います。 

  テーマというか、先にちょっと発表しておくと、

受益者負担の適正化と事務事業評価の抜本的な見

直しをという質疑を進めたいと思います。 

  やっぱり私は元銀行員としては、同じ決算書と

はいえ、この緑本は、若干ちょっとまだ慣れない

という認識でいるのです。一方で、サイドブック

スには格納されてますけれども、統一的な基準に

よる決算財務書類の方が、貸借対照表だったり、

損益計算書、キャッシュフロー計算書が記載され

ていて、なじみがあるので、こちらの方をよく毎

年見ています。この財務書類の今年の場合は１０

ページのところに、受益者負担についての記載が

ございます。令和６年度の受益者負担比率という

のは２．９％ですと。前年度から０．１ポイント

減って、２３区平均の４．９％を下回っていると

のことですけれども、２３区の中でどれくらいの

順位に位置づけているというか、なってるのでし

ょうか。 

○財政課長 令和４年度の実績でございますが、受

益者負担率でいいますと、２３区中、一番下の順

位ということでございます。 

○富田けんたろう委員 一番２３区で低いというこ

とだと思いますけれども、この受益者負担比率が

低いということは、つまるところ、これどういう

ことを意味するのでしょうか。 

○財政課長 当区におきましては、行政サービスへ

の、非常に要望というか、そういったものが多い

というところがあります。そちらに対しまして、

一般財源というか財源を投入いたしまして、なる

べく負担が掛からないように、サービスの方を提

供しているような状況でございます。 

○富田けんたろう委員 おっしゃるとおりだと思い

ます。様々な要因がこれにはあるとはいえ、とは

いえ、やはりこの受益者負担の適正化を進めてい

く必要があるのではないかというふうに思ってい

ますけれども、適正化に向けて、区として努力を

していることがあれば教えてください。 

○財政課長 施設の使用料の適正化の部分ですとか、

そういったところの他区の状況ですとか、一般的

な施設利用料などを比較検討して、そちらの方、

適正なところに持っていくにはどうすべきかとい

うところは、定期的な議論をさせていただいてお

ります。 

○富田けんたろう委員 恐らくその公共施設等総合

管理計画にも、受益者負担の適正化に取り組むこ

とが必要だというふうに記載があるわけなのです

けれども、何かこれはもう２３区最低という数値

だからこそ、ある程度適正化に向けた考え方であ

ったり方向性、あるいはロードマップ等々を作成

をして、もう少し踏み込んだ取組というのをして

いく必要があるのではないかなと思うのですけれ

ども、そのあたりはどうでしょうか。 
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○財政課長 今御覧いただいております統一的な基

準による決算財務書類というものを作っていく中

で、他区との比較というものもできるようになり

ましたし、どれぐらいの開きがあるかというとこ

ろも分かってまいりました。 

  やはり様々要因はあるとは先ほど申し上げまし

たけれども、やはり適正な費用負担、そこの検討

というのは当然必要だと思いますので、まず他区

の状況、どのような形でそういう設定をされてい

るかというところを確認した上で、必要な経費に

つきまして、また議会の皆様方、また区民の皆様

への御理解というところが一番重要かと思います

ので、その辺を議論させていただきながら進めて

まいりたいと考えております。 

○富田けんたろう委員 是非他区の状況を調べてい

ただきたいなというふうに思いますので、よろし

くお願いいたします。 

  受益者負担についていろいろ調べていると、先

週の総務委員会の資料の中で、受益者負担という

ワードが出てくるのです。令和７年度区民評価

（令和６年の事業実施分）の実施結果についてと

いう報告の中で、一般事務事業の評価結果に当た

っても受益者負担についての記載がありました。

ちょっと時間あれなので、ここ少し先に進みます

けれども、この受益者負担の話のすぐ上のところ

に、事務事業の活動量、活動成果を測る指標の妥

当性についても、区民評価委員の皆さんから指摘

をされているという状況がございます。これは具

体的にどんな指摘だったのでしょうか。 

○財政課長 区民評価委員の方からの御意見として

は、やはり事務事業評価については、制度上致し

方ないけれども、アウトプット、結果にとどまる

指標が多いということがあります。 

  評価をするに当たっては、やはりその事務事業

がどのような成果をもたらしたかというところの

視点がないと、それはなかなか評価が難しいとい

うところがございましたので、できる限りそうい

ったものを設定していくべきだという御意見を頂

戴しております。 

○富田けんたろう委員 私の認識だと、２点を大き

く指摘があったのかなと。１点目が、今課長おっ

しゃったとおりで、成果指標になっていない。つ

まりアウトカムの指標になってないよねという話

と、もう１点が、そもそも設定された事業目的に

対する指標というのがちょっとずれてるよねと、

整合性がないよねという話かと思います。これに

ついては、今回の定例会の初日で報告された定期

監査の結果でも、事務事業評価調書について、形

式的な目標設定が散見されるというような指摘が

ございました。かねてより同じ会派の加地委員も

事務事業評価調書については抜本的な見直しをよ

く質疑をされてましたけれども、私も事務事業評

価については、総務委員会等で、昨年、指標設定

の改善については要望してきました。 

  議会、区民評価委員、それから監査委員の３者

から今指摘をされているという状況ですけれども、

見直しは進んでるのでしょうか。 

○財政課長 富田委員御指摘のとおり、様々な皆様

方からそういった見直しのお声はいただいており

ます。早速財政課の方で主導をさせていただきま

して、今現在、全約６５０の事務事業を今一つ一

つ洗い出しをしております。どういった課題があ

るのか、どういう設定をすべきか、分類から指標

設定につきまして、来月末ぐらいを目途に、一旦

取り組ませていただいてるような状況でございま

す。 

○富田けんたろう委員 来月末ということで、大変

今、６５０、タイトな大変な作業かなというふう

に思いますけれども、また要望になっちゃいます

けれども、やっぱり時代が変わって、そもそもの

この事業の目的というのが変容してきてる事業と

いうのもまたあると思うのです。つまり、その事

業目的というのも、ゼロベースで精査をしていく

必要があるのではないかというふうに思うのです
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けれども、このあたりも今やっていただいてると

いうような認識でよろしいでしょうか。 

○財政課長 この点につきましては、先ほどお名前

もありました加地委員からも、今までの過去の事

業目的と現在の事業目的、少し変わってるような

ところも見直すべきかというところありましたの

で、少し事例を踏まえた分かりやすい資料なども

提供はしていたところですが、なかなかまだそご

があるような状況でございますので、その視点も

踏まえまして、今現在、見直しを行っている状況

でございます。 

○富田けんたろう委員 今見直し中ということです

けれども、かなり莫大な量になっているのかなと

いうふうに思います。せっかくやるのであれば、

きちんとやっていただきたいというふうに思いま

すので、ＡＩの活用であったり、例えば庁内横断

的に、若手の職員を中心に、ちょっとしたミニＰ

Ｔみたいなのを立ち上げて、見直していくという

ことも一つあるのではないかなと思うのですけれ

ども、そのあたりはどうでしょう。 

○財政課長 今、１０月末目途と申し上げたのは、

財政課の方で一旦洗い出しをしているというとこ

ろでございます。この後、こちらで見直しの視点

などを携えまして、各部の例えばキーになる方と

しては、行政評価推進委員という方がいらっしゃ

いますので、そういった方々とともに、一緒にや

っていきたい。それが、いわゆるミニＰＴのよう

な位置づけになろうかと思っております。ＡＩ等

の活用につきましては、今後の課題かと思ってお

りますので、こちら研究を進めさせていただきた

いと思います。 

○富田けんたろう委員 分かりました。令和８年度

の依命通達も発表されていますが、その中で、政

策的経費はまず検討の段階で、事業の目的、必要

性を明確化することということで、かなり厳しく

通達が出てるわけなので、しっかり来年度に向け

てやっていただきたいというふうに思います。 

  続いて、テーマの方を先に発表しておくと、高

齢者入浴事業をうまく使って、介護、認知症予防

を急げというテーマで質疑を進めたいと思います。 

  事務事業評価の続きですけれども、この評価を、

事務事業評価を語る上で、やはり避けることがで

きないというか、よくやり玉に上がる事業という

のが、この高齢者入浴事業なんだと思います。実

際にこの事業の令和６年度事務事業評価調書を見

に行くと、その事業目的について、こう書かれて

います。高齢者に対し、入浴証を交付し、虚弱高

齢者の生活支援とともに、高齢者相互の地域交流

や健康促進の向上を図ると設定されているのです

けれども、この目標設定に対して、活動結果を測

る指標として設定されているのが、この入浴デー

の入浴者数といった単純にどれだけ入浴しました

かが、これ指標設定になっていまして、地域交流

は、健康促進の向上といった目標の達成度合いを、

これだけでは確かに測ることができないなという

ふうに私もこれは思いました。 

  まずこの指標設定については、この入浴事業、

今年の事務事業評価調書では、見直されてるので

しょうか。 

○高齢者施策推進室長 申し訳ありません。どなた

がどういうふうな形で入浴されているかという実

態が分からない中なので、今年度もそのまま数の

ままで行ってしまっています。 

○富田けんたろう委員 それも恐らく来月までの事

務事業評価の指標の見直しの中に、これ当然テー

ブルには上がっているのかなとは思いますけれど

も、そもそも実態が把握できていないというのは、

この事業の実態というか、本質なのかなというふ

うに思います。そもそもこの事業は、事業開始か

らもう５０年以上たってるというふうに伺ってい

ますし、その事業目的の比重というのが、高齢者

の生活支援というところからどんどんどんどん地

域交流とか健康促進といったところに変わってき

てるのではないかなというふうに思うのですけれ
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ども、そのあたりどうでしょう。 

○高齢者施策推進室長 私どもも、富田委員がおっ

しゃるとおりだと考えております。 

○富田けんたろう委員 そのため、この事業を単独

で見ていくというよりは、介護予防だったり認知

症予防、あるいは孤立ゼロをといったほかの政策

等の関連の中で、よりマクロな中で位置づけをし

ていく必要があると思うのですけれども、どうで

しょう。 

○高齢者施策推進室長 富田委員おっしゃるとおり

だと思っておりまして、今、脳活ラボというもの

も広がってきておりますので、そことも関連付け

ていきたいと考えております。 

○富田けんたろう委員 今、脳活ラボの登録者数と

いうか、実際登録者数もそうだし、アクティブに

使ってる方はどれぐらいいらっしゃるんでしょう。 

○高齢者施策推進室長 登録者数が、直近でですけ

れども、４，６５０人から登録していただいてお

りまして、そのうち６５歳以上の方に関しては、

２，７７６人の方に登録していただいております。 

○富田けんたろう委員 やっぱりちょっとまだ少な

いかなと。実際この７０歳以上、今回の入浴事業

は７０歳以上が対象ですけれども、７０歳以上で

も８万人以上いらっしゃるというふうに聞いてま

すから、ちょっとまだ少ないかなというふうに今

印象を受けました。 

  この事業については、私も脳活ラボとうまく連

携していく必要があると思いますけれども、利用

者が高齢者であるということに当然留意をしなが

ら、入浴事業については、オンラインとオフライ

ンをうまく併用していくということが現実的かな

というふうに思います。具体的には、オンライン

については、脳活ラボの機能の中に、デジタル入

浴証みたいなものを埋め込んでいく、機能として。

そういったものを発行していく。オフラインにつ

いては、つまりスマホを持たない高齢者の皆さん

については、従前とおり紙の対応でいいのではな

いかなというふうに思いますけれども、ただし、

その紙の入浴券の配布方法については見直しをす

る余地があるだろうというふうに思っています。

ちょっと時間もあれなので、少し話をしますけれ

ども、杉並区なんかは、もう入浴証、入浴券を配

布するのではなくて、実際に浴場に来ていただい

て、その場で申請をしてもらって、本人確認をし

て、その場で入浴証を交付するというような対応

をしてるのです。是非そのようなスキームの方が、

区としても、郵送費が掛からないですし、受益者

負担の観点からも効率的かなと思うのですけれど

も、最後、そのあたりどうでしょう。 

○高齢者施策推進室長 脳活ラボ、令和８年度まで

はまだ開発途中ですけれども、その先、いろいろ

なことができると考えております。その中でも、

検討してまいたいと考えております。 

○富田けんたろう委員 よろしくお願いします。時

間なりました。ありがとうました。 

○工藤てつや委員長 次に、都民ファーストから質

疑があります。 

○中島こういちろう委員 都民ファースト・無所属

の会の中島こういちろうです。６日間の審議よろ

しくお願いいたします。 

  そこで、本日は、冒頭初日ということもありま

すので、決算全体のところから入らせていただき

たいと思っております。 

  普通会計決算のあらましを見ると、歳入総額は

３，５０１億円、歳出は３，３７４億円で、一般

財源は財政調整交付金の増加などに伴い１，９６

０億円と前年度比７８億円、また、財政の弾力性

を表す経常収支比率は７９．７％ということで、

人件費の増加や区独自施策の充実などにより、前

年度比で１．１ポイント数値が上昇したと。適正

水準とされる８０％以内を維持したということで

すけれども、財政課長、足立区として、令和６年

度の決算、この内容で何か過不足があればお願い

いたします。 
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○財政課長 中島委員御指摘のとおりかと思います。

補足させていただくならば、補正予算を６回程度

組ませていただきまして、時機に応じた支援の方

を行っているような状況でございます。 

○中島こういちろう委員 そうなのですね。こうい

う議論が進んでいくのですけれども、私、昨年度

決算ですか、話をしたものを区内の友人に、こん

な質疑をしたのだけれどもということで、動画の

リンクを送って見ていただいたのですよ。返って

きた言葉としては、行政用語が多くて分からなか

ったと。分からなかったということだったので、

足立区の公式ホームページの決算に関わるページ

だったりリンクを送って、これでどうって言った

のですけれども、何となくでいいのってこういう

ふうな感じで返ってきたのですよね。これ、私の

説明の仕方も悪かったというふうに、悪さもあっ

たと思うのですけれども、実際にやっぱり行政の

皆さんや私たちが聞き慣れている言葉でも、どう

しても区民の方々は、ほとんどやっぱり聞き慣れ

ない言葉が多くて、なかなか伝える難しさがある

のではないかなというふうに思っています。 

  例えば単語一つ取っても、先ほど申し上げた財

政調整交付金とは何かを簡潔に説明をすると、固

定資産税や法人住民税など、本来は区がもらえる

税金の多くを一旦東京都がまとめて、東京都が人

口財政力の状況などに応じて２３区に分け直して

交付するお金で、足立区にとって歳入の約３割を

占める重要な財源ですという言葉になるのですけ

れども、これ、例えばですけれども、今日の夜、

私小学２年生の息子がいるのですけれども、息子

と動画を見たときに、その息子でも理解できるよ

うな言葉で、財政課長にちょっと御説明いただき

たいのですけれども、いかがになりますでしょう

か。 

○財政課長 この財政調整交付金のお話で申し上げ

ますと、本来、区がもらうべきお金がありますが、

それは一旦都が調整をしている。それが、学校で

言いますと、先生ですとか学級に当たる東京都の

方が人口ですとか、事業の多さに応じて各クラス

メイトに分配しているような、そんな状況と説明

しようかと思います。 

○中島こういちろう委員 事前にそういう話をした

ときは、何かお菓子を皆で分けるみたいな、そん

な話だったのですよね。でもどうしてもこういう

ふうにやっぱり難しくなってしまうという、これ

がやっぱり仕方ない話であるのですけれども、そ

ういうものだと思ってます。 

  過去のあだち広報の内容を見ても、昨年度です

か、これ小さくしたものですけれども、令和５年

度の決算の内容をまとめていただいておりますと。

いろいろ工夫をして、分かりやすく少しでも伝え

ていただくような取組をされてると思うのですけ

れども、どんなことされてますか。 

○財政課長 今お話がございました広報におきまし

ては、例えば、今お話の中でもありました家計に

例えた場合、今出た財政調整交付金であれば、給

与や年金などということで言い換えをすることで、

多少分かるようにしているようなところ、またあ

とは、円グラフなど視覚に訴えるような形で分か

りやすさを追求してるところはございます。 

○中島こういちろう委員 いろいろ工夫をいただい

て少しでも分かるようにということでやっていた

だいてると思うのですけれども、ただやはりどう

しても言葉が堅かったり、難しかったりする部分

はあるのかなというふうに思っています。 

  他自治体、２３区のほかの自治体で、どんなふ

うに分かりやすくされてるのかというのを調べる

と、見える化ボードという、どちらかというとビ

ジュアルに特化したやり方をされてる自治体はあ

るのですけれども、私、それより兵庫県の宝塚市

というところで工夫をされている取組で、宝塚市

の家計簿という形で、市民の方の、恐らくこれ中

学生とか小学生に伝えるような形での決算のまと

め方というか、行政の取組を話をしているものが
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あると。こういったものにすると、非常に結構分

かりやすくなるのではないかなというふうに思っ

ております。分かりやすくすることが何が大事か

というと、やはり先ほどの午前中の議論を見ても、

同じ数字を見てても、そこで捉え方が皆さんそれ

ぞれ違うと。違う中で、正しく区民の方々に今の

状況を把握していただく、そのためには、分かり

やすく伝えていく、御理解をいただく、これが必

要なのかなというふうに思ってます。そういう意

味でも、宝塚市の家計簿、こういったものを、今

後、これではなくてもいいのですけれども、分か

りやすく伝えていく工夫、どういったことを検討

いただけますでしょうか。 

○財政課長 これまでも、我々も、区民の皆様方に

どのように伝えていくかというところで、いろい

ろ検討してございました。ただ、中島委員から御

提案いただいた宝塚市のホームページを今確認さ

せていただいておりますが、やはり非常に平易な

解説というか、そこは分かりやすさはあるのだと

いうところを学ばせていただいております。 

  なるべくこちらの今の説明に固執するわけでは

ないので、こういったところも取り入れて、より

分かりやすい説明に注力していきたいと考えてお

ります。 

○中島こういちろう委員 是非お願いします。これ、

一つの例ですけれども、これからこれだけお金が

掛かる事業が宝塚市ではありますみたいな形で、

ビジュアルをもって説明したりすると、より足立

区でもこれから学校の、いろいろ建て替え等を進

めていかなきゃいけないということが区民の方に

も知っていただけると思いますので、よろしくお

願いいたします。 

  次に、少し決算の各論に入っていきたいという

ふうに思っております。先ほどからお話がござい

ました、秋にはイベントが盛りだくさんというこ

とで、昨日と一昨日には、工藤委員長が会長でも

ある、あだち食と音楽の祭典が河川敷で行われて

おりました。土曜日には、健康まつりがすこやか

プラザあだちで行われておりまして、医師会や歯

科医師会、薬剤師会、柔道整復師会の皆様の御協

力の下、盛大に開催をされていました。これまだ

これから整理が、★★を測っていく必要があると

思うのですけれども、健康まつり、これどれぐら

いの方が今回ざっくりお越しいただいたんでしょ

うか。 

○衛生管理課長 速報値ではございますが、土曜日、

受付人数で２０１名の方、御来場いただいている

ところでございます。 

○中島こういちろう委員 ２０１名ということで、

過去のところから比較をすると、差分が少し出て

きているところも、上がってきてというところで

あるかと思います。すこやかプラザあだちは、医

療や介護等の総合サービスの拠点として、今年の

４月からオープンしましたが、多くの区民の方々

にその存在を知っていただく、これが大事なのか

なというふうに思ってます。そういう意味では、

様々なイベントを通じて、そういった取組を広げ

ていくことで、そのすこやかプラザあだちの知名

度も上げる機会を増やしていただく必要があるの

かなというふうに思うのですけれども、いかがで

しょうか。 

○衛生管理課長 中島委員御発言のとおり、まだま

だこれから区民の皆様に知って、御利用いただき

たいと思いますので、努めていきたいと考えてお

ります。 

○中島こういちろう委員 よろしくお願いします。 

  健康ということで、一部その内容に入っていき

たいと思います。 

  糖尿病対策アクションプランの足立区歯科口腔

保健推進計画に基づいた話をしたいと思います。

足立区、本当にいろいろな取組をしている中で、

子どもたちの虫歯を少しでも減らしていこうと。

今まで、他区との差もあったところが、少しずつ

少しずつ虫歯のない子どもたちが増えていると、
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そういうふうに認識をしているのですけれども、

データヘルス推進課長、その辺少し少し御説明を

いただいてもよろしいでしょうか。 

○データヘルス推進課長 中島委員御発言のとおり、

虫歯のない児童の割合は年々増えております。例

えば、小学校３年生を例に取ってみますと、６歳

臼歯に虫歯がない児童の割合、令和１年には９０．

２％、逆に言えば１０人に１人に虫歯があったの

ですが、令和６年には虫歯のない児童の割合９４．

９％ということで２０人に１人に虫歯のある児童

の割合は減っているというところでございます。 

○中島こういちろう委員 こういったものは、もう

政策のたまものだというふうに思います。何もし

なければ、やはりなかなか変わっていかないとい

うところなので、こういったものがちゃんと形に

出るところが非常に大事だというふうに、すばら

しい取組だというふうに思います。 

  幼少期に付いた習慣というものは、何歳になっ

てもやっぱり忘れないということもあって、小さ

いうちから歯を磨いていくことが非常に大事だと

いうふうに思うのですけれども、一つちょっと気

になったところが、給食後に歯磨きを実施する保

育園や幼稚園が、コロナ禍で急激に減少してから、

区立園は今１００％に戻せているというふうに聞

いてるのですけれども、なかなか私立幼稚園や私

立保育園だったり、公設民営では微増にとどまっ

てしまっていると。なかなか戻せていないという

状況があるというふうに思うのですが、いかがで

しょうか。 

○データヘルス推進課長 中島委員おっしゃるとお

り、コロナ禍で、一旦給食後の歯磨きができなく

なって、その後コロナが収束してからも、なかな

かコロナ前の水準には戻せていないというのが現

状でございます。 

○中島こういちろう委員 いろいろな御懸念だった

りお考えの方がいらっしゃるというのは理解する

のですが、やはりここは、本日所管の方々もいら

っしゃるので、是非該当する園等にメッセージを

強めていただいた方がいいのかなというふうに思

うのですが、いかがでしょうか。 

○子ども政策課長 中島委員おっしゃるとおり、子

どものうちから歯を磨く習慣を付けるというのは

大事なことだと思います。大人になってもそれが

引き続くことから、施設についても同様の協力を

促してまいりたいというふうに思います。 

○中島こういちろう委員 是非よろしくお願いしま

す。 

  今回ちょっとテーマとして挙げたかったのは、

ここの話ではなく、これも子どもの話になるので

すけれども、私、７月、８月が子どもが夏休みと

いうこともあって、学校から毎日朝昼夜と歯磨き

をしましょうというカードみたいのが渡されて、

朝磨けると塗って、昼磨けると塗ってとかとやっ

ていくのですよね。各学校ごとに取組が違うかも

しれないのですけれども、いい取組をありがとう

と思ってやってたのですけれども、うちの息子、

学童に通っているので、いつもの給食と同じよう

に、ナプキンと歯磨き、歯ブラシとコップを入れ

て、学校の弁当を渡していくのですけれども、そ

うすると、お弁当を食べた息子は、ナプキンはぐ

ちゃぐちゃにして戻ってくるのですけれども、歯

ブラシとコップはきれいなまま戻ってくるのです

よ。これ、何でと、歯を磨かなかったのというふ

うに聞いたのですけれども、最初は何か忘れたみ

たいなこと言って、今度はみんなで、（発言する

者あり）そうしたら、次の日、また何で磨かなか

ったのって、また持ってってといって持って行か

せて、やってきたのですけれども、帰ってきて磨

いてこないのですよ。これ何度か繰り返したので

すけれども、結果的に蓋を開けてみると、学童保

育室で歯を磨く文化が実はないというふうなとこ

ろがあって、これはもしかしたら、私の子どもの

学童だけなのかもしれないかなというふうに思っ

て、ちょっと何人かのお友達やパパ友、ママ友に
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聞いたのですけれども、あまりないという話だっ

たのですけれども、どうですかね。学童保育の。 

○学童保育課長 現在、学童保育室では、うがいを

推奨しておりまして、歯磨き指導は行っておりま

せん。今後、子ども家庭部にも歯科衛生士がおり

ますので、協力しながら進めていきたいと思って

おります。 

○中島こういちろう委員 是非これお願いします。

というのが、夏季休暇中、休業中は、お昼やっぱ

り学童で食べますし、もっと言うと、おやつ学童

で結構みんな食べるのですよね。そうすると、や

っぱり足立区として、そこの部分はしっかりと旗

を振っていただくことで、より先ほどの政策の部

分も一気通貫して広がってくるかなというふうに

思うのですけれども、最後に決意をいかがでしょ

うか。 

○学童保育課長 幼少期からの習慣は大切なことと

考えますので、今後学童保育室でも行えるように

進めてまいりたいと考えております。 

○中島こういちろう委員 是非よろしくお願いしま

す。 

  すこやかプラザの話が出たので、そこから紐付

いて、本年度から２拠点目ができた、福祉まるご

と相談課の件を少し取り上げさせていただきたい

と思います。 

  昨年の４月から、これまでの暮らしと仕事の相

談センターを再編して、福祉まるごと相談課を創

設し、包括的相談支援を開始しましたと。誰もが

生きがいと役割を持てる地域共生社会を目指し、

重層的な支援体制の整備に取り組んでいる施策だ

というふうに認識しております。１年間ちょっと

たって、改めて、相談課、どんな手応えを感じま

したでしょうか。 

○福祉まるごと相談課長 昨年度は１か所で別館１

階でやらせていただきました。成果といたしまし

て２点感じておりまして、１点は、延べ相談件数

も１，０００件ほど、令和５年度、暮らしと仕事

の相談センターのときと比較して増えまして、ど

こに相談していいか分からないですとか、ただた

だ話を聞いてほしいとか、そういった方々のニー

ズも受け止められ始めたかなと感じております。 

  あともう１点は、庁内のことですけれども、複

雑化した事案ケースを庁内で分野横断的に検討す

る体制も始めましたので、そのあたり、庁内でも

分野横断的な体制が広がり始めたかなと感じてお

ります。 

○中島こういちろう委員 私たちも、多くの区民の

方々と話をするときに、やはり課題というのは一

つではなくて、複合的にまたがっていることが多

いのかなというふうに思います。仕事の話や介護

の話、障がいの話など多岐にまたがるけれども、

どうしても行政、区としては、役割として課をつ

くって、皆さん担当されて御対応いただいてると。

ただそこの部分で、どうしても区切れないものだ

ったり複合的な話をお話、整理していただいてる

というところだと思うのですけれども、いろいろ

な成果が今見えてらっしゃると、見えてきたとい

う話いただいてると思いますけれども、もっと次、

これからの１年、１年半、どういうふうに変化し

ていかなければいけないか、課題感など感じてい

らっしゃるものはありますでしょうか。 

○福祉まるごと相談課長 複雑な事案、特に困りご

とが三つ四つ、例えば家族の中である問題ですと、

非常に現場でも感じているのは、困りごとは分か

るけれども、ではどこが一番音頭取ってやってい

くのかというところが、なかなかみんな手を挙げ

ると、結局１課に負担が掛かってしまうというと

ころもあったりして、ひとまずまるごとで受け止

めますというところがちょっと増えているのも現

状です。そのあたり、自分たちが、制度はあるけ

れども、ここはできる、ここまでだったらできる

というのを、やっぱり日頃の毎月の会議から、も

う少し広げていかないといけないなと感じてます。 

○中島こういちろう委員 いろいろな課題、テーマ
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があるときに、それを整理しながら、それぞれが

役割分担をして進めていくと。その役割分担を進

める上で大事なのは、情報の共有になるのかなと

いうふうに思っています。そういう上で、そうい

う意味でも、足立区では、このつなぐシート、こ

ちらを皆さんで情報共有で使っているというふう

に認識してるのですが、これ具体的にどういうふ

うに使ってらっしゃるか、御説明いただいてもよ

ろしいでしょうか。 

○福祉まるごと相談課長 スタートしたのは、平成

２４年からになります。もともとは自殺対策の一

環として、自殺に至る背景には困りごとが複数あ

ると。その際にしっかりつないでいくときに支援

が途切れないように、ではあなたの相談事に対し

ては、この課、ここに行ってくださいというとこ

ろを分かりやすくするという名目で使い始めてお

ります。 

○中島こういちろう委員 今も御活用されてという

ことで、いろいろな話をこちらで聞いて共有して

いく、そういう仕組みになっているというふうに

認識をしています。 

  ただ、これ最初は使っていたものの、年月がた

っていくと、なかなか各部署によって、使えたり

使えなかったり、いろいろな手間が掛かってくる

ものではあったりするので、そういったところの

運用の部分が少し庁内全体で、なかなか見直すタ

イミングになっているのではないかなというふう

に思うのですけれども、福祉部長、いかがですか。 

○福祉部長 おっしゃるとおり、作成するに当たっ

て、やっぱり一定程度の手間は掛かります。しっ

かりシートを作るよりも、直接つないだ方が早い

という場面もありますので、そのあたりで、徐々

に徐々にちょっと活用が少し減ってきたのかなと

いうこともあるかと思います。 

○中島こういちろう委員 そうした場合、恐らくそ

この整理をしていくことが私、大事なのかなとい

うふうに思います。案件として、こういう案件は

使わない、この案件は使うみたいなところが、各

所管で整理をした上で、全体で共有されていると、

ここは使うけれども、こっちの所管は使わないみ

たいな、そういうところがなくなってくるのでは

ないかなと思うのですが、いかがでしょうか。 

○福祉部長 その点もおっしゃるとおりだと思いま

す。使い分けが大事なんだと私たちも思っていて、

素早く対応するものというのは、できるものにつ

いてはあえて使わなくてもいいというところがあ

ると思うので、どういった場面で使う方がより効

果的なのかというところは、ちょっと庁内でも差

し込んでみたいと思います。 

○中島こういちろう委員 是非よろしくお願いいた

します。 

  続きまして、昨日、足立区消防合同点検が行わ

れました。消防団の皆様を中心に、区民消火隊や

災害時支援ボランティア、中学生消火隊の子ども

たちの多くの方々が集まりまして、首都直下型地

震の発生を想定した模擬形式の訓練が行われまし

た。ドローンを今回も使って上空から撮っていた

だいてるものを見せていただいたのですけれども、

非常にやっぱり分かりやすいなというふうに改め

て感じました。緑本の２１５ページの総務費のと

ころに、このドローンの費用が計上されているの

で質問させていただくのですが、今回、足立区７

機保有というふうに記載いただいてると思うので

すけれども、このドローン購入自体は１機当たり

大体幾らぐらいなんでしょうか。 

○都市建設課長 令和５年度に購入したものが一番

今の時点では高くて、１５０万円ほど掛かってお

ります。 

○中島こういちろう委員 事前にお伺いしたときに

は、大体３万円から１５０万円、今回決算の話な

ので、今一番高いところをおっしゃっていただい

たと思うのですけれども、いろいろドローンにも

機能があって、今おっしゃっていただいた１５０

万のものは、雨でも飛ばせる、そんな話を伺いま
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した。 

  機材があっても、パイロットがいなければ、飛

ばせないということで、現在、ドローンパイロッ

トチームの足立フライングスクワール、１０人の

職員の皆さんで構成されているというふうに聞い

ております。運営主体は、技術職、都市建設部の

方で、ドローンの計画等々を進めてらっしゃると

いうふうに聞いているのですが、通常時は、ドロ

ーンはどこに保管をされているんでしょうか。 

○都市建設課長 都市建設部の方で、倉庫等に保管

している状況でございます。 

○中島こういちろう委員 倉庫にということで、ち

ょっと時間もあるので割愛しますけれども、実際

今７機ある中で、いろいろ点検とかもあって、飛

ばせる、災害時に飛ばせるとしたら３機ぐらいで

はないかというふうにお話を伺いました。３機あ

る中で、地震や万が一災害があったときに飛ばす

ということを考えると、やはり庁内だけではなく、

いろいろな地点に可能な限りの範囲でバランスよ

く配置しておく、こういったものも必要ではない

かなというふうに思うのですけれども、いかがで

しょうか。 

○都市建設課長 先ほど令和５年度に購入したドロ

ーンもお話しししたが、こちらが全天候型という

ことで、雨でも対応できるものです。それ以外の

ドローンについては対応できないというところも

ありますので、災害時には、いろいろなことが起

こるかと思いますので、そういう全天候型を今後

拡充していく必要あるかと考えております。 

○区長 先日の報道によりますと、江戸川区が全て

の避難所にドローンをという話がございましたが、

それは今、足立区の状況を考えますと現実的では

ないかなと思います。 

  ただ、今、パイロットが都市建設課だけですけ

れども、別にそこに限ったことでありませんので、

例えば危機管理の方にも希望者を募るというよう

なことですとか、他のソフト面の部署であっても

十二分に活用ができるというふうに思います。 

  まだ抜本的な計画がございませんので、今年度

中にそれを取りまとめて、何台どのような性能を

持った機器を購入するのか、それに必要なパイロ

ットは何人ぐらい必要なのかといったことを少し

まとめていきませんと、だらだらとその場しのぎ

になってしまいますので、今年度中いっぱいに

先々のことをまとめて、できれば、令和８年度の

予算の中で、パイロットの資格の取得と、そして

機器の購入費そのものも計上してまいりたいと思

います。 

○中島こういちろう委員 ありがとうございます。

区長から非常に心強い答弁をいただきました。お

っしゃるとおり、私も江戸川区のこのニュースを

見たときに、全部の避難所９７か所に配備で、ち

ょっと置き過ぎではないかと個人的に思った部分

があるのですけれども、限られた予算の中で最大

限のパフォーマンスを発揮する、そのためには、

やはりしっかりとした計画が必要になってくると

思います。是非進めていただきたいなというふう

に思っております。 

  同時に、昨日、中学生消火隊の子どもたちも活

躍していました。中学生消火隊の子どもたちも、

将来の消防団に入る可能性のある金の卵なのかな

というふうに思うのですけれども、同時に、少年

消防団という、各消防署が管轄をしている地域の

子どもたちや地域の方々が運営する組織がありま

す。これ管轄は消防署なので、足立区が直接関わ

るものではないと認識をしているのですけれども、

一方で、やはり未来の中学生消火隊に入る子ども

の素地がある子たちなので、是非こういったとこ

ろの連携を進めていただきたいと思います。 

  現在、足立区との連携ということを、凧まつり、

これからありますけれども、そういったときに来

ていただいて、一緒にやるという話はあるのです

けれども、もう少し何かうまい連携の仕方がある

のではないかなというふうに思うのですけれども、
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いかがでしょうか。 

○災害対策課長 中島委員御発言のとおり、現時点

で消防少年団と区の関わり、あまりないのが現状

でございますので、御発言ありましたように、小

学生消火隊ですとか、将来の地域活動につながる、

潜在的なものを持ってらっしゃる子どもたちでご

ざいますので、本件検討してまいりたいというふ

うに思います。 

○中島こういちろう委員 特に、少年消防団、大体

各団２０人とか３０人とかで活動してたりします。

やっぱり、消防庁がやってるということもあって、

なかなか学校にとかその取組を伝えられない。こ

れは、少年消防団だけではなく、多くの取組、そ

うだと思うのですけれども、是非、いろいろな連

携をしていただきたいなというふうに思います。

要望で終わります。 

  以上で終わりたいと思います。ありがとうござ

いました。 

○工藤てつや委員長 次に、議会改革から質疑があ

ります。 

○長谷川たかこ委員 私からは、カラーユニバーサ

ルデザインについて御提案申し上げます。 

  私が足立区議会に当選して１期目、初めての代

表質問でカラーユニバーサルデザインの政策を提

案してから１８年がたちました。特定非営利活動

法人カラーユニバーサルデザイン機構と足立区が

協働でカラーユニバーサルデザイン推進事業を締

結し、歩行者系案内サインマニュアルの策定や足

立区公共建築物整備基準や足立区公共施設等整備

基準についても、全ての人の利用に配慮したユニ

バーサルデザインの考え方を導入していただきま

した。 

  ２００８年には、全国初の認証マーク付きの防

災マップが作成され、２００９年には、足立区カ

ラーユニバーサルデザインガイドラインが作成さ

れました。 

  私の政策提言が次々と実現し、２０１２年には、

都市建設部にユニバーサルデザイン担当課を設置

していただき、同年には、足立区ユニバーサルデ

ザインのまちづくり条例を超党派の皆様の御理解

と執行機関の皆様の御尽力により策定となりまし

た。 

  足立区議会１期目初めての代表質問から毎回の

政策提言と足立区行政とＮＰＯカラーユニバーサ

ルデザイン機構との連携により、足立区議会期４

年で全国１番の取組を実現しております。全国的

にも足立区の取組は高く評価をいただき、マスコ

ミや各自治体のお手本として、足立区は今もトッ

プランナーです。 

  足立区では、カラーユニバーサルデザインガイ

ドラインを策定し、印刷物に限らず、区が製作、

発行するあらゆる情報において、多様な色覚を持

つ方に配慮した情報提供を進めてまいりました。

これは従来不十分であったいろいろなバリアへの

対応を先駆的に実行してきたものであり、現在も

有効に活用されております。ガイドラインの内容

は普遍的なもので、根本的に改める必要はありま

せん。 

  一方で、読みやすいフォントやレイアウトの工

夫は、印刷業界が長年取り組んできたものであり、

区としての発注の際にチェックポイントを設ける

などの活用は十分に検討可能です。 

  東京ユニバーサルデザインガイドラインにおい

ては、前半の多くがカラーユニバーサルデザイン

に関する内容であり、足立区のガイドラインと重

複しています。そもそも東京都のガイドラインも、

特定非営利活動法人カラーユニバーサルデザイン

機構が監修しており、その内容は、足立区が既に

策定しているものと大きな差異はありません。足

立区のカラーユニバーサルデザインガイドライン

を全面的に置き換えるのではなく、フォントやレ

イアウトに関する部分を補足的に整理し、必要に

応じて別途追加資料としてまとめていくのが適切

であると考えます。区の見解を伺います。 
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○総務課長 区のカラーユニバーサルデザインガイ

ドラインにつきましては、長谷川委員をはじめ、

議員の皆様の御協力もいただきながら、今お話の

ありましたカラーユニバーサルデザイン機構に内

容や製作や監修をいただいたものでございます。

ですので、委員おっしゃるように、現在もこちら

の区のこのカラーのガイドラインの概要は十分に

有効な内容ですので、こちらは改訂せず、このま

ま使っていきたいと思っております。 

  今お話のありましたほかのフォントの部分など

に関しましては、今回東京都のガイドラインで少

し新しい要素がありますので、別に区が作成して

いるユニバーサルデザインの印刷物に配慮した印

刷物ガイドラインというのがありまして、そちら

の方に盛り込むなどして、それで補足追加などし

ていきたいと考えております。 

○長谷川たかこ委員 見やすく分かりやすいフォン

トやレイアウトの技術の教育については、公共的

な印刷物において、読みやすさを確保することは、

ユニバーサルデザインに限らず、従来から当然求

められてきた編集スキルに属します。これらは、

本来、印刷業界が自主的に担う事項ではございま

すが、区として発注する際にどのような点をチェ

ックするべきかを示したマニュアルについては、

別途整備する意義はあると考えますので、当事者

からの要望を受けながら、改善を重ねていただき

たいと要望いたしますので、よろしくお願いいた

します。 

  次に、共同親権に伴う新たな支援制度の具現化

について提案をしております。 

  令和６年５月の国会において、民法を改正する

法案が可決し、令和８年５月までに共同親権制度

が施行されることとなりました。子どもの権利を

確保するとともに、親権の概念、子どもへの支配

権から子どもを養育する責任へ改める条文となっ

ています。共同親権導入に伴い、子どもたちが両

方の親から愛情を受ける機会が創出されること、

両親の親が我が子の養育に関わること、共同や責

任を強く望む声が上がっております。 

  子どもたちの成長には、両親は必要不可欠な存

在です。このことを踏まえて、先日、代表質問で

行いました私の政策提案の具現化をしてまいりま

す。 

  正面業務に携わる方々への理解促進について提

案をしました。まずは研修と啓発活動ですが、当

事者の生の声を聞く機会をいつ頃開催予定でしょ

うか、詳細を伺います。 

○親子支援課長 当事者の生の声を聞く機会ですが、

１１月下旬を予定しておりまして、現在は、区で

あまりお話をお聞きする機会がないお子さんと別

居している側の親の団体の方と調整をしていると

ころです。 

○長谷川たかこ委員 ではよろしくお願いします。 

  次に、区民への法改正の正しい理解促進、周知

啓発への取組についてです。 

  ポスター、チラシについてですが、いつ頃から

どのような場所に御掲示する御予定でしょうか。 

○親子支援課長 先週、法務省からポスター、リー

フレットを送っていただきましたので、今週中に

は関係部署に配る予定です。 

  場所につきましては、区民事務所や地域学習セ

ンター、保健センターなど、７７か所を予定して

おります。 

○長谷川たかこ委員 その中には、住区センター、

子育てサロンというのは入っているのでしょうか。 

○親子支援課長 今回はそういった施設は入ってお

りませんが、そのような施設にも掲示できるよう

に、関係部署と連携してまいります。 

○長谷川たかこ委員 地元綾瀬は、綾瀬住区センタ

ーがありますけれども、本当に地元の住民、老若

男女問わず、皆さん集まる場所ですので、是非住

区センターにも掲示、それから子育てサロンにも

掲示をしていただきたいと思います。 

  同時に、国が作成したリーフレットを用いた制
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度の御案内も、ラックなどに置いて、区民が手軽

に手にすることができるように工夫をしていただ

きたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○親子支援課長 リーフレットにつきましては、今

回３００部を関係部署に配る予定です。配った後、

その後の活用状況などを関係部署で情報共有して、

活用の仕方については工夫していきたいと思って

おります。 

○長谷川たかこ委員 お願いいたします。 

  執行機関の皆様の御理解、御尽力により、早速

共同親権の周知啓発が具現化してきたところです。

関係部署を取りまとめた会議体をまずは今年度早

速立ち上げていただきたいと思います。効率的か

つ能動的な連携を図るためにも、是非とも今年度

に１度開催をしていただきたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

○親子支援課長 現在は、庁内で活用しているチャ

ットで、関係各課でグループをつくって、日常的

に情報共有をしています。 

  今後、対面で会議をしなければいけないという

ような必要がありましたら、そのときには開催を

検討したいと思います。 

○長谷川たかこ委員 是非、将来的に法改正が行わ

れた後、顔が見える形での会議体というのも進め

ていただきたいと思いますので、要望です、よろ

しくお願いいたします。 

  次に、離婚や別居を機に養育困難に陥った世帯

のアウトリーチ支援についてお伺いいたします。 

  先日の御回答で、同居の保護者が養育困難な場

合、別居している親と連携することも重要と考え

ております。個別ケースごとの判断になりますが

こども家庭相談員が支援を行う際に、別居の親、

親族などにも協力確認を行うなど、積極的にアウ

トリーチをし、子どもの安全を第一にした支援を

行ってまいりますと、積極的な御回答いただきま

した。既にそのような御家庭のパートナーからＳ

ＯＳが発信されております。早速アウトリーチ支

援を行うことを強く要望いたします。 

  こども家庭相談員が、別居親などとの協力確認

を行い、子どもの安全を第一にした支援をすぐに

でも実行し、支援につなげることを求めたいと思

いますが、いかがでしょうか。 

○こども家庭相談課長 長谷川委員御指摘のとおり、

まずは虐待対応におきましては、お子さんの安全

第一に考えていきたいと思います。 

  先日も、２歳児の虐待案件、対応いたしました

けれども、別居されてるお父様と連絡を取りまし

て連携を取りまして対応したという経緯がござい

ますので、引き続き、アウトリーチ支援を行って

まいりたいと考えております。 

○長谷川たかこ委員 是非、先進自治体としての先

行事例をどんどんつくっていただきたいと思いま

す。それによって、足立区のみならず、全国で苦

しんで悩んでいらっしゃる親御さんたちの助けに

もなりますので、是非とも、この代表質問の御回

答、具現化すべく実行に移していただきたいと強

く要望いたします。よろしくお願いいたします。 

  次に、足立区公契約条例の実効性について提案

をいたします。 

  足立区公契約条例は、施行されて１１年が経過

しました。先日の代表質問では、足立区公契約条

例の実効性について提言いたしました。足立区内

の建設労働組合では、条例が施行して以降、毎月

適用現場に出向き、労働者から労働環境のヒアリ

ング調査を行い、そのヒアリング件数は１，００

０件を超えています。ヒアリング結果によれば、

下限報酬額以上で就労している労働者は半分もい

ないとの御見解です。私からは、労働者が公契約

条例を理解し切れていない状況もあり、元請会社

に確認するだけでは課題解決とはならないのでは

ないかと御指摘させていただきました。区長から

は、労働者の方々が、公契約条例を理解し切れて

いないとの御指摘につきまして私も同感であると

の御見解でした。更には、今後は、全ての契約の
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工事現場を訪れて、条例の趣旨や労働報酬下限額

等の制度を労働者の皆様方に周知徹底するとの御

見解をいただきました。この御回答お聞きした足

立区内の建設労働組合からは、区の職員が現場に

いつどのように周知するのか、具体的な内容を知

りたいと区長より御回答いただきたいとおっしゃ

っております。是非とも区長の御見解をいただき

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

○契約課長 公契約制度の具体的な周知方法ですけ

れども、区職員と工事責任者との打合せですとか、

また、工事検査の機会などを捉えまして、周知を

徹底していきたいと考えてます。 

  そして、ポスター掲示や周知カードの配布状況

をできる限り把握してまいります。 

○長谷川たかこ委員 次に、工事契約の予定価格に

ついてです。 

  足立区では、国や東京都から示される積算基準

に基づいて行っていると区長からの御回答でした。

昨年度の足立区労働報酬審議会においても、受注

者側から予定価格が我々の請け負うべき金額とず

れがあるという厳しい発言が出ており、足立区が

積算する工事予定価格と受注者側が労働従事者に

支払われる額とに乖離があり、妥当ではないとい

う議論が既に交わされている状況です。 

  更にはこの審議会の中で、区としては工事契約

については、物価スライドの計算方法もある程度

は定められたものがあるが、委託やその他の契約

については、国からは適切に対応するようにとい

うことだけで、具体的にはどのようにやるべきか

ということは示されていないという見解を述べら

れています。 

  足立区労働報酬審議会での議論で、既に国、東

京都の基準では、元請会社の見積額と足立区の予

定価格にはずれがあるという声が出ています。区

においては、４年置きに郵送とインターネットに

よるアンケートを実施し、実態把握に努めていま

すが、それだけでは正確性に問題があります。区

で独自調査をし、ずれが生じているか否かの事実

確認が必要です。ずれが生じていることが明らか

であれば、国や東京都に意見書を提出し、即時に

改善すべき重要案件です。そのためにも、外部委

託若しくは調査をするための専門部署を新たに設

置し、専門家を交えた区独自の調査を行うことを

求めます。区長の見解を伺いたいと思います。 

○中部地区建設課長 都の設計単価は、東京都の方

で専門機関に委託して調査を行っているというふ

うに聞いております。それは、やはり市場の実勢

価格を取引している方からお話を聞いて設定して

いるというふうに聞いておりますので、足立区で

改めて独自に調査をすることは、今考えておりま

せん。 

○長谷川たかこ委員 この間、労働組合の方がおっ

しゃるには、区長も同席のときに、区長からは、

やるべきではないかというお話があったというこ

とをお聞きしております。区長はどう考えていら

っしゃるのでしょうか。 

○区長 お目に掛かって、今長谷川委員のところに

御要望があった件について、私たちも同じお話を

伺っております。具体的に、どのように、組合の

方とあとは工事を発注する側との考え方を埋めて

いくのかということについては、一朝一夕にはい

かないと思いますけれども、区として、できる限

りのことはやっていきたいとは思っております。 

  ＰＴをつくるというようなことは、私ちょっと

お話しした記憶はございませんけれども、区とし

て、まずは全ての現場に入る、工事現場に入ると

いうことから始めていきたいということをお話し

いたしました。 

○長谷川たかこ委員 了解いたしました。その内容

を是非とも進めていただきたいと思います。 

  区として、なかなか介入が難しい課題との認識

でございますけれども、他の自治体、例えば、埼

玉県、新潟県、福井県、京都府、鳥取県、三重県、

宮城県では、時数制限に取り組んでいる実態があ
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ります。そのような時数制限を行っている自治体

の調査を早急に是非とも行っていただきたいと思

いますが、区長、いかがでしょうか。 

○契約課長 長谷川委員おっしゃるように、埼玉県

などで、県レベルで取組を行っているということ

は認識してございます。ただ、まだ本質的に建設

業に関連する方々の問題でございますので、区と

して介入することは難しいと考えますけれども、

他自治体の取組については、引き続き、研究して

まいりたいと考えてございます。 

○長谷川たかこ委員 是非とも時数制限を行ってい

る自治体の研究を行っていただきたいと思います。 

  足立区公契約条例第１０条には、下限額を下回

る場合、その事実を足立区総務部契約課に申し出

ることができるとの通報制度がありますが、その

通報制度は、この１１年間、工事部門において労

働者側からの問合せは、年に数回程度で通報レベ

ルまで至っていないのが現状であると先日も申し

ました。第１０条の通報制度は、機能を果たさな

い状況が続いていると、組合から今年も痛切な訴

えがあります。今以上に行政がもっと主体的に関

わることが、条例の実効性を上げるポイントの一

つとして、国レベルにおいては、法律の実効性を

高めるために、建設Ｇメンと言われる専門チーム

が設けられています。足立区においても同様の専

門チームを立ち上げ、公契約条例がきちんと施行

されているか否かのチェック機能の強化を求めま

した。これに対する区の御回答は、新たに専門チ

ームを設けることは考えていないとの御見解です。

国は、建設業担い手の存続に危機感を持って担い

手三法を３回変えました。足立の地域を守るのは

地域の建設職人です。地域の守り手を育成する公

契約条例の実効性を高めることは、最も重要なこ

とです。だからこそ、条例の実効性を高めるため

にも、行政がもっと踏み込むべきです。公契約条

例が施行されて１１年が経過しましたが、条例が

機能していないのは明白です。その理由として、

低い労働費による工事請負金額の見積りが原因で

あると考えられます。建設業法でもそのことが★

★事項であるので、足立区がもっと積極的に踏み

込んで調査すべきであると、代表質問が終わった

後も、足立区内の建設労働組合から強くお訴えが

連日のように上がっております。このお訴えを聞

いて、区長はどのように感じ、今後どのように更

に動いていくおつもりなのか、区長の御決意を伺

います。 

○区長 連日ということではありませんけれども、

本会議答弁の後も、土建の皆様方とは、一部の事

務局の方とはお話をしております。まずは、先ほ

どから申し上げてるとおり、全ての工事現場に入

って、条例の内容等の周知をする、今できること

から始めていきたいということは申し上げており

ます。 

○長谷川たかこ委員 連日というのは、代表質問を

終わりまして、私のところに、毎日のように土建

さん、建設労働組合さんとお話をしておりまして、

今度衆議院の森ようすけ氏、東京１３区選出です

けれども、森ようすけ代議士も、この件について

国の方に提言をするというふうに申しております。

今度、現場の方にもお伺いし、皆様とお話をする

予定でもございます。そういう状況の中で、連日

というふうにお話しさせていただきました。 

  労働報酬下限額を下回っていることの正確な確

認ができないとの御回答でした。条例違反かどう

かのラインが、日額で数百円程度なら、正確な賃

金の確認が必要ですが、足立区内の労働組合の調

査では、５，０００円前後の乖離があるとのお訴

えです。このことについて区の見解を求めます。 

○契約課長 この東京土建組合が行った調査は、現

場で口頭での調査と聞いております。どなたか個

人も特定できない状況で、なおかつ給与明細など、

根拠資料もない状況でございますので、正確な確

認ができない状況では、この調査だけをもって条

例違反であるということは即断できないと考えて
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ございます。 

○長谷川たかこ委員 だからこそ、区独自で、是非

ともその部分を担っていただきたいというお話が

入っているわけでございます。是非、そういうこ

とも鑑みて動いていただきたいと思います。 

  工事現場の朝礼は、作業を安全かつ効率的に行

うため、当日の作業の内容や注意点、従事者の体

調確認などを行う時間のため、区職員が条例を周

知する時間には適さないと考えますと区から御見

解をいただきました。条例周知は、一同が集まる

朝礼で最も適しており、労働報酬下限額以下は条

例違反という１点に絞れば容易に伝わり、強いメ

ッセージとして周知につながると区内の労働組合

が強く御主張されております。是非とも再考を強

く要望いたしますが、区の見解を伺います。 

○契約課長 繰り返しになりますが、工事現場での

朝礼というのは、作業を安全かつ効率的に行うた

めに、当日の作業内容や注意点、そういったもの、

また従事者の体調管理とかそういったものを確認

する貴重な時間でございますので、この条例を周

知するという時間にするというのは適さないと考

えております。 

  ただ、確かにこの条例の周知というのは必要だ

とは、重要だと思っておりますので、区としても

できる限り周知に取り組んでまいりたいと考えて

ございます。 

○長谷川たかこ委員 この課題解決に向けて、今、

これからも国の方に、衆議院の森ようすけ代議士

もいろいろと提言をするというお話も入ってきて

おります。私も、この足立区において、どういう

ふうな形で課題解決ができるかということを日々

研究してまいりますので、皆様、建設的にこの課

題解決に向けた御尽力、是非ともよろしくお願い

いたします。 

  次に、医療的ケア児の放課後対策について提案

をいたします。 

  保護者が子育てと仕事を両立し、安心して働き

続けることができるよう支援していくためにも、

小学校に就労する医療的ケア児の放課後問題や長

期休業期間などにおける安全・安心な居場所とし

て、放課後子ども教室や学童を確保することが急

務です。 

  先日の代表質問で、医療的ケア児の学童の設置

を強く求めました。調査をしたところ、既に他自

治体、杉並区、江戸川区、大田区においては、学

童での受入れができている状況です。 

  先日提言をした代表質問の答弁では、教育長よ

り、保育園や学校とは異なり、現状、学童保育室

では看護師の配置がなく、安全面での懸念があり

ますが、まずは導入自治体の視察から開始し、実

施の可否を検討してまいりますとの御発言でした。

もう少し詳細を述べていただかないと、この内容

がよく理解できないというお訴えもいただいてお

ります。再度詳細な御回答をお願いいたします。 

○学童保育課長 保育園や学校と学童との違いです

が、保育園におきましては、医療的ケアを行う以

外の看護師が常駐していたり、学校ですと、養護

教諭が常駐しておりますので、学童保育士と違っ

て、何か突発的な緊急対応が必要になったときに

対応できる職員がいるというのが大きな違いでご

ざいます。 

  まずは先進自治体の視察を行って、研究を進め

てまいりたいというふうに考えております。 

○長谷川たかこ委員 私の提案により、先日の９月

２０日足立区の医療的ケア児交流会が開催されま

した。このときの参加者数とその状況、どのよう

な交流会だったのか、詳細を教えていただけます

でしょうか。 

○支援管理課長 当日は３名の方が御参加していた

だきまして、１時間ほど交流をさせていただきま

した。災害時にどうするかとか、これから仕事を

本格的にしていく中で、ケアのことをどこまで職

場に言うのかとか、当事者ならではの悩みとか不

安というのが交流できたと思っております。大変
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有意義な時間だったと思っております。 

○長谷川たかこ委員 ありがとうございます。参加

された保護者からも有意義だったというお声をい

ただいております。 

  是非とも継続してこのような機会を年に数回設

けていただきたいと思いますが、いかがでしょう

か。 

○支援管理課長 まだ時期は決めてないですけれど

も、引き続き、実施できるようにしてまいりたい

と思います。 

○長谷川たかこ委員 小学校に通う医療的ケア児の

中には、学童保育の利用を希望、利用している事

例があると聞いております。しかし、現状、区で

は常駐看護師の配置がないため、訪問介護サービ

スを活用して、支援を受けながら、既に学童を利

用しているケースがあると伺っております。 

  そこでお伺いいたします。区としてこうした医

療的ケア児の学童利用の実態、すなわち訪問看護

などを利用して通っている児童の人数や状況を把

握しているのでしょうか。区の見解を伺います。 

○学童保育課長 現在通っていらっしゃる方はおり

ませんが、過去には４人利用されていたというふ

うに把握しております。 

○長谷川たかこ委員 利用に当たっては、訪問看護

ステーションを各家庭が利用する形であっても、

区が契約する事業者による派遣であっても、必要

な日に確実に看護師支援が確保され、安心して学

童を利用できることが不可欠です。既に先進的な

取組を行っている自治体もあると聞いてますので、

足立区においても、速やかに体制整備を進めてい

ただきたいと強く要望いたします。いかがでしょ

うか。 

○学童保育課長 区としても優先すべきと考えてお

りますので、まずは来月、先進自治体への視察を

行ってまいりたいというふうに考えております。 

○長谷川たかこ委員 既に学童を利用しているケー

スがある状況です。医療的ケア児への学童開設を

早急に構築すべく、足立区として優先順位を１番

として取り扱い、早急なる医療的ケア児の学童開

設を強く求めたいと思います。要望です。よろし

くお願いいたします。 

  以上です。本日はどうもありがとうございまし

た。 

○工藤てつや委員長 次に、共産党から質疑があり

ます。 

○山中ちえ子委員 よろしくお願いいたします。 

  民生費の分野で取り上げたいと思います。 

  歳出事業別決算説明書の民生費では２３８ペー

ジ、２４６ページと介護人材の確保定着事業につ

いて取り上げていきたいと思います。 

  確保定着支援の中の一つとして、東京都の家賃

補助制度がありますが、就職してから５年まで２

万円の補助、６年目からは１万円の補助が引き下

げられるというものです。５年従事して転職する

という離職誘導策にもなりかねないということで、

続けて取り上げてまいりましたが、しかも入職後

５年以降もとどまったとしても、ベテランとなっ

た６年目からは半額になってしまうわけですから、

こんな不公平なことはないと。本来、誰もがより

よい環境で働けるよう、職場が分断されないよう

な、不公平感がない区の施策が求められると思っ

ておりますが、どうお考えでしょうか。 

○介護保険課長 山中委員おっしゃるとおり、今現

在、都の方でやっております居住支援特別手当に

ついては、おっしゃるとおりと同じ認識でござい

まして、６年目以降、確かに金額が１万円となっ

てしまうというところでございます。 

  一方で、区の方でも、今年度より、家賃支援事

業というのを開始させていただいておりまして、

こちらについては、途中での減額というのはない

のですが、家賃等の２分の１というところで、月

額上限３万円を補助させていただいているという

ものがございます。若い方を対象にした事業でご

ざいますので、そういったところで、ベテランの
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方につきましても、どのような支援ができるかと

いうのは検討しているところでございます。 

○山中ちえ子委員 区も東京都がやっている中で、

都の至らない点なんかも考えながら、若手を定着

支援ということでやってるというお話でした。 

  しかし、この事業は、３４歳未満にしか支援が

届かないと。例えば、介護にまつわる仕事という

のは、やはり専門職の方々が助け合ってやってる

という点があるのです。ケアマネジャーについて

は、資格取得の条件は、基本臨床経験は５年以上

となっているわけです。更に研修期間が半年ほど

あると。介護、看護などの職で５年頑張って更に

資格取得を頑張って、晴れて資格取得できた場合

でも、二つの要件に当てはまらないということに

なっちゃうのです。だから、家賃補助は受けられ

ないと、資格取得について努力したりとか、そう

いう研修期間に時間が掛かるような職種もたくさ

ん働いているという中で、受けられないという

方々が多いわけです。 

  介護と障がい分野であるサービス事業者の数は、

２，０２２事業所ですが、４月から始まったこの

区の定着確保方策というのは６か月ですけれども、

執行率はどのぐらいになってますでしょうか。 

○介護保険課長 こちらにつきましては、９月の段

階でございますけれども、２７名の方の分の申請

をいただいているという状態ございまして、予算

上は７５名を想定しておりますので、約半年近く

たった状態で、そういった状況でございます。 

○障がい福祉課長 障がいの方も、現在行っており

ますが、当初組んでた２５名より多くて、今２９

名の方がこの制度を利用しているような状況でご

ざいます。 

○山中ちえ子委員 事業者の数は２，０２２事業者

なので、多いという目標には到達してるんだとい

うのだけれども、僅かな数しか届いていないと。

制度がやっぱり改善される必要があるのではない

かと思います。つまり、東京都と同じで、足立区

の施策も分断や不公平が生まれているからという

ことが言えると思います。 

  私たちは、障がい者や介護、高齢者に関わって

の事業者、それから団体と予算懇談に取り組んで

きたのですけれども、多くの事業者からは、あり

がたい、でも、やはりこの５年までは２万円もら

えて、それ以降が１万円になってしまうというと

ころで、かなり使える方が少ない。それから、い

ろいろなこういう補助とかではなくて、全体でや

っぱり何歳になっても、いつでも、何歳でも、２

万円の補助が受け取れるというような制度になれ

ば、足立区はこんなに人材確保策すばらしいと、

足立区の売りにも、ほかはまだやってないですか

ら、足立区の売りになるのではないかと。すばら

しいこういった内容にしてほしいななんて思って

いるということで、かなりたくさんのそういう声

が届きました。 

  都の補助に上乗せする形で全員が２万円もらえ

ると、そういう方向で人材確保の補助をやるべき

ではないですか。 

○介護保険課長 山中委員おっしゃるとおり、２万

円を上乗せするというお話だったのですけれども、

こちら、まず家賃支援事業を実施させていただく

に当たりまして、介護事業者の現場の皆様方から、

やはり若手の方の離職、確保、定着というのを何

とかしてほしいというまず御意見をいただきまし

て、そちらを今回事業化させていただいたもので

ございます。もちろんこれが今現在のベストとい

うふうには思っておりませんので、今後、今、山

中委員おっしゃるようなベテランの職員の方です

とか、それ以外の家賃の支援以外の支援も含めて、

検討をさせていただきたいと思います。 

○山中ちえ子委員 だって、でも若い人であっても、

１年勤めちゃってた人たちには届かないのです。

やっぱりさっき言ったように、資格取得の要件で、

５年頑張ろうって言ってた３年目の人だって、若

くたって届かないわけなのです。やはりサービス
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を受ける高齢者への余裕を持った対応になって、

質も向上し、若手も、ベテランも、やっぱり余裕

を持って働けると。だから、ベテランがいなくな

っちゃうような施策だと、若手も育たないという

ことになります。ほかがやっていない先進的な支

援を足立区は構築するというような気概を持って

臨むべきだと私は思います。 

  ２０２４年４月の介護報酬改定でなんかでも、

介護事業者が大変な状況になっているということ

ですけれども、２０２５年の上半期では、２年連

続で倒産業者の数が、過去最多となっているとい

う状況です。 

  品川区は、その差額分を介護保険会計ではなく

て一般財源から、次期介護保険計画改定まで時間

があるから、そこで緊急的な臨時的な支援をやる

んだということで品川区は踏み出したわけです。

１事業所当たり１２万円から２４０万円だと。こ

ういった社会インフラとして、高齢者の命を守る

ために、臨時的な対策をやるといったこと、厳し

さは品川区だけではなくて、足立区も同様です。

代表質問でも同様にと支援を求めてまいりました

が、区は、令和７年も引き続き、特別給付事業、

これは物価高騰支援ですけれども、やっているか

ら、介護報酬改定制度が意味をなさないことにな

っちゃうからやらないというふうに答弁している

のです。しかし、ではなぜ品川区はできたのです

か。代表質問での質問の趣旨は、介護保険会計と

か介護報酬改定のことを言ってないのですよ。そ

うではなくて、緊急的、臨時的に対策として、命

を守る社会インフラとして施策を求めているわけ

で、ちょっと抜本的な問題でもあるから、特別区

長会なんかで、介護報酬改定の際には申し入れて

いくというふうには言っていますけれども、そう

いったのんびりしたことを言ってる場合ではない

から求めてるのです。なので、報酬改定の意味を

なさなくなるということではなくて、改定までの

時期に、介護報酬引き下げという、やっぱり不義

理的なことをやられたわけですから、臨時で区民

を守ると、事業者の倒産をストップさせる、こう

いった整合性のある施策、品川区の施策、見習う

べきなのではないですか。 

○介護保険課長 品川区の施策については申し上げ

る立場ではないのですが、足立区としまして、や

はりこの介護報酬というのが、実際国の方で定め

られておりまして、こちらを基に介護の計画など

を定めさせていただいておりまして、それによっ

て、区民の皆様の保険料の負担ですとか、そうい

ったところを決めさせていただいてるという側面

がございます。 

  今回、訪問介護の方とか、報酬改定でマイナス

改定等ございましたけれども、こちらを仮に区が

支援するということになりますと、かなりの金額

がまず発生してしまうということもございますし、

１度それをやると、ほかのでは改定が来れば、ま

たマイナスが来れば、またどんどんそれを補塡し

なければいけないというような状況にもなりまし

て、あくまで介護のサービスに関わる費用という

のは、国の方で定めた報酬に倣って、それを提供

させていただくというところになりますので、そ

のあたりの抜本的な改革については、区から国に

対して申し上げていく、今までも申し上げており

まして、これからも申し上げたいというふうに考

えております。 

○山中ちえ子委員 だから、そんなのんびりしたこ

とではないから、緊急的な臨時的な支援をやって

いるところを見習って、区民の命を守るべきでは

ないかというふうに私は求めてるのです。 

  訪問介護事業所の減収分の補助も、人材確保策

の特効薬になって、職場に分断も持ち込まないよ

うな都の上乗せ補助も考えない、やらないという

こと、この二つもやらないと、どっちもやらない

ということでしょうか。 

○区長 先ほど介護保険課長、最終的に答弁いたし

ましたのは、そうした不合理なことは認識してい
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るので、区として上乗せをするかどうかも含めて

検討しますというふうに先ほど答弁しております。

今すぐにやりますというふうに断言はできません

けれども、もちろん私自身も介護現場の御要望も

きちっと承って、どのように御支援するのが現場

で一番いいのかということを確認しながら、早け

れば令和８年度の中で検討してまいりますし、先

ほど介護保険課長もそのように、令和８年度とは

申し上げませんでしたけれども、検討していくと

答弁しておりますので、是非その辺のところを受

け止めていただきたいと思います。 

○山中ちえ子委員 区長自ら答えていただいて、や

はり深刻な状況だということが、やはり区長にも

届いているのかなというふうに私思いました。で

すので、いろいろおっしゃってるけれども、早め

に決断したいということですので、是非、本当に

そういう立場でお願いしたいと。同時に、必要な

のが、在宅療養の要になるケアマネ、医療との連

携、これを保障する立場に行政が立つということ

だと思います。 

  ２０２５年高齢者実態調査では、困難事例の相

談先の希望が、これ幾つかの支援事業者種類ごと

にアンケートを取ってくれてるのですけれども、

居宅介護支援事業所、ケアマネさんのところの事

業所なんかも、アンケートを別に取ったりとかし

てるのですけれども、その結果、相談をしたい事

業者だったり、機関というのはどこですかという

質問に対して、医療機関と答えたのが、断トツだ

ったのです。６５．９％でした。これはすなわち、

今まで希望していても、かなっていなかったとい

うことの表れでもあると思うのです。だからこれ

が断トツ１位になったのかなというふうに思うの

ですけれども、やっぱりここが一番大切だなと思

っています。利用者さんの日常の介護生活の中で、

やはり介護保険だけではなくて、医療保険に関わ

った利用者さんもいます。こういった方にケアマ

ネさんは関わっていたりもするわけです。例えば、

おむつの状態が湿っていたら褥瘡になる。褥瘡に

なりやすいのは、栄養価が高い人は改善しやすい

とか、こういったことで、やっぱり看護や医師が

入ることで、その方が栄養をよく取れる状況にな

るまで、訪問介護は、おむつ介護、ちょっと多め

に入りましょうねとか、こういうことですよね、

こういったことが、ちゃんと医師の視点で、その

人の尊厳が守れるサービスに、なるわけです。こ

ういった医療保険も含めて、介護ももちろんです

が、ケアマネさんの練り直す、ケアプランを練り

直す場所なんていうところでは、いろいろな各事

業者が、その利用者さんにとって何がいいのかと

いったことを話し合える場を保障していただきた

い。その点についてはどうでしょうか。 

○介護保険課長 利用者の方のやはりよりよいサー

ビスを提供するためには、ケアマネさんを中心と

したサービス担当者会議等の充実が必要かと考え

ます。 

  これまでコロナの中で、なかなか対面で会えな

かったという話も現場から伺っておりますが、最

近はそういったものが解消されて、利用者様の御

自宅でそういった会議が行われているということ

を現場の方から伺っております。 

○山中ちえ子委員 ありがとうございました。 

○工藤てつや委員長 この際、審査の都合により暫

時休憩いたします。 

  再開は午後２時５０分といたします。 

午後２時２９分休憩 

午後３時２４分再開 

○工藤てつや委員長 休憩前に引き続き委員会を再

開いたします。 

  自民党から質疑があります。 

○くじらい実委員 自民党のくじらい実です。自民

党の枠の３５分間、担当させていただきますので

よろしくお願いいたします。 

  先ほど、たがた委員から、決算特別委員会が６

年ぶりということでお話がありましたけれども、
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私は逆に初当選からずっと決算特別委員会、出席

させていただいておりまして、ちょっと昨年は監

査委員を務めさせていただいた関係で出てないの

ですけれども、監査委員という立場からすると、

逆に決算というのはしっかり見られた立場かなと

思っておりますが、どちらかというと、やっぱり

予算よりも決算の方が私自身は深く関わってるか

なと思っております。 

  その中で、やっぱり決算というのは、前年度の

決算を振り返りまして、翌年度の予算編成にどう

つなげていくかというのが大事なところかなと思

っております。そういう意味では、この決算特別

委員会の在り方というのは、大事な意義の一つで

はないかと思っておりますので、そういう思いで

臨ませていただきたいと思います。 

  また、執行機関の皆様におかれましても、是非

前向きな答弁をお願いしまして、質問させていた

だきたいと思います。 

  まず、今日は、決算に少し触れまして、あと今

まで、昨年は竹の塚の件で全然触れられなかった

ので、こちらの款で質問できる範囲で竹の塚のま

ちづくりに関してもお聞きしていきたいなと思っ

ております。 

  最初に決算の話なのですが、午前中、我が党の

伊藤幹事長から決算については、るる触れさせて

いただきましたので、まず私の方から絞ったとこ

ろでお話を聞きたいと思います。 

  まず最初に、令和６年度の決算が１２５億円の

黒字だったということでございますが、この黒字

分は６３億円を財政調整基金への積立てと残りの

６２億円を翌年度、すなわち今年度分令和７年度

予算へ繰越金として歳入、財源化したという説明

があったと思いますが、この認識で間違いないで

しょうか。 

○財政課長 くじらい委員御発言のとおりでござい

ます。 

○くじらい実委員 今度こちらのあらましの方でも

ありますけれども、令和６年度補正予算ですと、

多分、前年度、令和５年度の決算剰余金、こちら

も令和５年度１２５億円ほどあったと思うのです

が、これを使って、補正予算において、新規拡充

事業を行ったということでよろしいですか。 

○財政課長 くじらい委員御指摘のとおり、前年度

決算剰余金の１２５億円のうち、約半分につきま

して、一般財源繰入れを行っておりますので、そ

れを一部活用して、様々、例えば昨年９月補正に

おきましては、義務教育建設資金の積立金への新

規積立てを行っておりますが、その一部となって

いるような状況でございます。 

○くじらい実委員 恐らくその決算剰余金に関して

は、翌年の補正予算でも使ってますよという理解

でいいと思うのですけれども、今回、あらましの

２ページには、令和６年度補正予算で実施した主

な内容ということで、１号補正から６号補正まで

載せていただいておりますけれども、計６回補正

予算組んでると思いますが、この補正予算の効果

としては、区としてはどういう評価をされてます

でしょうか。 

○財政課長 先ほども答弁させていただいたところ

と重複いたしますが、やはり長期化している物価

高騰の対策ということで、事業者のお声ですとか、

区民の方向けの支援について、時機を逸すること

なく取り組めたのではないかと考えてございます。 

○くじらい実委員 最初の当初予算で、この物価の

状況とかというのを見込んで予算を組むのはなか

なか最近は難しいのかなと。私も、かつて国会の

秘書とかもやってた時代となると、なかなか補正

予算を年間で組む数は少なかったのかなと思いま

して、逆に言うと、もうここ近年は、補正予算を

組む回数が増えてるんではないかと思っておりま

す。 

  当初予算の中から、逆に減額になった、いわゆ

る減額補正というのもあったかと思うのです。補

正予算の内容については、当初予算に組み込むと
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いうのはなかなか難しいのですけれども、減額補

正した分、減額補正した契約差金とか、不用額と

いうのをこれを有効に活用するべきだと思うので

すけれども、こちら令和６年度について、そうい

うケースというのはあったのでしょうか。 

○くじらい実委員 年度途中での契約差金ですとか、

不用額が発生したものについて、早い段階で減額

補正を行っているものにつきましては、特定目的

基金へ取り崩す予定であったところへ充当するな

ど、必要となっている別の事業経費とさせていた

だいており、有効に活用してございます。 

  令和６年度の同一事業の中で不用額が発生して

新規事業、行ったものはございませんが、ほかの

事業に有効に活用しているような状況でございま

す。 

○区長 せんだって、その差金の問題について監査

からも御指摘いただいておりますので、現在、令

和８年度の新しい予算を積み上げる中で、更に精

査をして、毎年毎年、一定程度の見込み違いが出

る事業につきましては、少し見直しをして厳しく

見ていこうということで、財政とも所管にも指示

をしてございます。 

○くじらい実委員 どうぞ今正しく区長がお答えに

なったことをこれからお聞きしようかなと思った

ところでした。監査委員の意見でもしっかりそう

いうことが出ておりまして、これからの予算組み

の中では、やはりそういった減額補正が少なくな

るような予算の精査も必要だと思いまして、今区

長がお答えいただいたので、是非その取組をお願

いしたいところなのですけれども、当初予算が、

ここ多分１１年続けて、例えば、令和７年は３，

４７３億円、令和６年は３，３００億円、令和５

年だと３，１５９億円ということで、年々増加し

てる傾向にあるのですけれども、この今増加傾向

に関しては、区としてはどう考えていらっしゃい

ますでしょうか。 

○財政課長 この間、令和２年、令和３年度あたり

は、コロナ禍ということで、非常に予算規模も拡

大しておりましたし、必要な対策というのも打つ

必要があったということがございます。 

  また歳入の方も、非常に好調な状況もございま

したので、歳入としての入ってくるものも多くな

っていたというところで、それに合わせまして、

それを活用して、必要と考えているようなサービ

スを拡充していたというところで、拡大というこ

とになっているかと理解してございます。 

○くじらい実委員 予算が年々膨らんでること、こ

れが一概に悪いとは思えません。当然必要なとこ

ろに必要なお金を使うというのは必要だと思うの

ですけれども、先ほど財政課長がおっしゃったと

おり、例えば、財政調整交付金が歳入としては増

えてますよというお話がありました。特別区民税

は定額減税の影響で減少してますという話もあり

ましたけれども、どちらも見てみると、最近はも

う好調な状況で推移してますという話があったと

思うのですが、当然先日、以前だとコロナの時代、

コロナ禍であったりと、急激な社会情勢の悪化と

いうのはあり得るかなと思うのですけれども、そ

ういう場合に向けて、必要な予算を組むのは当然

必要なのですが、やっぱり先ほど令和８年度の予

算を精査するという話もありました。やはり予算

をどんどんどんどん上げていくということに対し

て、予算編成に関しては、精度を上げていくとい

うところに関して、もう一度お答えいただけます

でしょうか。 

○財政課長 監査委員からも御意見頂戴したとおり、

やはり真に必要な事業に充てるために、より精度

を高めた予算査定、予算編成というところも求め

られておりますし、全くそのとおりかと思います。 

  先ほど区長からも答弁ありましたとおり、まだ

まだ見直す余地というか精査する余地はあると思

っておりますので、令和８年度予算の編成に向け

ましては、各部と協力しながら、より精査させて

いただきたいと考えてございます。 
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○くじらい実委員 やはり当初予算の精度を上げる

というのが、まず一番大事なところかなと思って

おります。区民の皆様の税金ですので、そこに対

して、適正に年度初めにどうやって示せるか。こ

の年度の予算を区はどういう方向で考えてるかと

いうところに、一番表れるのは、やっぱり当初予

算かなと思っておりますので、そういったことが

精度を上げるという意味で、そういうことも念頭

に、令和８年度予算を組んでいただきたいなと思

っております。 

  決算の方はそちらで終わらせていただきまして、

今度竹の塚の方の質問に入らせていただきます。 

  昨年１年間質問できなかったので、竹の塚、多

岐にわたってお聞きしたいのですが、土木の方は

また款が違うので、少し、土木の方で質問したい

と思っておりますが、２０２２年の３月、約３年

前に高架化が完成をして、当然今まちづくりに入

ってる状況だと思います。そんな中で、まちづく

りが着々と進んでいる現状で、これからの将来の

竹ノ塚駅周辺どうなるかというのを皆さん楽しみ

に待っている状況だと思いますので、そういった

観点も含めてお聞きをしていきたいと思います。 

  最初に、竹の塚のエリアデザイン計画について

お伺いをいたします。 

  現在、エリアデザイン計画、足立区で五つの地

域でエリアデザイン計画策定を予定しております

が、策定されていない地域が、今、竹の塚と千住

だと思います。竹の塚のエリアデザイン計画につ

いて、１度計画を策定する状況になったのかなあ

という時期もあったのですけれども、令和３年度

に策定予定の方針を転換して、竹ノ塚駅周辺から

まちづくりに取り組んでいきますよという話にな

ったと思うのですが、最初に決算ですので、あら

ましの５５ページの方で、令和６年度は、竹の塚

エリアで８３６万円ということで、決算額を示し

ていただいております。この８３６万円、この方

針策定は具体的にどういった内容だったのでしょ

うか。 

○エリアデザイン計画担当課長 こちらの方針策定

業務の具体的な内容につきましては、統計データ

の分析ですとか、あとアンケート調査による区民

ニーズの把握、また竹の塚エリアの強みや弱みを

踏まえたまちづくりの考え方について整理を行っ

ております。 

○くじらい実委員 分析とかアンケート調査も含め

てということで書いていただいてるのですけれど

も、ここあらましの方、上を見ると、竹の塚エリ

ア、令和７年５月方針策定というのが書いてあっ

て、これもう５月は過ぎちゃってるのですが、こ

れは何か意図があって、この令和７年５月方針策

定という丸文字というか、丸で囲ってあるところ

なのですけれども、これはどういう意味があって

書かれてるのでしょうか。 

○エリアデザイン計画担当課長 令和６年度のこち

らの委託の結果を踏まえて、令和７年度５月に方

針の方を策定しているという内容となります。 

○くじらい実委員 委託の内容を踏まえて方針を策

定するということだと、もう今の段階では、方針

は示せるということですか。 

○エリアデザイン計画担当課長 ５月に策定させて

いただきました方針、こちら、竹の塚エリアデザ

インのまちづくりの考え方２というものを策定さ

せていただきまして、駅周辺を核とした、竹ノ塚

駅周辺に焦点を当てまして、方針を策定しており

ます。 

○くじらい実委員 竹の塚のまちづくりの考え方２

というところの方針ということですね。まだエリ

アデザイン計画として何かを策定してるというわ

けではないということでよろしいですか。 

○エリアデザイン計画担当課長 竹の塚エリアデザ

イン計画につきましては、エリアの範囲内にＵＲ

団地、特にその第２団地、第１団地がございまし

て、まだその方向性というのが具体的に見えてな

い状況でございます。つきましては、引き続き、
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ＵＲ都市機構と今後の動向について調整を行い、

順次、方向性が見えてきた段階で、計画の策定を

進めてまいりたいと考えております。 

○くじらい実委員 そうしますと、具体的にエリア

デザイン計画、竹の塚のエリアデザイン計画はい

つ決めますというのは、特に決まってないという

ことでよろしいですか。 

○区長 最終的な計画が出てくるのは、やはりＵＲ

団地の再整備の計画が示されて、どこにどれくら

いの規模の余剰地が創出されるのかということが

明らかになった時点で、その広さや場所に応じて、

どのようなものが誘致できるかということになっ

てまいりますので、大変申し訳ないですけれども、

そういったタイミングを見ませんと、特に東口全

体のエリアデザインについては、抜本的な計画と

いうのはお示しすることが難しいのではないかと。

住んでいらっしゃる方がいるので、なかなかすぐ

全体について、どこに集約して、どの程度の余剰

地をどこにつくるかというところまでは、今の段

階で示せないというお話をいただいてますので、

できる限り早く、予定であっても、そうした計画

を示していただけるように、ＵＲには引き続き要

望してまいります。 

○くじらい実委員 ありがとうございます。なかな

か計画策定ありきで進むのもまた違う話なのかな

と思いますので、是非その東口の方のＵＲとの話

合いもうまく進めていただいた上で、エリアデザ

イン計画というのをつくっていただきたいなと思

っております。 

  具体的にどうこうという話になるのか分かりま

せんけれども、この竹の塚エリアデザイン計画、

今の話は多分駅前の話になると思うのですけれど

も、全体の話だと、恐らく、伊興の寺町だったり、

伊興遺跡だったりというところも、竹の塚エリア

デザイン計画の全体図に入ってくるのではないか

なと思っております。これからのエリアデザイン

計画策定に当たって、方向性として、例えば、伊

興だと、古きよきものがあって、竹の塚の今度ま

ちづくりをがらっと変えて新しいものを取り入れ

ると、これ方向性が、例えば、竹の塚周辺は新し

いまちになるよという方向性なのか、それとも古

いもの、古きよきものもしっかり取り入れて、そ

ういう、うまく混在をしたような形の竹の塚エリ

アデザイン計画というのをつくっていくのか、そ

ういう方向性みたいな形では、いかがお考えなの

かなというのをお聞きしたいのですけれども。 

○都市建設部長 今、くじらい委員御指摘のとおり

でございます。もともと竹の塚の町の生い立ち、

成り立ちが違うものですので、やはり東口、西口

のよいところは当然伸ばしますし、変えていくと

ころは変えていく。今、話が出ました西口エリア

というのは、閑静な住宅地も広がっておりますの

で、あくまでも東口に今焦点当てておりますが、

当然西口のまちづくりを踏まえたエリアデザイン

計画は策定してまいります。 

○くじらい実委員 西口、今日少し触れたいなと思

っておるところで、本当に当然これからのまちづ

くりに当たっては、いろいろ検討事項は多いかと

思いますので、エリアデザイン計画もしっかり地

域の皆様の声も必要だと思いますし、先ほど区長

からありましたＵＲ、また東武鉄道との兼ね合い

も必要だと思いますので、そこをうまく整合性を

取りながら、まちづくりを進めてもらいたいなと

思っております。 

  区民の方からの意見を取るということで、お話

を今させていただいたのですが、ＳＤＧｓの未来

都市推進課の方で多分やっていただいてる事業が

あるかなと思っております。区民の方からの意見

聴取という意味では、これ緑本の２０９ページを

見ると、ぐるぐる博ｉｎ竹の塚ということで、２

８１万円の決算額が載っておりますが、こちら取

り組んでるほかのものとしても、駅前でスナック

経営とかをやってたり、今年度はタケノツカ交流

会、たしか富田委員もお見えになっていただいた
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と思いますけれども、そういう形で、様々な形で、

区民の意見も聴取されてるところだと思います。

これは決算額では２８１万円がぐるぐる博ｉｎ竹

の塚で使われてるのですけれども、ほかの事業に

ついては、特に予算は使わなかったという認識で

よろしいですか。 

○ＳＤＧｓ・協創推進課長 くじらい委員おっしゃ

るとおりです。 

○くじらい実委員 予算は掛けてないということで

すよね。分かりました。予算を掛けずにやれるの

が一番いいのかなと思っておりますが、これ、趣

旨としては、やっぱり町会・自治会の、例えば地

域の上の方とか町会長、自治会長、また商店街の

会長とか、そういった意味で力のある方だけでは

なくて、本当にそういう、逆に言うと町会・自治

会とかもなかなか関わることのないような方から

も意見を取るというのが趣旨としてあるかと思う

のですけれども、そちらは間違いないですかね。 

○ＳＤＧｓ・協創推進課長 くじらい委員おっしゃ

るとおりで、幅広い方から声を聞く機会をつくっ

ております。 

○くじらい実委員 今まで取り組んでいただいて、

実際のところはどんな成果があったのかとか、御

意見としてはどんなものがあったのかと、何か、

二、三でも示していただけるとありがたいのです

けれども。 

○ＳＤＧｓ・協創推進課長 成果としては、大きく

２点ございます。 

  ヒアリングする中で、１０代から３０代の若年

層からは、今の竹の塚もまあ好きですけれども、

更によくするために協力したいというポジティブ

な声を聞くことができました。 

  ２点目は、具体的に地域でやってみたいことが

ある方も、こちらが想像していた以上にいました。

活動できる場や多様な人と交流できる場を求める

声も多くあったことが分かりました。 

○くじらい実委員 多分、どちらかというと、若い

方の意見も取れたのかなと、将来に向けてのまち

づくりに関して、いろいろ御意見をいただけたの

ではないかなと思うのですけれども、逆に今いた

だいた御意見というのは、今後どういう形で活用

していくのかなと思うのですが。 

○ＳＤＧｓ・協創推進課長 現在竹ノ塚駅高架下拠

点のコンセプトや方向性をつくっているところで

ございますので、そちらに生かしたいのと、あと

地域に合うコンテンツを検討する際の参考にもし

ていきたいと考えております。 

○くじらい実委員 今、高架下の取組というお話が

あったと思うのですが、今回、補正予算になっち

ゃうのですけれども、２，７３７万円組んで、高

架下の新拠点トレーラーハウスの話も、これは総

務委員会でお話しされてたと思うのですけれども、

質問があったかもしれないのですが、期限として

はどれくらいまでを考えていて、このトレーラー

ハウスを使って、まちづくりとしてどう生かそう

かというのは、何かお考えがあるのでしょうか。 

○ＳＤＧｓ・協創推進課長 まず期限に関しまして

は、トレーラー自体の耐用年数は２０年ほどあり

ますが、今回設置を予定している公共利用用地が

暫定利用ということもありまして、隣接する都補

助第２６１号線の開通に合わせて、具体的な活用

方針を決めていく予定なので、具体的な期間とい

うものは現時点では少し申し上げられません。 

  あと、まちづくりとしてどう生かしていくのか

につきましては、高架下拠点設置の主な目的は、

活動の人づくりと場づくりと考えております。自

分のやってみたいことにチャレンジしたりとか、

他者の活動を応援することを通して、今後まちづ

くりに積極的に関わってもらえる地域活動のプレ

ーヤーを育てていきたいと考えております。 

○くじらい実委員 先ほどのエリアデザイン計画で

はないのですけれども、やっぱりまちづくり、進

め方によっては、期限というのは延びたり縮んだ

りというのはあるかと思いますが、このトレーラ
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ーハウスをまず当然やってみていただいて、どん

な形で結果が出るか、どんな意見が集まるかとい

うのも一つ見ていただきながら、うまくこのまち

づくりに生かしていただきたいなと思っておりま

す。 

  当然、意見聞いていくのは大事だと思います。

本当に、先日のタケノツカ交流会、私も顔を出さ

せていただいた際には、こんな考えがあるのかと

いう、イメージというか思ってもいないような意

見も多分出たと思うのですけれども、当然意見が

出てバラバラな状態では、なかなかまちづくりに

は生かせないのかなというところであるのですけ

れども、先ほど都市建設部長がお答えになったエ

リアデザイン計画の方向性としては、西口の方は

古い文化もあって、そういうところをうまく融合

しながらという話があったと思うのですが、これ

ＳＤＧｓ・協創推進課として、こちら多分人づく

りの方だと思うのですよね。そういうところでは、

ハードの面というよりかはソフトの面だと思うの

ですけれども、ここに対して、方向性というか、

どうやって集約していって、意見をまとめていく

のかなというところは、いかがお考えですか。 

○ＳＤＧｓ・協創推進課長 地域の方にヒアリング

する中でも、やはり東西それぞれの地域の特色を

生かしてほしいという声は多かったです。ですの

で、私たちも、どちらか一方ではなく、拠点が東

西の人々をつなぐ存在でありたいと考えておりま

すので、まずは、拠点を使って、様々な意見をお

聞きして、そして次どうしていこうかという、そ

のどうしていこうかということ自体も、その地域

の人たちと一緒に考えていく、一緒につくってい

く場でありたいと考えております。 

○くじらい実委員 本当に意見聴取をいろいろして

いただいてる中で、先ほどはエリアデザインの話

で、今回、今、ＳＤＧｓの話をしてますけれども、

結局、最終的にはまちづくりっていろいろなとこ

ろの要素が絡んで、住んでる方々、来ていただく

方々が喜んでいただけるようなまちづくりをしな

きゃいけないなと思ってるのですけれども、当然、

今度土木の部分で聞く部分はハードの部分になる

のかなと思うのですが、こちらはハードの部分で

あって、今ＳＤＧｓの方はソフトの部分というと

ころで、これうまく融合しないといけないかなと

思ってるのです。ここは、当然、縦割りという言

い方はあれなので、やっぱり連携を取っていかな

きゃいけないと思うのですが、今後のそのＳＤＧ

ｓ・協創推進課と都市建設部、土木の方との連携

の取り方って何か考えてらっしゃるのでしょうか。 

○あだち未来創造室長 おっしゃるとおりかと思い

ます。部は違いますけれども、あだち未来創造室

とエリアデザイン、これまでも情報共有してまい

りましたけれども、今後もより綿密に情報共有し

ながら、人づくりとまちづくりを進めてまいりた

いと思ってます。 

○区長 そうは言っても具体的に仕掛ける必要がご

ざいますので、ＳＤＧｓの方が関係しているぐる

ぐる博ｉｎ竹の塚、そういったところにハードの

部分も一緒にビルトインすることによって、様々

な情報を取ったり、また社会実験をそのイベント

と併せて行ったりということで、庁内でも顔の見

える関係、方向性を共有化してきていきたいと思

っております。 

○くじらい実委員 是非住んでる方や近くにお住ま

いの方とか、竹ノ塚駅を使う方からしたら、最終

的にいいまちだねって言っていただければ一番い

いのかなと思っておりますので、これ、長期的な

話かもしれませんけれども、そこの連携というの

をしっかり取っていただきながら、まちづくりを

進めていただきたいなと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

  先の話をさせていただいたのですが、具体的な

話として、一つ、先ほど西口の話がありましたの

で、西口の方で少し触れていきたいのですが、ま

ず最初、竹ノ塚駅の西口の喫煙所の話、西口、以
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前は高架化事業の前とかは、西口にも喫煙所があ

ったかと思うのですが、よく喫煙所があってそこ

で喫煙をして電車に乗るという方も多くいらっし

ゃったかと思います。今現在は、西口、暫定広場

になっておりますけれども、そこに対しては、西

口の喫煙所は今ない状態ですので、今東口の方の

喫煙所に行ってくださいということだと思います

が、ただ、今現在、近隣の方、特に商店街の方か

ら、たばこの吸い殻のごみが増えたという話もい

ただいておりまして、その辺で区として今検討い

ただいてるかと思いますが、西口の方の喫煙所の

設置を進めていただいてるとは思うのですけれど

も、これいつ頃までにどの辺りに設置するという

のは、決まってるのでしょうか。 

○地域調整課長 竹ノ塚駅西口の喫煙所につきまし

ては、今の予定では１２月頃から工事をさせてい

ただいて、３月中には利用開始できるように進め

ているところになります。 

  場所ですけれども、以前西口のところにありま

した、喫煙所があった場所の近く、駅を出ていた

だいて、歩道を渡った辺りを想定をしているとこ

ろになります。 

○くじらい実委員 もう今年度中には、その喫煙所

は使用できるということでよろしいかと思います

が、これ以前、報告あったときは、多分電子タバ

コ専用というか、紙たばこは駄目ですよという話

だったと思うのですけれども、そちらはいかがで

すか。 

○地域調整課長 こちらにつきましては、加熱式の

たばこ専用を予定しております。交通広場自体が

暫定の広場ということもありまして、コンテナ型

ではなくパーティション型を予定しております。

できるだけ煙の発生が少ない加熱式専用というこ

とを今予定しております。 

○くじらい実委員 加熱式専用ということで、紙た

ばこの方は使えない状況だと思うのですけれども、

多分、足立区内で、加熱式のたばこ専用の喫煙所

というのは、設置例があると思うのですけれども、

それはいかがですか。 

○地域調整課長 加熱式専用の喫煙所につきまして

は、今、北千住のペデストリアンデッキの下のと

ころが加熱式専用になっております。 

○くじらい実委員 そこの北千住のそのペデストリ

アンデッキの下の加熱式の専用の喫煙所、これ、

その喫煙所の様子とか、逆に課題とか、その利用

状況というのは、こういうのは調べていらっしゃ

いますか。 

○地域調整課長 まず、具体的な利用者数を把握し

ているところではございませんけれども、加熱式

たばこを吸われている方は、紙たばこの方と一緒

ではない方がいいというようなことも聞いており

まして、多くの方に御利用いただいております。 

  また課題としましては、これから実はリニュー

アル工事を予定しておりますけれど、今、北千住

のあのペデストリアンデッキの下のところにつき

ましては、パーティションがないというところが

今課題になっております。 

○くじらい実委員 そうしますと、竹ノ塚駅はパー

ティション型のものを付けられるということなの

で、多分北千住の状況も加味した上で設置をして

いただけるのかなとは思っておりますが、例えば、

紙たばこのちゃんとしたコンテナ型の喫煙所と今

回竹ノ塚駅西口に設置する加熱式専用の喫煙所と

いうのは、これ予算的な差というのはどれくらい

あるのですか。 

○地域調整課長 これまでの一般的な金額ですと、

コンテナ型が約２，０００万円ぐらいになります

ので、今回の竹ノ塚駅につきましてはその半分程

度となります。 

○くじらい実委員 そうすると、予算的には半分ぐ

らいで済むよということですけれども、もう一度

確認で聞きますけれども、西口の加熱式の喫煙所

を造った意図としては、紙たばこの喫煙所は造ら

なかったという意図としては何かあるのでしょう
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か。 

○地域調整課長 まず、先ほども少しお話させてい

ただきましたけれども、交通広場自体が暫定だと

いうこともありまして、コンテナ型ではなくパー

ティションにさせていただいております。パーテ

ィションですと、どうしても煙ですとか通行人へ

の影響というところもありますので、今回は煙の

発生が少ない加熱式専用にしております。加えて

ですけれども、昨年、加熱式たばこも過料の対象

にしているというところも影響しております。 

○くじらい実委員 当然予算的なものも絡んできま

すし、これから西口の駅前広場が、今暫定で設置

はしてるけれども、これから本格整備になれば、

当然また喫煙所の在り方というのも変わってくる

のかなと思いますので、そこは年度内にしっかり

と調整をしていただきたいなと思います。 

  あわせて、令和６年の決算額の方でいいますと、

たばこ税の収入というのは約５４億円ぐらいある

のですが、これ当然、一般的な財源として使われ

てると思うのですけれども、実際にたばこ税を民

間の喫煙所の設置に補助するなど、たばこ税の歳

入としての一部を、たばこを吸われる方、実際に

税金を払ってるのために、特に路上喫煙を減少さ

せるって意味でも、喫煙所の設置に対する補助な

んかも考えられるのですけれども、そういったた

ばこ税の使い方というのも、何か施策に活用でき

ないのかなとは思うのですが、こちらについては

どうお考えでしょうか。 

○地域調整課長 たばこ税を直接ということではな

いかもしれませんけれども、来年度に向けまして、

民間の喫煙所の設置に対する補助制度というのを

今検討しているところでございます。 

  引き続き、ポイ捨てですとか、歩行喫煙に対し

て取り組んでいきたいというふうに考えておりま

す。 

○くじらい実委員 是非、私はたばこ吸わないので

あれなのですが、実際、たばこ税、たばこ吸って

る方の税金というところでの収入になりますので、

そこは今後、民間の喫煙所の設置の補助制度も今

検討いただけるという話であれば、その活用方法

も考えていただきたいなと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

  次に、今、西口の話をしましたので、もう一つ

続けて西口のお話をさせていただきたいなと思う

のですが、竹ノ塚駅の西口の２６１号線の通る予

定地のそばに旧竹の塚保健センター跡地が、今ま

で高架化の資材置き場として活用されてたと思う

のです。ここはもう高架化事業も令和６年度で終

了しましたので、今何もない更地になってると思

います。フェンスに囲まれているので、外からあ

まり見えないようにはなってるのですけれども、

区としては、この跡地に対して、今後どのような

考え方を持っていらっしゃるのでしょうか。 

○資産管理課長 竹の塚保健センター跡地につきま

しては、くじらい委員御承知のとおり、将来南側

に補助２６１号線の都市計画道路が通る予定とい

うところで、開通後は竹の塚エリアのにぎわいの

拠点としての活用が見込めるものと今考えている

状況でございます。 

  現状、閉鎖管理という状況でございますけれど

も、今月から、今アスファルト舗装の工事を実施

して、年内には完了する予定でございます。その

ため、令和８年からは暫定活用を検討したいと考

えております。できれば、隣接する前沼公園との

連携も含めたものを考えていきたいと考えている

状況でございます。 

○くじらい実委員 今、答弁いただいたのですけれ

ども、やっぱりその西口が今暫定広場がありまし

て、これから本格的な西口の駅前広場、交通広場

の、本格的整備というのはこの後続いていくので

すけれども、やっぱ西口の方の目玉になるものと

しては、この旧竹の塚保健センター跡地を使って

何かできないかなというのは、やっぱり皆さん考

えているところで、先ほど課長からも答弁ありま
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したけれども、前沼公園と、あとその隣には竹の

塚の西自転車駐車場がありますので、当然そこ、

区が一体となって整備をしてるところだと思いま

すが、公園と駐輪場もありますが、ここ一体とな

ったこの有効活用というのも、当然検討をしてい

ただけると、そのにぎわい、先ほど言ったにぎわ

いというのも、使えると思うのですけれども、そ

ちらについてはいかがでしょうか。 

○資産管理課長 くじらい委員おっしゃるとおり、

今答弁させていただきましたけれども、前沼公園、

駐輪場との連携も含めた活用を考えていきたいと

思います。 

○くじらい実委員 残り１分切りましたので、竹の

塚に関連してもう少しお聞きをしたいなと思って

おります。これ前振りで、竹の塚エリアデザイン

計画の中で、体感治安の向上も取り組んでいただ

いたと思います。そこから防犯の面も今後聞いて

いきたいなと思っておりますので、あしたまた質

問の機会がありますので、その続きはあしたに回

せていただきたいと思います。 

  以上で終了させていただきます。ありがとうご

ざいました。 

○工藤てつや委員長 次に、公明党から質疑があり

ます。 

○太田せいいち委員 本日最後の公明党のパートの

前半部分、私の方から質問させていただきます。

よろしくお願いいたします。 

  ＹｏｕＴｕｂｅ御覧の方から、発言者の声が小

さいという声もあるやに聞いてますので、気持ち

ちょっと大きめに、お話しをさせていただきたい

なというふうに思います。よろしくお願いします。 

  まず、清掃事務所長、あしたいらっしゃらない

ということで、先に、清掃事務関連でお伺いしま

す。 

  緑本の３４７、３４９ページに、ごみ収集運搬

事業、資源回収事業ございますが、それに関連し

て、今年６月に労働安全衛生規則が適用されるよ

うになりまして、職場における熱中症対策、こち

らが強化されております。工事などの現場作業の

皆さんは当然なのですけれども、運送業などのド

ライバーの皆さんにとりましても、特にどうして

もトイレを控えがちになるということで、水分補

給が不足しがちで熱中症対策が求められる業種の

一つというふうに言われております。そこで、ご

み収集事業に関する熱中症対策について確認をさ

せていただければと思います。 

  ごみ収集事業は、清掃事務所、区が直接行う部

分と外部の業者に委託して実施しているものがあ

ると思いますが、まず、労働環境、区が直接管理

するその直営部分について、どのような熱中症対

策を行っているのか伺います。 

○足立清掃事務所長 御質問に対して、２点の観点

からお答えします。 

  まず装備面なのですけれども、職員に対して空

調着と言われるファン付きの作業着を貸与してお

ります。また、スポーツドリンクや塩あめなど、

熱中症対策の飲食物を職員に用意して、アイスス

ラリーと呼ばれるスポーツリンクを凍らせて経口

摂取するようなものも用意しております。 

  また、職員の意識付けとしましては、産業医に

よる熱中症の講演会ですとか、製薬会社の講師を

お招きしての熱中症の講演を行ったりですとか、

執務室の中に暑さ指数計を掲示して、毎日の朝礼

で注意喚起をしております。 

○太田せいいち委員 ありがとうございます。かな

りの程度、対策を取っていただいてるかなという

ふうにお見受けします。 

  一方で、半分、若しくはそれ以上の量が、外部

業者の委託によって運搬収集業務等が行われてい

るかと思います。契約形態につきましては、確認

ですけれども、いわゆる一般ごみについては、２

３区の★★というのですか、雇上契約に基づいて

実施されていると。資源ごみについては、区が個

別の回収契約を結んでいるということになると思
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います。 

  ただ、２３区の雇上契約につきましても、区ご

とで回収の環境とか状況、求められる要件が違う

ので、具体的な指示書に基づいて、各区が細かな

指示をしているというふうに認識をしております。 

  熱中症対策の強化を受けまして、指示内容に変

化があったかどうか確認させてください。 

○足立清掃事務所長 今般の気候変動を受けまして、

契約内容の中で配車台数に余裕のある配車を行っ

ております。具体的には、今まで９０台で作業が

できた作業に対して、この暑さによる作業の効率

の低下を考慮しまして、１００台の配車を計画の

中で認めるというような対応を行っております。 

○太田せいいち委員 ありがとうございます。配車

を増やすということになりますと、その分、清掃

工場の方に行く回数も増えて、清掃工場に行くこ

とによって、その場で一定の休憩時間が取れると

いうことになるのかなというふうに思いますが、

実際その休憩取る体制ですか、取る場所、どんな

状況になってるのでしょうか。 

○足立清掃事務所長 足立清掃工場、足立清掃事務

所、いずれも休憩を取る場所がありまして、足立

清掃工場の方、煙突のある焼却施設のある方なの

ですけれども、職員の方が休んでいただけるよう

な空調の効いた部屋がございます。また、足立清

掃事務所にも同様に雇上職員の方が休んでいる空

調の部屋がございまして、そちらでは、給水タン

クですとか、トイレ、同様に御用意していただき

ました。インターバルを取っていただけるように

努めております。 

○太田せいいち委員 今、事務所と工場、それぞれ

休憩できる場所があるようなのですけれども、広

さ的に、また環境的にはどんな形でしょうか。 

○足立清掃事務所長 広さで申し上げますと、足立

清掃事務所にあるところが、すみません、私の肌

感覚なのですけれども、大体１５畳程度で、足立

清掃工場も二つぐらいの部屋に分かれておるので

すが、合わせて１５畳程度というふうに認識して

おります。 

○太田せいいち委員 ありがとうございます。その

辺は、実際使われてる方の声とか、利用状況とか

も踏まえて、本当に熱中症とか、夏の酷暑が年々

厳しくなっているような状況ですので、今後その

辺の拡充が必要かどうか、十分に今後も検討した

上で、引き続きフォローをお願いしたいと思いま

すので、要望でこれについては終わらせていただ

きます。 

  続きまして、町会・自治会の活性化に関して質

問を移らせていただきます。 

  私自身も、ここ９年、１０年ほど地元の町会の

方に役員として活動を参加させていただいており

ます。その中で、中から見た課題感も含めて、是

非今日幾つか質問をさせていただきたいなという

ふうに思っております。 

  まずは、前段として、町会・自治会の区全体の

数と加入率の状況について、ここ数年の状況をお

伺いさせていただければと思います。 

○地域調整課長 まず、町会・自治会の数としまし

ては、令和７年４月１日時点になりますけれども、

４２９団体になっております。 

  加入率は４２．６１％でございまして、残念な

がら減少傾向が続いているという状況でございま

す。 

○太田せいいち委員 ありがとうございます。最後、

減少傾向があるということの御説明がございまし

た。 

  それで、そういったことを受けまして、決算の

あらましを見ましても、６６ページですか、町

会・自治会の活性化と、それから加入率の維持向

上を目指した取組として、加入促進活動ですとか、

それから子ども向け事業の助成を令和６年度から

開始したということになっています。子ども向け

地域活性化事業で７３件、活動周知・加入勧奨支

援で２２件の実績を御報告いただいております。
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金額ベースで２，３００万円余りです。こういっ

た事業を活用した町会・自治会から、どういった

反響があったのか教えていただけますでしょうか。 

○地域調整課長 町会・自治会の方からは、日頃若

い世代とあまり接する機会が持てないというふう

な声も聞いておりまして、こういった子ども向け

イベントなどを行うと、親世代が来ていただける

ので、若い世代と交流が持てたですとか、勧奨に

スムーズにつながった、そういった御意見をいた

だいております。 

○太田せいいち委員 ありがとうございます。そう

いった一定程度、特に若い親世代の方への周知の

効果が見られているのかなというふうに思います。 

  こうやって先般の本会議でもございましたが、

来年度に向けては、町会・自治会が行う盆踊りの

やぐらの費用についても検討するということで、

行政の皆さんから答弁をいただいております。会

派としても、そういった町会・自治会の支援を求

めてきたところですので、非常に歓迎するところ

なのですけれども、今後のスケジュール、まずは

確認をさせていただけますでしょうか。 

○地域調整課長 やぐら助成につきましては、来年

度当初から助成ができるように今準備を進めてい

るところになります。 

○太田せいいち委員 ありがとうございます。せっ

かくの新しい施策ですので、是非夏の盆踊りを今

まで見合わせざるを得なかったような町会・自治

会などにおいて、もう一度再検討できるようなタ

イミングで、町会・自治会に情報として伝えてい

ただきたいなというふうに思います。具体的に言

うと、町会の総会決議が４月、５月に行われる、

その準備は、皆さん、１月、２月ぐらいから開始

しますので、その時点で何らかの情報が入ってい

ると、では今年、盆踊り再開しようかということ

になるかと思います。具体的な制度設計の前かも

しれないのですけれども、町会・自治会の皆さん

には、可能な範囲で丁寧な周知とか早めのタイミ

ングでの周知を図っていただけないかなというふ

うに思うのですが、いかがでしょうか。 

○地域調整課長 予算の関係もございますので、決

定次第、地域の方々には周知させていただきたい

というふうに思っております。 

  それで、今年度、実は、町会・自治会の方が使

える補助金について、一覧をより分かりやすくま

とめ直しております。使いたい、やりたいことか

ら補助金を探せるように今見直しをしたところで

すので、今回のそのやぐら助成につきましても、

そこに組み入れる形で広く周知していきたいとい

うふうに思っております。 

○太田せいいち委員 分かりやすい周知に努めてい

ただけるということですので、是非ともよろしく

お願いいたします。 

  それから、今般、特に盆踊りのやぐらについて

の助成の話が出たわけですけれども、なかなか団

地の自治会とかですと、そもそも盆踊りの開催自

体が難しい中で、夏等、夏に限らずですけれども、

地域で自治会で団地の中で顔を合わせる機会、何

とかつくれないかという模索をしていただいてい

る自治会もあるやに聞いています。そういった団

地などの自治会でも、イベントを計画する際に、

何らかの助成を、公平性という観点から受けられ

ればいいかなというふうに思うのですけれども、

現状、その辺については、どういったものが使え

るのでしょうか。 

○地域調整課長 既存の助成金の中には、例えば、

町会の方で新たに事業を行う場合の助成金ですと

か、先ほど太田委員からもありました子ども向け

のイベント助成というものがございます。子ども

向けイベント助成につきましては、来年度に向け

まして、利用回数などの見直しも今検討している

ところですので、こうしたところを使っていただ

くように周知していきたいというふうに考えてお

ります。 

○太田せいいち委員 ありがとうございます。既存
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の枠組みの中で一定程度できるという答弁かなと

いうふうに思うのですが、改めてこの機会に、ど

ういったニーズがあるのか、聞いていただきなが

ら、やぐら以外の要望などないか、丁寧に調べて

いただければなというふうに思います。この点は

要望させていただきたいというふうに思います。 

  残された時間で、少し町会・自治会の担い手に

ついて、話を移らせていただきたいなというふう

に思います。 

  まずは、担い手の前に、町会の加入率が下がっ

てるというお話が先ほどありました。亡くなられ

たり、引っ越しをされることが理由で退会される

のは、もうこれはやむを得ないことだというふう

に思うのですけれども、それ以外のもので、どう

いった退会理由が多いというふうに考えおられる

か、確認をさせていただきたいと思います。 

○地域調整課長 例えばですけれども、やはり御高

齢になって、役員としての活動などが難しくなっ

ているですとか、そういったことが考えられるか

なというふうに思います。 

○太田せいいち委員 やはり自分も全くその点につ

いて同感でして、やはり自身の町会でも、また周

りの町会長から聞くのでも、町会をやめられてる

高齢者の方の理由は、高齢になって、町会のいろ

いろな役割を担うことが難しくなっているので、

やむを得ずというか、やめると。町会をやめると

いう方が一定程度いるというふうに聞いておりま

す。ただ、そういう高齢者の皆さんこそ、特に単

身高齢者であれば、地域でしっかりとつながって

いただいて、助け合いの輪に残っておいていただ

きたいなというふうに思います。 

  そこで、そういった高齢者が、何とかそういう

町会に残れる枠組みがないかなということなので

すけれども、例えば、自分ができる範囲で、ここ

までならできますというような形で、名前として

は、町会サポーター制度というものを使って、い

ろいろな方をできるだけ町会の枠組みに残すよう

な取組をやられてる地域もあるやに聞いておりま

す。町会の役員としては活動は難しいけれども、

簡単なお手伝いであれば、町会活動に協力したい

と、そういった方に思い切って、役員も免除しま

すということを明記して、町会サポーターに登録

していただくのを促しているような地域もあると

いうふうに聞いております。そうした事例は、当

区においても非常に参考になる事例かなというふ

うに考えますが、そのあたりいかがでしょうか。 

○地域調整課長 ちょっと詳細までが分からないと

ころがございますけれども、長く町会活動に携わ

っていただけるものとしては、参考になるもので

はないかというふうに考えております。 

○太田せいいち委員 是非、こういった新しい取組

も、今後の加入率というか、維持していくために

も、新しい要素として今後検討をしていっていた

だきたいなというふうに思います。 

  残り、担い手の話については、残りあしたの時

間でお話しをさせていただきたいというふうに思

いますので、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○さの智恵子委員 公明党のさの智恵子でございま

す。本日最後の２０分間担当させていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

  まず、今定例会の監査報告で、適正な予算計上

の徹底について、監査委員意見が３点報告されま

した。先ほど区長よりも、令和８年度予算につい

ては精査していくとの発言もございましたが、特

に緊急対応が必要となる事業における予算の過大

計上については、例えば、部単位で緊急対応が可

能な大くくり化をした予算科目の整備等の提案も

ございました。私も昨年度監査委員をさせていた

だき、使える予算が減ることで、区民の不利益に

つながることも実感をいたしました。今後どのよ

うに改善に取り組んでいくのか伺います。 

○財政課長 事業目的に応じた予算計上、原則とは

しておりますので、今現状としては、各課で必要
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な予算を持っているような状況ございます。ただ、

監査委員から御指摘のとおり、各課に細分化され

ることでの無駄が生じているというところももっ

ともかなというところございますので、まず修繕

費ですとか、工事請負費など緊急対応が可能な予

算の集約について、例えば一元化で計上するもの

ですとか、部単位で計上するものなど、課題をま

ず洗い出させていただいて、その手法について研

究させていただきたいと考えてございます。 

○さの智恵子委員 また一方で、執行率が６０％未

満の事業も各所管であった記憶がございますが、

総事業に対して、令和６年度の状況について伺い

ます。 

○財政課長 低執行率のところの捉え方というとこ

ろは、それぞれあろうかと思いますが、私どもで

６０％以下というところを一定の基準と見てござ

います。 

  令和６年度につきましては、総事業費におきま

して比較しますと１６％、９６事業が、６０％以

下という状況でございました。 

○さの智恵子委員 分かりました。今回の防犯カメ

ラの補助金など、人気のある事業は年度途中に終

了するということで、実は９月２６日に購入した

高齢者の方からは落胆の声もあり、補助金ないの

ということで、もう本当にがっかりもされており

ました。限られた財源ですので、区民の命と暮ら

しを守るために、めり張りのある予算となるよう

お願いしたいと思います。 

  続きまして、あだち広報は、区の情報を区民の

皆様に周知する大切なツールです。昨年１２月に、

ある会社の社長から、はがきとあだち広報２部を

並べて、苦情に近い要望がございました。そのは

がきは、ペーパーレス化のために、今後年賀状は

辞退するとの案内でした。今社会は、ペーパーレ

ス化を進めている中で、自宅と会社に広報が届く

のは無駄ではないか、区が率先してペーパーレス

化に取り組んでほしいとのことでした。その後す

ぐに会社の広報は止める連絡をいたしました。 

  令和６年度配布の停止依頼は何件あったか伺い

ます。 

○報道広報課長 報道広報課に直接連絡のあった配

布の停止件数は５５件になっております。 

○さの智恵子委員 シルバー人材さんがお配りにな

って、空き家であったり、マンションですと、広

報お断りみたいなものもありますので、実際はも

っと多いかとも思います。 

  あだち広報の決算額は、緑本２００ページにご

ざいまして、２億５，５００万円余、年２４回、

１回当たり３６万２，０００部の発行ですが、１

部当たりの製作経費、また配布経費について教え

てください。 

○報道広報課長 令和６年度の製作経費からその総

発行部数で単純に割り返した製作の１部当たりの

金額は１５円になっております。それと配布につ

きましては、１２ページの広報で１部当たり１０．

０７円掛かっております。 

○さの智恵子委員 分かりました。 

 現在、区のラインアプリは大変好評で、こちらで

デジタル版のあだち広報を読むことができます。

現在の登録人数は何人でしょうか。 

○報道広報課長 ８月末時点で７万６，８３７人に

なります。 

○さの智恵子委員 私の友人もですが、紙媒体の広

報は必要ないと思う方もいらっしゃいます。今後

ＬＩＮＥのアプリから、簡単に停止依頼できる取

組をして、ペーパーレス化、予算の削減をしては

どうか伺います。 

○報道広報課長 さの委員おっしゃるとおり、電子

で見るので紙が不要という方は一定程度いるかと

思います。今後、ＬＩＮＥでの周知の方法ですと

か、あとは申請の受付方法など、さの委員の提案

について検討させていただきたいと考えておりま

す。 

○さの智恵子委員 また現在区では、若者の声を聞
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く取組を実施しています。１０月開催の若者会議、

みんなの居場所は、大変興味深い内容ですが、明

日までの募集と聞いておりますが、応募状況につ

いて伺います。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 今日現在で、

６名から応募を受けております。 

○さの智恵子委員 ちょっと６名は少ない気もしま

すが、また明日まで、期待を持って待ちたいと思

います。 

  また一方、高校生世代応援支援金、夢を実現す

る取組として５万円の支給、今年から支給要件を

緩和して、応募も多いと聞いていますが、６００

件の募集に対して状況はどうか伺います。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 ８月末現在

でございますけれども、申請件数８５５件で、支

給率５０％程度となっております。 

○さの智恵子委員 支給率が低いのは、世帯収入等

があって、取りあえず申し込む方も多いというこ

とも聞いております。ただ、申し込んでも実際に

は５万円が支給されないということもございます

ので、来年度は、是非、条件やこの人数の拡充、

また若者会議等で当事者から意見を聞く機会を持

つなどしてはどうか伺います。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 さの委員お

っしゃるように、当事者から意見を聞いていくと

いうのは非常に重要なことかなというふうに考え

ております。 

  一方で、この高校生応援支援金につきましては、

いわゆる経験・体験格差が発生しやすいというこ

とで、収入格差によって一番影響が大きい層に対

して効果的にアプローチするために、ある程度所

得制限を付けて実施しておりますので、そちらの

層の拡大につきましては、今後、改めていろいろ

な実績も見ながら検討していきたいなというふう

に考えてます。 

○さの智恵子委員 分かりました。 

  高校生の現状を知るために、息子が卒業した足

立工科高校にお話を聞きに伺いました。生徒数は

少子化や私立高校の助成も進んだことで、全学年

で１クラス減っておりました。生徒の確保には専

門性をＰＲし、また中退する生徒が出ないよう、

寄り添った支援をされているとのことでした。ま

た、今年の求人票は４，０００枚と聞いてびっく

り。報道での高校生の求人倍率は３．６９ですが、

この学校は約３０倍です。昨年からトヨタ自動車

からも初めて求人があり、東京メトロ等、大企業

も増えていて、ほぼ全員が就職をされているそう

です。そして、この学校、以前から防災教育に力

を入れていて、区とも災害協定を結び、避難所や

また近隣の小学校や保育園とも連携をしておりま

す。そして、東京都の防災プログラムを活用し、

防災士の取得の推進もして、最大で年間１０人近

くチャレンジできていた年もありましたが、最近

はこのプログラムの認知度が上がり、各校最大３

名に限定されているそうで、現在は６名の防災士

が在籍をしているそうです。足立区の生徒が９割

を占めているということですので、例えば防災士

を取得した生徒には、防災リーダーに登録をして

いただき、将来時間ができたときに活躍できる取

組をしてはどうか伺います。 

○防災戦略課長 そのような高校生で防災士を持っ

てらっしゃる方がいらっしゃるのであれば、是非、

その方々の情報、こちらで把握しまして、今後は、

防災士の応募を掛けるときには、こちらから御案

内を差し上げるように検討を進めたいと考えます。 

○さの智恵子委員 一応校長には卒業間際に伺って、

是非区から説明をしたいということも申し上げて

おりますので、是非区と連携をしていただければ

と思います。 

  そして、我が区が誇る中学生消火隊、昨日の消

防団合同点検でも３校が活躍されていました。令

和５年度に区立中学校全校で発隊され３７校、３

４７名でしたが、現在は残念ながら減っていると

聞きました。今年度の状況について伺います。 
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○災害対策課長 今年度ですが、登録者２５５名と、

さの委員の御発言のとおり若干減ってるような状

況でございます。 

○さの智恵子委員 学校としては３７校は変わらな

いでしょうか。 

○災害対策課長 ３７校で変更ございません。 

○さの智恵子委員 以前、研修と表彰を要望させて

いただき、ここ数年は、本所防災館で研修も実施

しています。学校ごとの申込みですが、参加者が

減っているというふうにも聞いております。教員

の負担軽減のためにも、個人でも申込みができる

ようにしていただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

○災害対策課長 やはりせっかく多くの方に参加し

ていただきたいというところは同じ思いでござい

ます。ただ、やはり参加する生徒さんの安全確保

ですとか様々課題がございますので、そのあたり

は検討させていただければというふうに思います。 

○さの智恵子委員 もちろん子どもたちだけでとい

うのはありますので、例えば区役所とか北千住駅

とか参加しやすい集合場所も、また是非検討をお

願いしたいと思います。 

  また、表彰は、コロナ禍で中止をされておりま

したが、令和５年度から再開されました。令和６

年度の状況について教えてください。 

○災害対策課長 令和６年度につきましては、２８

名が表彰されている状況でございます。 

○さの智恵子委員 以前、３年間活動した生徒とい

うふうなことも聞いたのですが、１年でも活動す

れば、この表彰はされるということでよろしいで

しょうか。 

○災害対策課長 こちらの表彰制度なのですけれど

も、以前、足立消防署に中学生消火隊を対象に合

同訓練というものを実施していただいておりまし

て、その訓練に参加した方を対象に表彰というの

がそもそもでございました。その後のコロナ禍も

あって、その訓練等が行われなくなったこともあ

りまして、３年間、消火隊に在席していただいた

ことについては表彰という形で、形を改めている

と、そんな状況でございます。 

○さの智恵子委員 中学生消火隊は、防災に関心を

持ち、研修や訓練を通じて防災リーダーを育成す

ることも目的の一つかと思います。是非１年でも、

消火隊として頑張った生徒を表彰する制度も検討

をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○災害対策課長 やはり消火隊として活動する生徒

のモチベーションが上がるような仕組みというの

を考えていきたいというふうに思います。 

○さの智恵子委員 是非よろしくお願いいたします。 

  また、今年度防災フェアが９月の初めにアリオ

西新井で開催をされました。今年はこれまで以上

におしゃれなレイアウトでした。こちらが私が撮

った写真になりますが（写真を示す）、例えばペ

ットの同行避難では、ワンちゃんのぬいぐるみが

置いてあったりと、とてもよいレイアウトになっ

ておりました。また、こちらには、防災関連のチ

ラシ等も何種類もございまして、私が行った時間、

平日の４時半ぐらいでございましたが、五、六人

の方が通ってらっしゃって、チラシも何枚も持っ

ていくような、そんな様子も見受けられました。

状況はどうだったかお伺いいたします。 

○災害対策課長 １週間、あそこで開催、アリオ西

新井で開催させていただきまして、延べで３，０

００人ほどのお客様に御来場いただきました。そ

のうちチラシというお話ございましたけれども、

タイムラインのチラシですとか、あと消防団のチ

ラシ、いろいろ置かせていただきました。やはり

一番売れたのが、東京マイタイムラインのチラシ

で、およそ５００部ほど持っていっていただいた

ような形になります。 

○さの智恵子委員 タイムラインを持ってる方が大

変多くて、それを御自身でやることが大変大事か

なと思いました。 

  また、以前国際まつりで行っていた外国人の方
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にも分かりやすい、そういう場、防災の展示など

の取組も今後お願いしたいと思いますが、いかが

でしょうか。 

○災害対策課長 やはり外国人の方に対して、その

防災意識の啓発ですとかそういう取組、重要な課

題だというふうに私ども認識をしております。国

際まつりとかそういった場が、もし活用できれば

そういうところを活用しますけれども、そうでな

ければ、様々な形で情報発信をして取組を進めて

まいりたいと考えております。 

○さの智恵子委員 私が最初に監査した項目の中に、

あだち子どもの未来応援事業があり、欠食の児

童・生徒への支援、小・中学校１０２校に各５万

円の予算５１０万円、昨年は１６万円ぐらいの決

算額で、大変少なく思いました。今年度につきま

しても、緑本２９３ページの中に、利用見込み者

による残が４９０万円余ありますが、令和６年度

も執行率が大変低い状況です。何校が申請したか

分かりますでしょうか。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 令和６年度

の実績としましては、３５校の学校から申請を受

けております。 

○さの智恵子委員 私も実態を知りたくて、中学校

と小学校２校の校長先生にお話を聞きました。中

学校の校長先生は、以前、１人から２人、毎食食

べてこない生徒がいて、継続しておにぎり２個と

か準備をしていたので、この予算があり大変助か

った。そのような声もございました。また、ある

小学校では、令和６年度は５人、令和７年度は３

人が利用した、そういった声もございました。ま

た、ある小学校では、２年前に１人、毎日欠食す

る生徒がいて、少し体も匂うので、多分ネグレク

ト児童ではないかということで、校長室にパンや

ヨーグルトを準備して、毎朝、登校してくると声

掛けをして、校長室で、このパンやヨーグルトを

出していたということでございました。現在は解

消しているということでございまして、現在３５

校で、こちらの欠食の対応ということなのですけ

れども、１校当たりがとても安いように思うので

すけれども、これ何千円で終わってるという計算

でよろしいでしょうか。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 平均ではあ

りますけれども、数千円で終わってるところもあ

りますし、場合によっては、子どもの状況によっ

ては、数万円使ってるケースもございます。 

○さの智恵子委員 分かりました。令和７年度の子

どもの健康実態調査では、朝食について、全く・

ほとんど食べないが、１．４％、５０人おります。

子どもが朝起きれない、お腹が空いていないの理

由も多いかと思いますが、教員が心配な生徒には

積極的に声掛けをするなど、せっかくある予算を

児童・生徒のために活用できる取組を是非検討を

お願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 こちらの欠

食児童の事業につきましては、予算化して事業を

始めたのが令和５年度からになります。令和５年

度から、だんだんと利用者の数も増えてきている

ところではございますので、使いやすい制度とな

るように、学校等にも事業のスキーム等を丁寧に

説明してまいりたいというふうに考えております。 

○さの智恵子委員 是非よろしくお願いしたいと思

います。 

  すごい勢いで話したので、今日の分は終わった

のですけれども、明日の部分をちょっとノー原稿

にはなるのですが、頑張ってやってみたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

  実は、私も昨日のすこやかプラザあだちで行わ

れました健康まつりに参加をさせていただきまし

た。今回は、先生に相談できるというものにプラ

スして、子どもの職業体験ということで、薬剤師

さんと、あともう一つ、歯ですね、歯の検診とい

うことで、小学生が応募をしてということで、知

り合いの親子連れも来ていて、大変子どもたちに

も好評だったと聞いておりますが、先ほど参加者
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が２０１名と聞こえたのですが、そのお子さんた

ちも含めて２０１名でよろしいでしょうか。 

○衛生管理課長 お子様含めて受付している分とし

て２０１名、ちなみに昨年度は、庁舎ホールで１

４８名というところでございます。 

○さの智恵子委員 大変、３階の会議室を使って、

もう本当に広くてきれいですごいいいなと思いま

した。 

  実は、網野衛生管理課長の方には、先週、私の

党員さんの集まりである党員会で、すこやかプラ

ザ１００％活用術ということで、研修を実はお願

いをさせていただきました。これは何かというと、

すこやかプラザあだち、私自分の通信でもすごい

ＰＲをしていたのですが、ある方が、私、地域違

うけれども行っていいのという声から、実は皆様

に知ってほしいという思いで研修をさせていただ

きました。私が今回、決算特別委員会で質問する

に当たってのアンケートを実は取らせていただい

て、その９１％が行ってみたい、そしてその１３

種類の測定をしてみたいという大変好評なことで

ございました。１３種目ある中で、一番多かった

項目、何だと思いますでしょうか。これは、今日

はあまり発言が少ない馬場衛生部長お願いいたし

ます。 

○衛生部長 女性だと肌年齢で男性だと脳年齢では

ないでしょうか。 

○さの智恵子委員 実は、血管年齢が１番でござい

ましで、血管年齢って、血管と脳がセットになっ

てるので、大変時間が掛かるのですが、私並んで

やってまいりました。結果は何とマイナス１２歳

ということで、ちょっと安心をしたのですけれど

も、ちなみに脳年齢は、番号を順番に押すのです

が、もうせっかく並んだので、むきになってやっ

て、こちらもマイナス１１歳ということで、ちょ

っと安心をいたしました。 

  それで、この１３種類をやりたいというお声が

あるのです。やはり遠いから行けないという方も

いらっしゃいまして、今エル・ソフィアでは、実

は血圧計は結構各地域、学習センターとかにも置

いてありますので、あと一つプラスをしていただ

いて、あそこ実は健康マシーンもあって、意外と

いろいろな方がやっておりますので、是非一つだ

けプラスをしていただいて、気軽に測れる、そう

いう取組も是非お願いしたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

○地域文化課長 これらの前例も確認しながら検討

してまいりたいと考えます。 

○さの智恵子委員 是非よろしくお願いしたいと思

います。 

  以上です。ありがとうございました。 

○工藤てつや委員長 本日の審査はこの程度にとど

め、散会いたします。 

  なお、次回の委員会は明３０日午前１０時より

開会いたしますので、定刻までに御参集願います。 

午後４時００分散会 


